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世
社
会
で
は
、
一
般
に
都
市
と
農
村
の
分
業
が
は
か
ら
れ
て
お
り
、

兵
農
分
離
、
商
農
分
離
は
こ
の
分
業
の
上
に
実
現
し
て
い
た
。
そ
れ

は
日
本
の
近
世
社
会
を
規
定
し
、
権
力
・
経
済
・
民
衆
闘
争
等
く

す
べ
て
の
領
域
に
わ
た
っ
て
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
部
落
史
研
究

に
あ
っ
て
も
、
都
市
を
含
ま
な
い
部
落
史
像
を
描
く
こ
と
は
夢
想
と

し
か
言
い
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
地
域
論
と
し
て
重
大
な
だ
け
で

は
な
く
（
渡
辺
広
以
下
の
個
人
論
集
、
「
史
的
研
究
』
下
巻
所
収
の

地
域
論
文
に
も
も
ち
ろ
ん
都
市
論
の
視
角
は
な
い
）
、
成
立
論
、
経

済
論
、
解
放
闘
争
論
に
お
い
て
も
不
可
欠
な
一
部
を
成
す
の
で
あ

る
。
両
研
究
所
の
論
集
は
い
ず
れ
も
編
者
が
「
新
し
い
水
準
を
示
す

こ
と
が
で
き
た
」
（
『
研
究
』
）
「
最
新
の
成
果
を
反
映
結
実
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
た
」
（
『
史
的
研
究
』
）
と
す
る
の
で
い
く
つ
か
の

論
文
を
と
り
出
し
て
み
よ
う
。

⑪
成
立
に
つ
い
て
は
寺
木
、
脇
田
の
両
論
文
が
あ
る
。
さ
す
が
に

脇
田
論
文
に
は
皮
田
町
に
つ
い
て
の
一
定
の
分
析
と
位
置
づ
け

が
み
ら
れ
る
が
、
職
人
把
握
と
同
質
性
が
み
ら
れ
る
と
す
る
身

分
把
握
に
お
い
て
、
彼
ら
の
役
負
担
は
、
一
律
に
蕊
牛
馬
処
理

と
さ
れ
、
皮
田
町
の
役
負
担
の
独
自
性
の
有
無
は
言
及
さ
れ
て

い
な
い
。
ま
た
解
題
に
お
い
て
は
都
市
論
か
ら
の
分
析
や
コ
メ

ン
ト
は
見
ら
れ
な
い
。
寺
木
論
文
に
は
都
市
論
の
視
角
は
な

い
。

②
中
後
期
の
経
済
・
生
活
を
論
じ
た
前
、
原
田
論
文
の
内
、
前
論

一
都
市
の
形
成
と
皮
田
町

１
都
市
空
間
上
の
皮
田
町

２
皮
田
町
の
定
義

３
皮
田
町
の
役
負
担
ｌ
そ
の
１
１

４
皮
田
町
の
役
負
担
ｌ
そ
の
２
１

５
小
括

二
都
市
賎
民
制
の
特
質

１
役
設
定
の
時
期

２
領
内
皮
田
支
配
と
諸
賎
民
統
制

３
役
負
担
と
地
子
免
除

４
町
自
治
と
下
級
行
刑
役

５
小
括

三
皮
田
町
の
内
部
構
成

１
皮
田
町
の
役
職
制

２
皮
田
町
の
人
口
動
態

３
住
民
構
成
の
特
質

４
小
括

四
総
括
と
課
題
の
展
望

１
本
穂
が
提
起
し
た
も
の

２
課
題

む
す
び
に
か
え
て

は
じ
め
に

近
世
都
市
の
構
造
と
賎
民
制

七
○
年
代
に
入
っ
て
興
隆
を
見
せ
た
部
落
問
題
の
歴
史
的
研
究
が

八
○
年
代
近
く
に
な
っ
て
、
相
つ
い
で
著
作
と
な
っ
て
公
に
さ
れ
は

（
１
）
 

じ
め
た
。
た
し
か
に
こ
の
一
○
年
間
の
研
究
の
進
展
は
目
｛
亡
み
は
る

も
の
が
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
一
○
年
の
成
果
や
課
題
を
全
面
的
に
述

べ
る
予
定
に
な
い
が
、
筆
者
な
り
の
研
究
動
向
把
握
に
基
づ
い
て
一

（
２
）
 

つ
の
問
題
提
起
一
七
行
な
う
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

こ
の
一
○
年
間
の
研
究
成
果
に
は
都
市
の
皮
多
に
つ
い
て
の
も
の

は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
た
と
え
ば
京
都
に
つ
い
て
の
辻
論
文
（
「
近
世
部

落
の
史
的
研
究
』
所
収
）
、
江
戸
の
成
沢
論
文
（
「
部
落
史
の
研
究
』

所
収
）
、
堺
に
つ
い
て
の
森
杉
夫
の
研
究
（
「
近
世
部
落
の
諸
問
題
』
）

な
ど
は
、
直
接
当
該
都
市
の
賎
民
制
を
論
じ
な
が
ら
、
農
村
の
皮
多

（
３
）
 

村
と
質
的
に
異
な
る
皮
田
集
落
に
つ
い
て
、
こ
れ
一
と
都
一
巾
構
造
の
特

質
と
関
連
さ
せ
る
視
角
は
見
ら
れ
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
曰
本
近

文
に
は
皮
革
業
に
つ
い
て
渡
辺
村
、
あ
る
い
は
大
坂
へ
の
求
心

的
構
造
が
述
べ
ら
れ
な
が
ら
、
こ
れ
ら
皮
多
町
に
よ
る
皮
多
村

の
収
奪
や
経
済
統
制
、
中
央
市
場
Ｉ
畿
内
市
場
Ｉ
領
国
市
場
ｌ

地
方
市
場
と
い
う
市
場
構
造
の
特
質
と
の
関
連
は
な
さ
れ
て
い

ず
、
都
市
論
の
観
点
の
弱
い
こ
と
が
看
取
さ
れ
ろ
。
原
田
に
は

過
去
の
一
定
の
業
績
に
も
か
か
わ
ら
ず
考
慮
さ
え
も
見
ら
れ
な

い
。

③
民
衆
闘
争
に
つ
い
て
は
畑
中
・
東
論
文
が
あ
る
が
、
都
市
は
視

野
の
外
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
皮
多
の
解
放
闘
争
や
抵

抗
の
規
定
が
き
わ
め
て
一
面
的
な
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
と
く

に
畑
中
が
皮
多
統
制
の
基
調
を
下
級
行
刑
と
い
う
、
ま
さ
し
く

都
市
の
役
構
造
と
関
わ
る
そ
れ
を
設
定
し
な
が
ら
都
市
構
造
の

観
点
が
な
い
た
め
に
、
皮
相
、
雑
駁
な
「
整
理
」
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
ろ
。

こ
れ
ら
は
い
わ
ば
一
角
で
あ
る
。
近
年
の
「
水
準
」
や
「
成
果
」

が
都
市
抜
き
の
論
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
先

の
論
文
の
註
で
、
畑
中
は
「
従
っ
て
身
分
と
い
う
も
の
を
法
制
的
に

み
た
と
き
「
百
姓
・
町
人
」
を
一
体
（
同
質
で
は
な
い
）
の
身
分
と

し
て
考
え
る
事
が
で
き
る
」
（
三
○
六
頁
）
と
ま
で
一
一
一
一
二
っ
て
い
る
。

ま
こ
と
こ
の
よ
う
な
「
法
制
」
に
従
う
な
ら
、
賎
民
も
百
姓
と
一
体

に
な
ら
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
Ｐ

本
稿
は
、
か
か
る
研
究
動
向
に
、
都
市
論
の
観
点
を
導
入
す
べ
く

は
じ
め
に の
び

し
ょ
う
じ
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建
制
は
自
然
経
済
段
階
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
流
通
過
程

の
領
主
的
把
握
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
近
世
社
会
の
特
質
と
な
っ
た

商
工
業
者
の
都
市
集
住
と
「
隷
属
」
さ
ら
に
は
石
高
制
は
後
者
の
課

題
の
領
主
的
対
応
の
結
果
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
近
世
権
力
は
最
も
商
品
価
値
の
高
い
米
と
特
産
品
を
直

接
に
ぎ
り
、
か
つ
商
職
人
を
都
市
に
集
住
さ
せ
て
人
身
支
配
す
る
こ

と
、
城
下
町
を
領
主
の
統
制
の
下
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
流
通
、
資

本
の
掌
握
を
行
な
う
と
共
に
、
中
央
権
力
は
中
央
市
場
の
支
配
に
よ

っ
て
経
済
的
に
も
優
位
を
占
め
諸
国
支
配
を
可
能
に
し
た
。

こ
れ
ら
は
都
市
と
農
村
の
分
業
を
政
策
的
に
設
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
が
、
重
大
な
こ
と
は
都
市
の
確
立
が
身
分
制
に
よ
っ

（
１
）
 

て
規
定
を
受
け
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
如
上
の
観
点
か
ら
皮
田

町
の
形
成
に
関
わ
ら
せ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

試
み
ら
れ
た
研
究
ノ
ー
ト
で
あ
る
。
右
に
見
た
よ
う
な
研
究
情
況

は
、
一
つ
に
は
皮
田
町
に
関
す
る
史
料
の
絶
対
的
不
足
に
起
因
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
も
そ
の
制
約
の
外
に
あ
る
訳
で
は
な
い
。
事

実
を
確
定
し
つ
つ
整
理
し
た
基
礎
的
考
察
で
あ
り
、
問
題
提
起
で
あ

補
注
（
１
）

ろ
。（
１
）
年
代
的
に
い
え
ば
早
い
時
期
に
『
近
世
部
落
史
の
研
究
』
（
’
九
七

六
・
一
上
下
巻
雄
山
閣
西
播
地
域
皮
多
村
文
書
研
究
会
刊
）
そ

の
後
に
『
部
落
史
の
研
究
』
二
九
七
八
・
一
部
落
問
題
研
究
所

脇
田
修
編
）
『
近
世
部
落
の
史
的
研
究
』
二
九
七
九
ｂ
六
部
蓮
解
放

研
究
所
）
が
集
団
的
研
究
と
し
て
水
準
を
示
し
て
お
り
、
渡
辺
広
『
未

解
放
部
落
の
成
立
と
展
開
』
（
一
九
七
九
・
三
｜
吉
川
弘
文
館
）
布

引
敏
雄
『
長
州
藩
部
落
解
放
史
研
究
』
（
一
九
八
○
・
一
一
一
三
一
書
房
）

安
達
五
男
『
被
差
別
部
落
の
史
的
研
究
』
二
九
八
○
・
四
明
石
書

店
）
が
個
人
の
も
の
と
し
て
公
に
さ
れ
た
。
な
お
西
播
地
域
皮
多
村
文

書
研
究
会
編
の
『
兵
庫
の
部
落
史
』
二
九
八
○
・
’
○
の
じ
ぎ
く

城
下
の
建
設
プ
ラ
ン
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
都
市
の
空
間
的
配
置

に
身
分
制
度
が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

は
領
主
の
居
城
と
し
て
の
城
郭
を
中
心
に
武
士
身
分
の
地
割
り
を
郭

内
に
、
郭
外
に
商
人
、
町
人
の
居
住
地
を
設
定
し
て
城
下
町
と
し
、

そ
の
外
に
広
く
農
村
を
置
く
と
い
う
空
間
配
置
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
身
分
内
の
上
下
が
あ
っ
て
わ
か
れ
て
置
か
れ
た
も

の
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
武
士
・
町
人
の
区
別
が
都
市
空
間
上
で

（
２
）
七
○
年
代
の
動
向
の
整
理
や
課
題
提
示
は
喫
緊
で
あ
り
な
が
ら
な
さ

れ
て
い
な
い
。

（
３
）
本
稿
で
は
農
村
の
皮
多
村
に
対
置
し
て
都
市
の
皮
多
集
落
を
一
応
皮

田
町
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。

補
注
１
本
稿
は
一
九
八
○
年
一
○
月
上
旬
に
脱
稿
し
た
も
の
で
あ
る
が
諸

事
情
か
ら
発
表
が
遅
延
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
た
め
に
理
論
的
な
点
で

も
訂
正
、
再
考
を
加
え
る
べ
き
点
も
生
じ
て
い
る
が
、
今
回
は
部
分
的

文
庫
）
も
近
年
の
研
究
の
集
約
と
い
っ
て
よ
い
。

１
都
市
空
間
上
の
皮
田
町

行
な
わ
れ
る
の
を
理
想
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
皮
田
の
集
落
は

こ
の
町
域
に
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
原
理
上
町
の
端
外
に
居
住
地
を

設
定
さ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
新
た
に
城
下
町
が
建
設
さ
れ
る
場
合
や
都
市
の
拡
大

に
伴
っ
て
彼
ら
は
町
外
へ
の
移
転
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
。
具
体
的
に

見
よ
う
。

大
坂
豊
臣
政
権
の
所
在
地
と
し
て
新
た
に
建
設
さ
れ
た
大
坂
城

は
、
堺
を
の
ぞ
く
周
辺
の
都
市
特
権
を
否
定
し
商
工
業
者
の
積
極
的

な
集
住
策
を
と
り
、
’
六
世
紀
中
期
に
は
四
○
万
を
超
え
る
人
口
を

擁
し
た
。
大
坂
は
徳
川
政
権
の
下
で
も
都
市
再
建
が
な
さ
れ
た
し
都

市
域
の
拡
張
が
あ
っ
た
。

渡
辺
村
民
は
「
役
人
村
由
緒
書
」
な
ど
に
よ
る
と
元
来
坐
摩
神
社

の
隷
属
民
で
あ
り
、
石
山
，
本
願
寺
が
築
か
れ
る
と
共
に
一
部
は
一
向

宗
に
帰
依
し
た
。
木
津
一
異
っ
た
ケ
城
の
話
は
有
名
で
あ
る
。
し
か

し
、
一
向
一
祭
は
鎮
圧
さ
れ
石
山
本
願
寺
は
解
体
さ
れ
、
天
正
十
一

（
一
六
八
三
）
年
そ
こ
に
大
坂
城
が
築
か
れ
た
。
彼
ら
は
天
満
、
福

（
２
）
 

島
、
渡
辺
、
博
労
、
一
一
一
シ
一
一
で
の
五
ケ
所
に
分
散
移
動
さ
せ
ら
れ
た
。

こ
れ
が
慶
長
期
（
慶
長
初
期
か
）
に
南
渡
辺
町
坐
摩
神
社
附
近
に
集

（
３
）
 

住
さ
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
大
坂
の
再
建
が
な
っ
た
一
元
和
六
’
七
年
（
一

六
二
○
１
－
）
道
頓
堀
川
下
幸
町
一
’
一
一
丁
目
裏
尻
の
下
難
波
村
に

七
五
五
○
坪
の
除
地
を
与
え
ら
れ
て
一
村
と
な
っ
た
。
こ
の
時
か
ら

渡
辺
村
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
う
。
村
と
称
し
な
が
ら
市
中

近
世
社
会
の
創
出
を
に
な
っ
た
織
豊
政
権
は
、
基
本
的
収
奪
対
象

と
し
て
の
百
姓
を
確
定
す
る
課
題
と
共
に
、
一
定
度
に
発
展
し
た
分

業
と
流
通
を
掌
握
す
る
課
題
を
負
っ
た
。
｜
面
か
ら
見
れ
ば
こ
の
方

が
困
難
で
あ
っ
た
。
土
地
所
有
は
歴
史
的
に
は
た
え
ず
「
人
身
的
な

隷
属
支
配
関
係
を
基
礎
」
と
し
て
き
た
が
そ
こ
か
ら
分
離
し
て
成
長

し
て
く
る
貨
幣
や
資
本
は
「
非
人
身
的
な
権
力
」
（
「
資
本
論
』
｜

部
四
章
一
節
）
と
い
う
性
格
を
も
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
原
理
的
に
封

江
訂
正
、
加
筆
に
と
ど
め
た
。
な
お
筆
者
は
本
稿
執
筆
後
「
幕
藩
制
確
立

期
の
西
摂
の
皮
多
村
」
『
地
域
史
研
究
』
、
１
３
（
八
一
・
三
）
で
西
摂

の
具
体
例
を
分
析
し
「
近
世
都
市
賎
民
制
の
史
的
展
開
ｌ
役
の
体
系
に
注

目
し
て
ｌ
」
『
日
本
歴
史
」
第
伽
号
（
八
二
・
二
）
で
広
島
廿
日
市
皮

田
町
の
成
立
期
に
焦
点
を
あ
て
て
検
討
を
加
え
、
「
蝿
牛
馬
処
理
権
を
め

ぐ
る
二
、
一
一
一
の
問
題
」
『
部
落
問
題
研
究
』
叱
乃
（
八
二
・
一
｜
）
で
奈

良
東
之
坂
、
山
□
羽
坂
皮
田
町
に
つ
い
て
や
や
異
る
視
角
で
あ
る
経
済
構

造
の
視
点
か
ら
言
及
し
、
つ
い
で
「
封
建
制
的
賎
民
支
配
の
成
立
ｌ
摂

津
風
呂
谷
皮
田
集
落
に
即
し
て
ｌ
」
『
部
落
問
題
論
究
」
化
７
（
八
二

・
九
）
で
皮
田
町
の
概
念
規
定
や
一
般
的
見
通
し
を
与
え
て
お
い
た
。

こ
れ
ら
を
含
め
た
上
で
本
稿
を
検
討
、
批
判
の
麺
上
に
の
せ
て
い
た
だ

け
れ
ば
あ
り
が
た
い
。
な
お
さ
さ
や
か
な
、
つ
た
な
い
本
稿
で
は
あ
る

が
、
部
落
学
校
、
非
人
番
研
究
の
際
や
一
丁
一
一
一
の
出
版
に
際
し
て
好
意
を

う
け
た
故
盛
田
嘉
徳
氏
に
捧
げ
た
い
。

都
市
の
形
成
と
皮
田
町

、
１
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郷
の
一
つ
で
あ
る
天
満
組
に
属
し
町
支
配
を
う
け
た
。
寛
永
四

（
一
六
一
一
七
）
年
、
明
暦
二
（
一
六
五
六
）
年
居
住
地
の
拡
張
が
な
さ

れ
以
後
居
住
地
は
安
定
す
る
。
し
か
し
元
禄
十
一
二
七
○
一
）
年

に
市
域
拡
張
に
と
も
な
っ
て
刑
場
近
く
の
東
成
郡
野
江
村
に
強
制
移

転
を
命
ぜ
ら
れ
ろ
が
そ
の
地
は
湿
地
帯
で
あ
っ
た
。
替
地
の
嘆
願
に

西
成
郡
木
津
村
七
反
島
が
示
さ
れ
る
が
こ
こ
も
湿
地
、
再
び
の
嘆
願

に
木
津
村
堂
面
の
西
に
定
ま
り
十
四
二
七
○
六
）
年
に
移
転
が
は

じ
ま
り
、
宝
永
三
（
一
七
一
四
）
年
に
完
了
し
た
。

京
都
首
都
で
あ
り
中
央
市
場
で
あ
っ
た
京
都
の
近
世
都
市
化

は
、
秀
吉
に
よ
る
洛
中
か
ら
公
方
、
寺
社
本
所
分
の
領
主
的
知
行
を

な
く
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
天
正
末
期
に
完
了
し
た
。
天
正
一
八
年
に

は
都
市
の
周
囲
を
土
塀
で
く
ぎ
り
洛
中
・
洛
外
を
明
確
に
し
た
。

天
部
と
な
ら
ん
で
市
中
五
力
村
の
頭
的
村
で
あ
っ
た
六
条
村
は
天

正
年
中
松
原
通
東
洞
院
東
入
ル
稲
荷
町
に
居
住
地
が
あ
り
、
天
正
一

一
八
（
一
六
九
○
）
年
前
田
玄
以
が
下
し
た
文
書
に
よ
る
と
六
条
河
原

（
４
）
 

に
前
々
か
ら
荒
畑
一
一
町
一
亡
保
有
し
て
い
た
。
し
か
し
市
域
の
拡
張
で

稲
荷
町
は
市
街
地
と
な
り
、
寛
文
一
一
一
（
一
六
六
一
一
一
）
年
「
御
給
田
地
」

（
「
諸
式
留
帳
」
）
二
町
を
与
え
ら
れ
て
六
条
河
原
に
移
転
さ
れ

た
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
先
の
荒
畑
二
町
の
地
な
の
で
あ
ろ
う
。
寛

文
二
年
に
は
河
原
町
根
原
上
ル
の
え
た
小
屋
が
所
替
え
に
な
り
六

条
に
は
七
名
が
移
住
、
こ
れ
で
一
段
落
つ
く
が
、
そ
の
後
宝
永
四

二
七
○
七
）
年
七
条
通
り
に
移
転
が
命
じ
ら
れ
る
が
翌
年
の
大
火

つ
い
て
も
検
討
の
要
が
あ
る
が
史
料
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
次
に
管
見
に
入
っ
た
地
方
都
市
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

加
賀
前
田
氏
の
入
城
で
ま
ず
「
城
下
町
端
」
（
「
加
府
事
蹟
実

録
』
）
の
杉
原
町
に
あ
っ
た
皮
田
を
城
下
枯
木
橋
付
近
の
浅
野
川
口

に
移
し
、
同
時
に
草
屋
支
配
を
命
じ
た
。

長
崎
寛
永
の
頃
寺
町
筋
か
ら
大
昔
寺
下
の
北
比
良
付
近
に
あ
っ

た
「
か
わ
た
町
」
を
慶
安
の
頃
の
西
坂
瀬
崎
の
辺
に
移
し
た
。

秋
田
寛
永
六
年
の
城
下
町
の
拡
張
に
よ
っ
て
議
多
町
の
あ
っ
た

（
６
）
 

地
が
一
用
町
の
地
割
り
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
稔
多
町
は
移
転
さ
せ
ら
れ

た
。皮
田
町
に
関
す
る
一
七
世
期
前
期
以
前
の
一
級
史
料
は
皆
無
と
言

っ
て
よ
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
後
代
の
口
伝
や
由
緒
書
な
の
で
あ

り
、
そ
れ
さ
え
も
そ
う
多
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
以
上
に
よ

っ
て
も
既
存
の
中
世
都
市
を
近
世
的
に
編
成
す
る
場
合
で
も
、
領
主

居
住
地
と
し
て
新
た
に
政
策
的
に
都
市
を
建
設
す
る
場
合
で
も
、
共

通
し
て
皮
田
集
落
を
市
外
に
移
動
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
兵
農

分
離
に
基
づ
く
都
市
計
画
で
は
、
そ
の
空
間
に
賎
民
を
含
ま
な
い
こ

と
を
原
則
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
央
都
市
、
地
方
都
市
の
い

ず
れ
に
あ
っ
て
も
一
般
的
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
原
則
は
、
他
賎
民
層
に
も
適
用
さ
れ
た
。
多
く
の
事

例
は
得
ら
れ
な
い
が
、
京
都
の
乞
食
非
人
、
悲
田
院
、
大
坂
の
聖
な

ど
が
そ
う
で
あ
る
。
非
人
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
が
、
集
団
、

で
延
引
、
正
徳
四
（
’
七
一
四
）
年
柳
原
庄
内
の
小
稲
荷
七
条
通
御

土
居
南
方
に
二
五
六
六
坪
の
除
地
五
一
一
坪
の
皮
張
場
（
拝
借
地
）

を
与
え
ら
れ
て
移
転
が
完
了
す
る
。
つ
ま
り
御
土
居
の
外
に
移
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

六
条
と
な
ら
ぶ
天
部
村
も
、
天
正
末
の
京
中
検
地
の
後
、
賀
茂
川

東
岸
に
移
住
さ
せ
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
土
地
は
「
堀
切
」
と
あ
る
よ

う
に
、
隔
離
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
北
小
路
も
天
正
年
間
に
は
東
本

願
寺
領
内
の
下
枳
殼
馬
場
に
居
住
し
て
い
た
が
寛
永
一
九
年
（
一
六

四
二
）
河
原
町
松
原
上
ル
の
地
に
移
さ
れ
、
そ
れ
が
寛
文
一
○
年

（
一
六
七
○
）
上
一
条
通
西
土
手
の
御
土
居
ぎ
わ
に
一
○
八
五
坪
で

移
さ
れ
た
（
こ
の
際
一
部
の
者
が
六
条
村
に
移
っ
て
い
る
）
。
こ
の

よ
う
に
京
都
の
場
合
も
い
ず
れ
も
町
域
を
示
す
御
土
居
の
外
に
強
制

移
転
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
て
い
ろ
。
た
だ
蓮
台
野
の
み
が
一
部
洛
中
に

ま
た
が
っ
て
土
地
を
も
っ
て
い
た
。

江
戸
江
戸
の
都
市
化
は
慶
長
八
（
’
六
○
一
一
一
）
年
以
後
の
こ
と

で
、
後
進
地
に
政
策
的
に
巨
大
な
城
下
町
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
。
弾

左
衛
門
は
稜
多
頭
と
し
て
領
国
経
営
の
一
端
を
に
な
う
の
で
あ
る

が
、
彼
ら
は
当
初
は
日
本
橋
室
町
に
居
住
し
て
い
が
、
江
戸
町
制
の

（
５
）
 

整
備
と
辻
〈
に
浅
草
鳥
越
に
移
転
さ
せ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
正
保
二

（
’
六
四
五
）
年
浅
草
山
谷
村
に
移
さ
れ
、
そ
こ
に
一
万
坪
を
こ
え

る
広
大
な
屋
敷
が
し
つ
ら
え
ら
れ
た
。

中
央
都
市
と
も
言
え
る
一
一
一
都
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
塀
・
大
和
に

集
落
を
な
し
た
賎
民
層
が
市
外
に
移
さ
れ
た
の
は
、
一
般
的
と
し
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
都
市
の
構
造
と
結
び
つ
い
た
皮
田
町
と
い
う
も
の
は
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
く
と
も
一
七
世
紀
に
、
皮
田
町
の
概
念
を
部

落
史
研
究
の
一
視
角
と
し
て
生
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う

か
。空
間
上
、
法
制
上
皮
田
集
落
は
村
と
さ
れ
た
が
、
立
入
っ
て
検
討

す
る
な
ら
ば
不
可
解
な
事
実
に
つ
き
あ
た
る
の
で
あ
る
。

凹
ま
ず
大
坂
渡
辺
村
に
つ
い
て
見
た
よ
う
に
彼
ら
は
木
津
村
地
に

あ
り
な
が
ら
行
政
上
の
管
轄
は
町
年
寄
下
の
天
満
組
に
属
し
、

町
の
行
政
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
大
坂
平
野
郷
で
も
皮
田
集

落
は
、
域
外
に
置
か
れ
た
が
、
町
支
配
を
う
け
て
い
ろ
。
京
都

の
場
合
も
六
条
村
外
四
力
村
（
天
部
、
川
崎
、
蓮
台
野
、
北
小

路
）
は
町
奉
行
所
の
支
配
下
に
あ
っ
て
下
級
行
刑
の
業
務
に
つ

い
て
い
た
（
「
柳
原
町
史
』
）
。
備
後
三
原
で
は
皮
田
は
、
東

は
町
端
、
茅
町
裏
に
居
住
し
て
い
て
そ
の
小
屋
地
は
村
分
、

（」六）

「
革
田
と
も
は
町
支
配
な
り
」
（
「
増
補
一
二
原
志
稿
」
註
６
）

と
な
っ
て
い
た
。

②
次
に
村
と
さ
れ
な
が
ら
、
基
本
的
役
負
担
や
所
有
形
態
に
お
い

て
町
と
同
様
な
場
合
の
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
浅
草
・
渡
辺

２
皮
田
町
の
定
義

］ 
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前
節
で
、
あ
る
皮
田
集
落
が
市
域
外
に
お
い
や
ら
れ
な
が
ら
、
都

市
の
一
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
中
世
都
市
の
構
造
が
賎
民

を
生
ま
し
め
た
よ
う
に
近
世
都
市
の
支
配
や
経
営
に
お
い
て
も
不
可

欠
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。
こ
の
点
が
重
大
で
あ

ろ
う
。

近
世
都
市
の
基
本
が
城
下
町
で
←
の
っ
た
こ
と
は
既
述
し
た
通
り
だ

衛
、
青
木
忠
兵
衛
等
在
方
支
配
と
成

判
じ
に
く
い
文
章
で
あ
る
が
、
つ
ま
り
天
正
年
中
に
町
域
に
な
り

矢
川
村
も
油
屋
町
と
改
名
さ
れ
た
。
町
廻
り
の
年
貢
地
と
は
な
っ
た

が
、
町
並
役
は
負
担
せ
ず
、
町
年
寄
も
お
か
れ
ず
湊
町
年
寄
の
兼
帯

支
配
を
う
け
た
。
享
保
四
年
か
ら
は
田
地
を
所
持
す
る
者
は
在
の
支

配
、
そ
の
他
は
町
支
配
を
う
け
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
の
矢
川
皮
田
町
の
役
負
担
の
全
体
は
明
ら
か
で
な
い

が
、
前
記
『
雑
集
」
は
牢
番
役
を
指
摘
し
て
お
り
、
近
く
に
刑
場
が

あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
主
と
し
て
下
級
行
刑
役
を
負
っ
た
と
思

わ
れ
ろ
。
彼
ら
が
町
並
役
を
負
担
し
な
い
の
は
町
人
身
分
で
な
く
、

ま
た
他
の
役
を
負
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
町
に
あ
っ
て
も
町

人
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
指
標
に
よ
っ
て

一
応
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
備
え
る
集
落
を
皮
田
町
（
都
市

部
落
）
と
し
て
あ
つ
か
い
、
先
に
進
む
こ
と
に
し
た
い
。

村
・
六
条
村
・
北
小
路
等
の
、
京
都
の
皮
田
村
な
ど
は
地
積
を

坪
表
示
さ
れ
て
い
た
し
、
年
不
詳
の
堺
塩
穴
村
絵
図
や
、
や
や

下
っ
た
寛
政
二
年
二
七
九
九
）
の
兵
庫
風
呂
谷
村
「
名
寄

帳
」
に
見
ら
れ
る
居
住
地
内
容
は
田
を
含
ま
な
い
の
で
あ
る
。

町
の
皮
田
集
落
は
知
ら
れ
る
限
り
屋
敷
地
を
与
え
ら
れ
た
り
、

地
子
を
免
ぜ
乞
わ
れ
て
い
る
の
で
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
土
地

負
担
に
お
い
て
も
、
お
そ
ら
く
年
貢
で
は
な
く
地
子
表
示
で
あ

っ
た
ろ
う
。

③
町
と
在
の
区
別
は
何
よ
り
も
土
地
に
対
す
る
所
有
形
態
に
お
い

て
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
脇
田
は
在
で
は
土
地
所

持
と
い
っ
て
も
よ
い
所
有
形
態
、
町
で
は
用
益
と
規
定
し
て
い

ろ
。
と
す
る
と
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
殊
特
な
土
地
所
持
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
余
辺
（
天
部
）
は

岡
崎
村
に
お
い
て
高
一
一
一
五
石
一
八
斗
八
升
、
物
成
一
五
石
七
斗
一
一

升
八
合
（
七
ツ
ー
分
取
）
分
の
入
作
を
し
作
納
方
を
命
ぜ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
毎
年
可
致
定
請
納
」
（
慶
長
二
年

五
月
九
日
付
余
部
文
書
）
と
あ
る
よ
う
に
作
柄
、
出
来
高
に
か

か
わ
り
な
く
定
額
納
年
貢
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
享
保
一

七
年
（
一
七
一
一
三
）
に
は
部
落
の
人
口
増
で
旧
銭
座
跡
地
に
銭

座
跡
村
が
出
来
る
が
こ
の
場
合
も
七
八
六
坪
で
年
貢
は
定
額
納

に
な
っ
て
い
た
。

四
町
組
と
村
で
は
、
支
配
末
端
の
行
政
役
人
の
あ
り
様
が
異
な
っ

３
皮
田
町
の
役
負
担
Ｉ
そ
の
１
１

て
い
た
・
村
は
庄
屋
、
年
寄
（
肝
煎
）
、
組
頭
、
町
は
惣
年

（
７
）
 

害
、
名
主
、
組
頭
の
役
構
成
を
基
本
と
し
た
。
各
町
の
々
疸
主
年

寄
は
、
後
に
は
選
挙
と
な
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
惣
年
寄
は
世

襲
制
が
敷
か
れ
て
い
て
、
こ
の
点
は
村
役
人
と
基
本
的
に
相
違

し
た
。
後
に
詳
し
く
み
る
が
、
京
都
六
力
村
、
大
坂
渡
辺
村
、

堺
塩
穴
、
兵
庫
風
呂
谷
、
奈
良
東
之
坂
な
ど
は
村
と
さ
れ
な
が

ら
行
政
役
人
の
構
成
は
町
と
同
じ
世
襲
複
数
年
寄
制
が
敷
か
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
畿
内
以
外
の
地
で
は
、
議
多
頭

制
が
敷
か
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
点
指
標
と
し
て
一
般
化
し
え

な
い
場
合
も
あ
っ
た
ろ
う
。

以
上
の
矛
盾
は
、
都
市
空
間
か
ら
皮
田
を
除
外
し
な
が
ら
も
、
近

世
都
市
に
あ
っ
て
も
、
皮
田
が
不
可
欠
な
一
部
と
し
て
城
下
町
支

配
、
経
営
に
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

久
世
兼
由
著
「
松
阪
権
輿
雑
集
』
（
宝
暦
二
年
脱
稿
二
巻
）
に

よ
る
と
松
阪
城
下
の
矢
川
皮
田
町
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
。

油
屋
町
、
町
廻
の
年
貢
地
に
て
無
丁
役
、
人
家
湊
町
年
寄
支

配
、
往
古
松
阪
町
中
半
矢
川
村
と
称
し
、
高
千
三
百
石
余
の
村

地
成
し
に
天
正
年
中
町
と
な
り
、
矢
川
の
名
の
み
残
り
て
皇
な

し
、
百
姓
五
六
軒
此
町
に
居
住
し
残
高
一
一
一
百
六
拾
壱
石
壱
斗
八

升
壱
合
を
所
帯
し
、
在
町
両
支
配
、
享
保
四
亥
年
三
月
よ
り
杉

山
善
左
衛
門
、
青
木
半
兵
衛
、
中
林
源
右
衛
門
、
杉
山
弥
兵

が
、
そ
の
原
型
は
戦
国
大
名
の
領
国
経
営
に
あ
っ
た
。
と
同
時
に

「
か
わ
た
」
の
身
分
把
握
も
戦
国
大
名
、
わ
け
て
も
東
国
の
大
名
領

国
下
の
政
策
を
近
世
権
力
が
踏
襲
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
も
の
で

あ
っ
た
。

（
８
）
 

今
川
領
で
は
「
府
中
西
の
つ
ら
か
わ
た
」
彦
八
に
屋
敷
地
一
と
安
堵

し
、
国
中
の
皮
買
上
の
権
限
を
与
え
て
「
毎
年
皮
の
や
く
等
」
を
命

じ
て
い
ろ
。
天
文
一
八
年
（
一
五
四
九
）
の
義
元
朱
印
状
で
は
一
一
名

に
な
っ
て
い
ろ
。
し
か
し
次
に
見
る
後
北
条
と
比
較
す
る
な
ら
ば
領

内
の
「
か
わ
た
」
統
制
が
は
か
ら
れ
た
形
跡
は
み
え
ず
、
ま
た
彦

八
、
あ
る
い
は
天
文
の
二
人
に
つ
い
て
も
彼
ら
が
「
権
門
被
官
」

（
天
文
一
一
一
一
年
）
「
被
官
」
（
天
文
一
八
年
）
に
な
る
こ
と
は
禁
じ

ら
れ
て
い
な
い
し
、
御
用
の
皮
役
を
「
不
沙
汰
」
し
て
も
皮
商
売
を
相

留
め
る
措
置
が
な
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
皮
作
が
他

（
９
）
 

商
売
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
｝
の
る
か
ら
、
一
定
の
処
罰
と
は
な
っ

た
が
後
北
条
で
は
「
遠
島
」
（
宮
本
文
書
天
正
六
年
）
と
お
ど
さ
れ

て
い
る
の
に
比
す
れ
ば
人
身
把
握
の
弱
い
点
は
明
ら
か
で
あ
る
。

後
北
条
で
は
城
下
の
か
わ
た
頭
と
共
に
領
内
の
主
た
る
革
作
が
身

分
的
統
制
（
①
公
用
の
革
上
納
②
被
官
の
禁
③
移
動
の
制
限

④
不
入
の
地
へ
の
移
転
の
禁
止
を
う
け
て
い
た
。
彼
ら
は
職
人
統

制
の
一
環
と
し
て
編
成
を
う
け
皮
役
を
負
っ
た
が
、
そ
の
役
（
後
北

条
領
で
の
職
人
課
役
は
一
年
三
○
日
、
一
日
’
七
文
で
労
カ
ー
技
術

（
、
）

的
Ｉ
を
負
担
す
る
も
の
で
←
の
っ
た
）
は
御
用
革
の
上
納
で
、
一
人
一
一



Ｉ
 

“
枚
の
ふ
す
べ
革
と
定
め
ら
れ
た
（
弘
治
四
年
）
。
し
か
し
こ
の
段
階

で
は
、
皮
の
調
達
に
代
金
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
お
上
か
ら
下
げ
渡

さ
れ
る
毛
皮
の
加
工
賃
は
支
出
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
が
永
禄
一
○

年
二
五
六
七
）
に
な
る
と
、
ふ
す
べ
賃
が
支
払
わ
れ
て
（
一
枚
当

り
四
七
文
強
、
公
役
に
し
て
約
三
人
分
）
皮
の
調
達
は
な
く
な
る
、

つ
ま
り
皮
加
工
が
主
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

右
に
み
た
の
は
伊
豆
国
の
場
合
で
あ
る
が
、
同
領
相
模
国
の
場

合
、
興
味
深
い
の
は
、
永
禄
五
年
三
月
の
印
判
状
で
、
そ
こ
に
は
中

郡
皮
作
が
「
退
職
」
し
て
お
り
「
平
徳
政
」
を
与
え
て
立
帰
ら
せ
た

と
あ
る
。
内
容
は
今
一
つ
明
確
で
な
い
が
、
何
ら
か
の
特
典
を
与
え

て
「
公
方
御
用
」
を
命
じ
た
こ
と
が
知
り
え
ろ
。
な
お
、
中
郡
の
皮

作
は
皮
の
調
達
が
主
と
し
た
役
務
ら
し
く
、
伊
豆
国
の
皮
作
と
の
間

に
何
ら
か
の
分
業
、
あ
る
い
は
役
負
担
の
差
異
が
感
得
さ
れ
る
。

賤
民
の
一
部
を
城
下
に
住
ま
わ
せ
、
そ
れ
を
通
じ
て
軍
事
上
重
要

な
意
味
を
も
つ
皮
革
の
確
保
を
行
な
う
と
い
う
方
式
は
、
近
世
権
力

に
よ
っ
て
も
踏
襲
さ
れ
た
。
近
世
城
下
も
軍
事
的
必
要
を
優
先
さ
せ

て
構
築
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
皮
革
の
確
保
の
た
め
域
内
に
賎

民
を
置
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
原
皮
の
収
集

の
た
め
に
は
領
内
全
域
、
わ
け
て
も
農
村
に
「
か
わ
た
」
が
必
要
な

の
で
あ
り
、
城
下
に
置
か
れ
た
の
は
有
力
な
皮
工
、
皮
商
達
で
あ
っ

た
。
諸
藩
は
、
高
い
水
準
を
有
す
る
畿
内
の
皮
工
を
招
致
し
て
ま
で

皮
革
確
保
に
努
め
た
。
諸
藩
は
彼
ら
を
優
遇
し
つ
つ
皮
革
確
保
を
行
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皮
革
確
保
を
皮
田
町
の
役
負
担
と
す
る
場
合
、
文
字
通
り
に
は
畿

内
に
適
用
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
皮
革
の
上
納
と
い
う
点
か
ら
言
え

ば
彼
ら
を
町
政
に
組
み
こ
む
こ
と
は
必
然
と
い
う
程
度
で
は
な
か
っ

た
と
思
え
る
。
と
す
る
な
ら
さ
ら
に
立
入
っ
て
皮
田
町
の
負
担
に
つ

い
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

備
前
の
議
多
頭
で
あ
っ
た
又
兵
衛
の
子
孫
が
宝
永
五
（
一
七
○

八
）
年
に
提
出
し
た
訴
状
に
は
、

先
中
納
言
様
御
代
に
：
…
・
叉
兵
衛
と
申
者
赤
坂
郡
矢
原
村
に
居
申

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

候
所
、
遠
方
に
居
申
侯
て
は
御
用
の
手
筈
｝
の
ひ
不
申
侯
間
、
御
城

下
近
所
江
罷
出
申
様
に
と
被
仰
付
、
国
守
江
罷
越
候
、
其
節
右
又

兵
衛
義
御
国
中
穣
多
頭
に
被
為
仰
付
、
右
屋
敷
畑
御
免
地
に
被
成

が
起
っ
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
は
皮
革
業
の
新
た
な
発
展
に
よ
る
も

（
、
）

の
で
←
の
っ
た
。

し
か
し
、
畿
内
の
場
合
、
領
主
に
対
す
る
皮
負
担
は
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
い
し
、
た
と
え
ば
渡
辺
村
の
和
漢
草
間
屋
が
数
カ
所
の
太
鼓

貼
張
の
役
を
受
け
た
よ
う
に
、
あ
っ
て
も
き
わ
め
て
軽
い
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
畿
内
で
は
、
都
市
商
工
業
一
般
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
優
遇
さ
れ
た
こ
と
の
外
に
、
皮
革
流
通
の
領
主
的
統
制
を
彼
ら
を

通
じ
て
行
な
い
、
中
央
市
場
の
優
位
を
保
つ
点
に
、
も
っ
ぱ
ら
の
意

図
が
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
ろ
。

４
皮
田
町
の
役
負
担
Ｉ
そ
の
２
１

Ⅲ 

っ
て
い
る
。
金
沢
藩
・
信
州
諾
城
下
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
の
を
第

一
の
型
と
す
れ
ば
、
江
戸
の
よ
う
に
弾
左
衛
門
を
通
じ
て
広
域
の
皮

革
製
品
を
確
保
す
る
と
い
う
型
は
第
二
の
も
の
と
い
え
よ
う
。
戦
国

期
今
川
、
後
北
条
領
に
見
ら
れ
た
型
で
あ
る
。

し
か
し
、
畿
内
で
は
皮
革
役
の
負
担
の
占
め
る
割
合
は
、
き
わ
め

て
低
か
っ
た
と
見
う
る
。
実
際
京
都
で
は
諸
賎
民
が
相
当
の
数
で
存

在
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
部
の
外
に
「
か
わ
た
」
称
は
見
ら

れ
ず
、
そ
の
こ
と
が
逆
に
皮
革
役
の
貫
徹
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し

補
注
２

て
い
ろ
。
も
ち
ろ
ん
皮
田
町
で
の
皮
革
業
の
水
準
は
高
く
、
皮
革
流

通
・
取
引
の
範
囲
も
広
域
で
あ
っ
た
。
渡
辺
村
に
は
、
す
で
に
寛
永

年
間
に
一
二
名
の
特
権
的
皮
商
（
と
同
時
に
年
寄
役
）
が
免
許
を
う

け
、
鎖
国
後
の
唐
物
皮
買
入
の
特
権
を
有
し
た
（
『
西
成
郡
史
」
）
。

京
都
で
も
六
条
村
の
移
転
に
当
っ
て
皮
張
場
と
し
て
五
二
坪
が

免
三
シ
で
拝
借
地
と
し
て
付
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
・
皮
革
業
は
盛
ん
で

水
準
も
高
か
っ
た
。
部
分
的
で
あ
る
が
野
口
村
は
二
条
殿
に
対
し
て

「
鞁
包
革
御
用
被
仰
付
」
（
文
化
Ⅲ
）
て
も
い
た
（
「
余
部
文
書
」
）
。

す
こ
し
下
っ
た
奈
良
東
ノ
坂
の
享
保
九
年
（
’
七
二
四
）
「
宗
門
改

帳
」
を
み
る
と
、
番
人
を
除
く
家
持
二
軒
の
内
六
軒
ま
で
が
皮
革

関
連
業
者
で
、
奉
公
人
二
人
中
五
人
ま
で
が
皮
革
業
に
従
事
し
て

お
り
、
借
家
人
の
多
く
も
皮
革
業
者
の
借
家
に
住
ん
で
お
り
、
お
そ

（
ｕ
）
 

ら
く
皮
革
業
に
従
事
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
一
」
さ
れ
る
。
兵

庫
津
で
は
明
暦
四
年
二
六
五
八
）
風
呂
谷
村
内
で
の
蕊
牛
馬
争
い

（
垣
）

被
為
遺

と
書
か
れ
て
い
て
、
城
下
辺
へ
の
移
動
は
「
御
用
」
の
た
め
と
言

う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
御
用
に
つ
い
て
人
見
彰
彦
、
大
森
久
雄
ら
は
皮

革
役
と
見
、
こ
れ
に
柴
田
一
は
反
論
し
て
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
一
一
）

同
村
太
左
衛
門
が
死
骸
の
取
捨
に
つ
い
て
お
ん
ぼ
う
（
非
人
）
と
争

っ
た
際
の
訴
状
か
ら
、
下
級
行
刑
役
と
し
た
。
人
見
ら
は
す
ぐ
さ
ま

反
論
し
て
自
説
を
再
述
し
て
い
る
が
、
市
政
と
の
関
わ
り
か
ら
言
っ

て
も
、
や
は
り
こ
の
「
御
用
」
は
下
級
行
刑
、
あ
る
い
は
警
察
役
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

結
論
か
ら
述
べ
る
な
ら
、
市
中
の
治
安
維
持
の
末
端
業
務
こ
そ
、

皮
田
町
に
課
せ
ら
れ
た
、
皮
田
村
と
異
な
る
独
自
の
役
負
担
で
あ
っ

た
。
い
く
つ
か
の
面
か
ら
検
討
し
よ
う
。

ま
ず
下
級
行
刑
・
警
察
役
賦
課
は
中
央
都
市
、
畿
内
周
辺
、
地
方

領
国
城
下
の
皮
田
町
に
共
通
し
て
い
た
。

中
央
都
市
京
都
に
つ
い
て
は
「
天
部
村
由
緒
書
」
（
「
雑
色
要

録
」
所
収
）
記
載
の
公
役
の
他
、
天
部
、
六
条
村
年
寄
等
が
提
出
し

た
役
務
力
条
が
宝
永
四
、
六
（
’
七
○
七
、
九
）
年
、
享
保
二
（
一
七

一
七
）
年
の
三
通
残
っ
て
い
ろ
（
「
諸
式
留
帳
」
）
。
そ
れ
ら
に
よ

る
と
、
彼
ら
の
役
務
は
①
掃
除
、
②
下
級
行
刑
、
③
末
端
警
察
役
で

あ
っ
た
。
①
は
下
村
家
の
下
で
山
城
、
近
江
、
摂
津
約
五
○
力
村
が

勤
め
た
が
、
下
村
家
断
絶
後
の
宝
永
五
年
以
後
①
は
皮
田
町
の
役
に

な
ら
ず
、
新
た
に
②
の
牢
屋
外
番
が
こ
れ
ら
五
○
力
村
の
基
本
公
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役
と
な
る
。
と
同
時
に
皮
田
町
六
力
村
に
は
③
の
役
が
仰
付
け
ら
れ

た
。大
坂
渡
辺
村
も
、
俗
に
役
人
村
と
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
下
級
行
刑

が
中
心
的
公
役
で
あ
っ
た
。
安
永
五
年
の
訴
状
に
よ
る
と
①
皮
役

（
城
太
鼓
張
替
）
②
掃
除
役
（
土
左
衛
門
、
行
倒
死
骸
片
付
）

③
下
級
行
刑
役
（
牢
仕
置
、
刑
場
役
、
護
送
・
処
刑
者
取
捨
て
）

④
火
消
人
足
等
で
あ
っ
た
（
『
摂
津
役
人
村
文
書
」
）
。
続
く
堺

で
も
廷
三
四
年
の
「
御
手
鑑
坤
」
に
よ
る
と
「
堺
御
仕
置
者
有
之

節
ハ
京
、
大
坂
之
通
役
義
相
勤
侯
」
（
森
「
前
掲
書
」
一
二
六
頁

所
収
史
料
）
と
あ
っ
て
下
級
行
刑
役
を
負
っ
た
こ
と
を
知
り
う
る
。

江
戸
に
あ
っ
て
は
弾
左
衛
門
の
支
配
の
下
で
、
非
人
身
分
の
者
が

仕
置
役
を
勤
め
て
い
た
が
、
原
理
上
は
権
力
か
ら
穣
多
弾
左
衛
門
に

（
型
）

命
じ
ら
れ
た
役
務
で
あ
っ
た
。

畿
内
周
辺
都
市
平
野
郷
で
は
、
皮
多
は
行
倒
人
の
取
か
た
ず
け

を
さ
せ
ら
れ
て
い
ろ
（
「
平
野
部
落
史
関
係
資
料
集
」
）
。
紀
州

岡
島
村
も
渡
辺
村
同
様
、
役
人
村
と
よ
ば
れ
た
。
慶
長
一
八
年
の
文

書
で
は
、
和
歌
山
城
の
掃
除
役
、
牢
番
、
皮
革
上
納
が
役
で
あ
っ
た

（
酒
）

と
一
一
一
一
口
う
。
西
宮
で
も
芝
村
は
史
料
で
確
認
さ
れ
る
限
り
で
は
、
明
和

八
年
の
死
骸
取
捨
、
心
中
者
の
さ
ら
し
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
近
世

初
頭
に
遡
り
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ろ
（
「
兵
庫
の
部
落
史
』
）
。

兵
庫
津
で
も
元
禄
年
間
に
は
風
呂
谷
村
が
盗
賊
獄
門
を
命
じ
ら
れ
て

（
照
）

い
る
。

た
。
佐
方
村
団
左
衛
門
ら
は
戦
国
期
宮
島
警
固
と
廿
日
市
出
入
の
品

物
を
査
察
す
る
役
務
を
負
っ
て
い
た
（
「
廿
日
市
町
史
』
資
料
編
Ⅱ

．
Ⅲ
）
し
、
大
和
国
の
諸
門
前
町
で
は
白
豪
寺
・
薬
師
寺
・
法
隆
寺

な
ど
で
独
自
の
検
断
機
構
が
存
在
し
、
い
ず
れ
も
稔
多
・
河
原
者
が

行
刑
の
直
接
・
間
接
の
執
行
者
に
な
っ
て
い
た
。
（
三
浦
圭
一
「
中

世
後
期
に
お
け
る
賎
民
の
存
在
形
態
」
「
部
落
史
の
研
究
員
山
田
洋

子
「
中
世
大
和
の
非
人
に
つ
い
て
の
考
察
」
「
年
報
中
世
史
」
４
）
。

天
正
六
年
（
’
五
七
八
）
’
一
一
月
荒
木
村
重
の
妻
子
を
京
都
六
条
河

原
で
処
刑
し
た
際
、
多
数
の
河
原
者
・
青
屋
が
執
行
人
と
し
て
織
田

政
権
に
よ
っ
て
動
員
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
京
都
で
も
賎
民
が
か
か
る

行
刑
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
の
問
題
は
中
世
で
の
河
原
者
・
穣
多
ら
の
行
刑

従
事
が
そ
の
ま
ま
近
世
に
ま
で
続
い
て
い
ろ
と
い
う
点
に
あ
る
の
で

は
な
い
。
ま
ず
何
よ
り
も
近
世
権
力
に
よ
る
一
定
の
社
会
的
・
権
力

的
編
成
を
う
け
て
お
り
、
そ
の
点
を
解
明
す
る
こ
と
が
重
一
要
で
あ

り
、
そ
れ
に
本
稿
の
課
題
も
皮
田
町
の
基
本
役
を
確
定
し
て
い
く
こ

と
に
あ
る
。
と
は
い
え
、
中
世
都
市
と
賎
民
と
の
不
可
分
の
関
係
を

指
摘
し
て
お
く
こ
と
は
そ
れ
と
し
て
必
要
な
こ
と
と
い
え
よ
う
。
事

例
の
発
掘
の
立
入
っ
た
検
討
が
望
ま
れ
ろ
。

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
と
い
う
点
で
は
大
和
国
奈
良
市
中
の
場

合
が
比
較
的
具
体
的
に
知
ら
れ
ろ
。
興
福
寺
検
断
機
構
に
は
大
犯
断

罪
の
儀
式
と
し
て
「
大
垣
廻
し
」
な
る
死
刑
執
行
が
あ
っ
た
。
今
詳

江
州
膳
所
藩
六
万
石
城
下
で
も
大
林
皮
田
町
は
下
級
行
刑
役
も
負

っ
て
お
り
、
集
落
近
く
に
は
仕
置
場
も
あ
っ
た
。
同
じ
く
近
江
の
比

叡
山
門
前
町
の
八
木
山
皮
田
も
町
の
行
刑
役
を
務
め
て
い
た
。

城
下
町
地
方
都
市
の
城
下
で
も
、
皮
田
町
は
下
級
行
刑
役
を
う

け
た
。
岡
山
の
例
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
広
島
藩
で
も
早
く
「
村
郷

牢
舎
番
は
、
其
郡
か
わ
た
に
申
付
く
べ
く
」
と
さ
れ
た
の
が
寛
永
七

年
（
一
六
一
一
一
○
）
二
月
の
郡
中
法
度
に
よ
っ
て
て
あ
る
か
ら
、
町

皮
田
の
牢
番
役
は
、
天
正
一
九
年
の
毛
利
に
よ
っ
て
築
城
以
来
の
こ

と
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
近
世
初
頭
で
は
、
広
島
城
下
東
西

の
皮
田
頭
を
「
下
知
」
し
て
い
た
佐
方
村
団
左
衛
門
は
、
元
は
廿
日

市
城
下
に
あ
っ
て
慶
長
五
年
福
島
入
部
以
・
来
「
盗
賊
召
捕
」
方
な
ど

を
負
っ
て
い
た
（
「
廿
日
市
町
史
」
資
料
編
Ⅱ
）
。
長
州
で
は
、
毛

利
は
山
口
に
移
っ
た
慶
長
九
年
、
さ
っ
そ
く
に
屋
敷
畑
四
九
枚
を
除

地
に
し
て
山
口
垣
ノ
内
に
郷
中
夜
廻
役
を
命
じ
て
い
ろ
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
山
口
垣
ノ
内
は
特
牛
皮
上
納
の
役
を
免
ぜ
ら
れ
た
。

信
州
に
つ
い
て
の
万
羽
正
朋
の
一
連
の
研
究
に
よ
る
と
、
慶
長
三

年
松
代
に
入
部
し
た
田
丸
は
孫
六
を
か
わ
た
頭
に
任
ず
ろ
と
共
に
皮

役
、
牢
番
役
を
課
し
、
松
本
で
も
天
正
一
六
年
城
下
町
の
整
備
と
共

に
か
わ
た
頭
彦
八
を
設
定
し
、
上
田
藩
で
も
牢
番
役
が
頭
の
下
で
課

せ
ら
れ
て
い
た
。
な
お
信
州
の
藷
城
下
で
も
皮
田
町
は
城
域
の
拡
張

（
、
）

の
た
び
に
外
延
に
移
転
さ
せ
ら
れ
て
い
ろ
。

次
に
下
級
行
刑
業
務
は
中
世
都
市
賎
民
の
一
般
的
役
務
で
あ
っ

近
世
都
市
の
典
型
と
し
て
の
城
下
町
の
形
成
過
程
と
理
念
の
中
に

町
と
在
の
区
別
、
空
間
上
の
身
分
配
置
が
歴
然
と
存
在
し
て
い
た
。

豊
臣
政
権
は
権
力
的
手
段
を
も
っ
て
町
場
を
設
定
し
つ
つ
、
都
市
的

機
能
を
有
し
た
多
く
の
集
落
を
法
制
上
村
と
位
置
づ
け
、
都
市
特
権

を
否
定
し
た
。
こ
う
し
た
歴
史
動
向
が
中
世
都
市
に
不
可
分
離
の
関

係
を
地
理
上
・
機
能
上
有
し
た
賎
民
層
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

た
の
か
、
あ
る
い
は
規
定
を
う
け
た
か
が
ま
ず
問
わ
れ
よ
う
。
し
か

し
ほ
と
ん
ど
研
究
蓄
積
の
な
い
現
在
で
は
、
筆
者
の
能
力
を
も
っ
て

し
て
は
こ
の
点
で
大
ま
か
な
見
通
し
さ
え
た
て
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
一
で
は
中
世
か
ら
近
世
へ
の
都
市
賎
民
の

変
化
、
社
会
的
編
成
の
要
点
は
考
察
の
外
に
お
か
れ
て
い
ろ
。
今
後

の
課
題
で
あ
る
。

七
○
年
代
の
部
落
史
研
究
は
皮
多
集
落
を
支
配
関
係
の
視
点
か

紬
に
立
入
ら
な
い
が
、
や
は
り
こ
こ
で
も
「
芝
辻
之
穣
多
」
（
「
奈

良
県
同
和
事
業
史
』
四
四
一
頁
）
を
始
め
奈
良
北
・
南
都
七
郷
の
河

原
者
達
が
立
合
い
、
特
に
東
之
坂
の
者
は
断
頭
・
晒
し
、
見
物
銭
の

徴
収
な
ど
に
関
わ
っ
て
い
た
。
近
世
に
入
っ
て
も
大
和
国
に
お
け
る

興
福
寺
の
特
殊
な
事
情
か
ら
大
垣
廻
し
は
寛
永
後
期
ま
で
行
な
わ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
以
後
司
法
権
力
は
奈
良
奉
行
所
に
集
中
さ
れ
、
最

後
的
に
は
享
保
期
に
大
垣
成
敗
は
全
廃
さ
れ
た
。

５
小
括

認
『
ｊ
笥
刈
１
９
『
１
４
コ
罫
４
コ
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ら
、
｜
村
立
・
枝
郷
・
付
属
皮
多
（
村
崎
信
夫
「
皮
多
村
村
方
騒
動

の
構
造
と
展
開
」
「
近
世
部
落
史
の
研
究
」
下
巻
、
一
○
七
頁
）
と

い
う
村
落
類
型
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
研
究
を
大
幅
に
前

進
さ
せ
た
。
け
れ
ど
も
始
め
に
指
摘
し
た
如
く
、
社
会
的
区
別
で
も

あ
り
、
同
時
に
体
制
的
区
別
で
も
あ
る
町
と
在
、
都
市
と
農
村
と
い

う
視
角
か
ら
の
研
究
は
等
閑
に
置
か
れ
た
。
そ
れ
は
こ
の
問
題
を
ど

こ
か
ら
切
り
込
ん
で
い
い
か
と
い
う
方
法
視
角
、
そ
う
い
う
区
別
を

し
て
み
る
こ
と
の
意
味
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
本
稿
の
課
題
意
識
は
端
的
に
い
え
ば
右
の
二
点
を
明
ら
か
に
し

て
い
こ
う
と
い
う
点
に
存
し
た
。

そ
こ
で
法
的
、
タ
テ
マ
エ
的
理
念
か
ら
す
れ
ば
存
在
し
な
い
都
市

皮
田
集
落
が
、
歴
史
実
態
的
、
機
能
的
視
角
か
ら
こ
れ
ま
で
知
ら
れ

て
い
る
諸
史
料
を
再
検
討
し
て
み
る
な
ら
ば
大
き
な
矛
盾
が
副
扶
で

き
る
こ
と
、
つ
ま
り
現
実
に
は
そ
れ
な
り
に
多
様
で
幅
を
も
っ
た
賎

民
制
が
在
地
で
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
明
し
て
き
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
川
町
組
と
同
一
の
支
配
系
列
、
回
土
地
負
担
、
所

有
形
態
、
ｈ
共
同
体
役
職
の
一
一
一
点
を
仮
設
的
指
標
と
し
て
ひ
と
ま

ず
と
り
出
し
、
そ
れ
ら
に
適
応
す
る
皮
田
集
落
を
皮
田
町
と
規
定
し

て
、
皮
田
町
の
独
自
の
、
皮
多
村
と
異
な
る
役
負
担
を
追
及
し
た
。

３
と
４
の
検
討
に
よ
っ
て
ひ
と
ま
ず
皮
田
町
の
基
本
的
役
負
担
が
下

級
行
刑
、
あ
る
い
は
警
察
役
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
換

言
す
る
な
ら
ば
皮
多
集
落
の
一
定
部
分
が
、
全
国
的
に
も
畿
内
近
国

書
が
か
な
り
以
前
か
ら
知
ら
れ
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
本
格
的
な
分
析
が

な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
七
○
年
代
に
入
っ
て
峯
岸
資
太
郎
「
幕
藩

制
的
賎
民
身
分
の
成
立
」
『
歴
史
評
論
』
’
九
七
五
年
二
月
、
七
六

年
一
月
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
た
。
本
稿
も
そ
れ
を
参
照
し
た
ｐ
な
お

『
兵
庫
の
部
落
史
』
九
九
頁
以
下
参
照

（
９
）
同
右
「
定
置
皮
作
商
買
ノ
事
」
天
文
一
八
年
峯
岸
は
こ
の
条
を
頭

注
に
従
っ
て
彼
ら
二
人
以
外
の
者
の
皮
商
売
の
禁
と
夏
解
し
て
い
る
が

こ
の
文
書
が
ま
さ
し
く
彼
ら
二
人
に
「
堅
ク
申
付
ル
可
ク
」
出
さ
れ
た

こ
と
、
後
段
の
商
売
差
留
の
点
か
ら
み
て
、
こ
れ
は
皮
作
そ
の
も
の
の

直
接
的
生
業
統
制
と
考
え
る
。

（
、
）
佐
脇
栄
智
「
後
北
条
氏
の
職
人
衆
へ
の
課
役
に
つ
い
て
」
『
日
本
歴

史
」
一
九
七
九
・
三
叱
刑

（
ｕ
）
東
ノ
坂
町
文
書
天
理
図
書
館
蔵
、
『
奈
良
県
同
和
事
業
史
』
に
史

料
と
共
に
浅
野
安
隆
の
分
析
が
あ
る
。

（
、
）
拙
稿
二
七
世
紀
前
期
西
摂
の
皮
田
村
貴
地
域
史
研
究
』
九
巻
一
号

（
⑬
）
「
撮
要
録
」
以
下
の
論
争
に
つ
い
て
は
『
史
的
研
究
』
所
収
の
柴
田

論
文
『
部
落
問
題
Ｉ
調
査
と
研
究
Ｉ
』
叱
町
、
班
の
人
見
、
大
森
論
文

（
Ⅲ
）
旧
幕
引
継
文
書
「
非
人
頭
仮
牢
番
非
人
内
借
願
」
に
よ
る
と
、
善
七

は
町
奉
行
所
よ
り
の
役
と
し
て
瘤
御
用
や
川
々
不
浄
物
の
改
め
を
非
人

役
と
し
な
が
ら
仕
置
役
を
弾
左
衛
門
か
ら
命
じ
ら
れ
て
人
足
を
出
し
て

い
る
と
、
厳
密
に
区
別
し
て
い
ろ
。
事
実
享
保
一
○
年
の
弾
の
「
御
役

目
相
勤
候
覚
」
に
よ
る
と
、
捜
査
検
挙
と
共
に
処
刑
役
を
挙
げ
て
い

る
。
三
好
伊
平
次
『
同
和
問
題
の
歴
史
的
研
究
』
’
’
’
四
五
頁

（
翌
「
乍
恐
諸
事
〔
〕
上
」
釘
貫
家
文
書
な
お
延
宝
六
年
文
書
に

に
お
い
て
も
共
通
の
役
負
担
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
皮
田
町
と
い

う
仮
設
が
一
つ
の
検
証
を
う
け
た
と
い
う
こ
と
、
か
か
る
概
念
規
定

が
成
立
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

皮
田
町
の
役
負
担
を
右
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
改
め
て
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
い
く
つ
か
あ
る
。
章
を
改
め
て
こ
れ

を
見
よ
う
。

（
１
）
脇
田
修
「
近
世
都
市
の
建
設
と
豪
商
」
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
６

一
七
一
頁

（
２
）
「
役
人
村
由
緒
書
」
（
『
摂
津
役
人
村
文
書
』
所
収
）
は
五
カ
所
と

伝
え
る
が
、
中
西
義
雄
「
都
市
部
落
の
生
成
と
展
開
」
（
『
部
落
問
題

研
究
』
比
４
）
は
そ
の
他
に
船
場
を
加
え
て
い
る
。

（
３
）
「
古
来
よ
り
新
建
家
目
論
見
一
件
」
成
舞
家
文
書
内
田
九
州
男

「
近
世
非
人
論
」
（
「
部
落
史
の
研
究
』
所
収
一
一
二
一
一
頁
）
よ
り
重
引

（
４
）
「
雑
色
要
録
」
以
下
京
都
に
つ
い
て
は
他
に
『
諸
式
留
帳
』
な
ど
の

史
料
に
よ
る
。
辻
論
文
を
参
照
し
た
。

（
５
）
荒
井
貢
次
郎
「
都
市
部
落
の
近
代
的
変
容
過
程
」
『
部
落
問
題
研

究
』
腕
９

（
６
）
以
上
は
原
田
伴
彦
『
日
本
封
建
都
市
研
究
』
に
よ
っ
た
。
信
濃
の
上

田
・
松
本
城
下
で
も
同
様
な
こ
と
が
万
羽
正
朋
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。

（
７
）
豊
田
武
『
日
本
の
封
建
都
市
』
岩
波
全
書

（
８
）
七
条
文
書
『
静
岡
県
史
料
」
第
三
輯
大
永
六
年
今
川
氏
親
朱
印

状
。
な
お
今
川
、
後
北
条
領
で
の
か
わ
た
統
制
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
文

よ
る
と
、
堀
掃
除
や
家
中
当
町
の
非
人
死
体
の
取
捨
な
ど
役
儀
は
相
当

に
拡
大
す
る
。

（
略
）
「
風
呂
谷
・
糸
木
両
村
穣
多
共
引
請
斗
方
一
件
日
記
抜
書
」
武
田
忠

孝
家
文
書

（
Ⅳ
）
万
羽
正
朋
「
『
部
落
』
の
形
成
に
関
す
る
考
察
」
『
信
濃
』
ｎ
巻
５

号
一
四
頁
以
下

補
注
２
『
研
究
』
所
収
論
文
な
ら
び
に
近
刊
の
『
部
落
の
歴
史
、
近
畿
篇
』

（
部
落
問
題
研
究
所
刊
一
九
八
二
・
｜
刊
）
の
京
都
部
分
で
も
脇
田
は
繰

返
し
「
京
都
の
都
市
部
落
に
つ
い
て
は
か
わ
た
の
名
を
今
の
と
こ
ろ
発
見

し
て
い
な
い
。
…
…
皮
革
職
人
と
し
て
の
か
わ
た
編
成
が
貫
徹
し
な
か
っ

た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」
（
二
六
頁
）
と
し
て
い
る
。
ま
ず

何
よ
り
も
事
実
認
識
に
お
い
て
正
確
を
欠
く
。
周
知
の
『
雑
色
要
録
』
に

板
倉
周
防
守
代
の
寅
七
月
朔
日
「
護
て
言
上
仕
侯
」
文
書
に
は
「
一
一
一
條
あ

ま
へ
皮
田
村
云
々
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
『
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
（
一
一
一

一
書
房
）
本
は
。
を
子
力
と
す
る
が
ヲ
は
寅
の
こ
と
で
あ
る
。
右
の
史
料

は
余
部
文
書
に
は
な
い
が
右
文
書
の
存
在
は
語
っ
て
い
る
（
『
集
成
』

二
五
巻
一
二
四
頁
）
か
ら
信
ぴ
ょ
う
性
の
あ
る
史
料
と
し
て
い
い
で
あ
る

一
つ
。



…
！
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近
世
へ
の
移
行
に
あ
た
っ
て
、
都
市
の
自
由
や
商
工
業
の
ギ
ル

ド
、
流
通
掌
握
を
認
知
し
、
関
税
や
営
業
税
を
徴
収
す
る
方
向
で
、

封
建
制
を
再
編
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
方
向
も
論
理

的
に
は
存
在
し
た
。
し
か
し
、
事
態
は
、
そ
の
道
に
ふ
み
込
ま
な
い

で
商
工
業
者
、
都
市
を
権
力
の
従
属
下
に
置
く
と
い
う
、
き
わ
め
て

特
殊
日
本
的
な
道
に
立
入
ら
せ
た
。

そ
の
結
果
、
都
市
民
は
強
い
人
身
的
「
隷
属
」
の
代
償
と
し
て
都

市
特
権
を
得
、
権
力
は
当
該
社
会
の
政
治
的
、
経
済
的
中
枢
を
手
中

に
握
っ
た
。
か
か
る
国
家
体
制
の
特
質
は
日
本
近
世
社
会
に
重
大
な

性
格
を
刻
印
し
た
。
都
市
の
民
衆
闘
争
は
ふ
る
わ
す
、
し
た
が
っ
て

体
系
的
な
革
命
思
想
は
構
築
さ
れ
ず
、
都
市
と
農
村
の
共
同
闘
争
の

環
は
脆
弱
で
、
農
民
闘
争
は
結
局
一
摸
に
終
始
し
た
。
そ
れ
ら
の
こ

と
は
、
つ
ま
り
日
本
の
近
代
へ
の
道
程
に
あ
る
規
定
を
付
与
し
た
と

い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

本
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
皮
田
町
の
基
本
的
役
負

担
と
し
て
の
治
安
末
端
業
務
に
つ
い
て
さ
ら
に
追
及
し
て
み
よ
う
。

近
世
中
後
期
に
至
る
と
、
藩
は
領
内
全
体
の
皮
多
を
下
級
行
刑
、

末
端
警
察
役
に
使
役
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
点
は
各
地
で

基
礎
に
は
し
た
が
、
新
た
に
創
出
さ
れ
た
町
で
あ
り
、
初
期
に
は
京

都
と
な
ら
ん
で
、
つ
い
で
江
戸
を
加
え
た
一
一
一
大
都
市
と
な
る
が
、
経

済
的
に
は
「
天
下
の
台
所
」
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は

織
田
政
権
に
よ
る
皮
田
町
の
設
定
は
問
題
に
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で

も
や
は
り
豊
臣
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
由
緒
書
」
や
『
大

坂
濫
膓
書
一
件
』
等
に
よ
る
と
ま
ず
彼
ら
は
天
正
一
二
年
（
一
五
八

四
）
頃
大
坂
城
普
請
の
た
め
に
分
散
移
転
を
命
じ
ら
れ
、
つ
い
で
慶

長
期
に
坐
摩
神
社
附
近
の
地
に
集
住
さ
せ
ら
れ
断
罪
役
を
負
っ
た
。

こ
の
点
は
既
に
明
ら
か
に
し
た
が
、
こ
の
慶
長
期
が
何
時
で
あ
る
か

が
こ
の
場
合
問
題
で
あ
る
。

確
実
な
年
月
を
明
示
す
る
史
料
は
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
考
え
た

い
。
徳
川
が
大
坂
を
掌
握
す
る
の
は
大
坂
の
陣
後
で
あ
り
、
そ
れ
ま

で
は
豊
臣
氏
の
支
配
に
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
天
下
は
徳
川
の
も
の
で

あ
り
、
秀
頼
は
臣
従
の
礼
を
と
ら
な
い
と
は
い
え
、
｜
大
名
に
す
ぎ

な
か
っ
た
か
ら
、
右
の
例
を
根
拠
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
寛
永

、
、
、
、

｜
｜
年
（
’
六
一
一
一
四
）
家
光
が
「
往
古
の
通
断
罪
役
」
（
「
役
人
村

由
来
書
」
傍
点
引
用
者
）
を
命
じ
た
の
も
、
そ
れ
が
前
政
権
の
役
儀

で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ろ
。
皮
田
と
な
ら
ぶ
非
人
制

度
に
つ
い
て
も
大
坂
で
は
文
禄
一
一
一
年
（
’
五
九
四
）
に
四
カ
所
垣
外

（
２
）
 

制
の
，
内
、
天
王
寺
長
吏
制
が
敷
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
渡
辺
村
の
最

（
４
）
．
 

古
の
．
｜
寺
徳
浄
寺
の
開
基
は
慶
長
四
已
亥
年
と
書
上
げ
ら
れ
て
い
る

（
寺
の
開
基
は
一
般
に
史
料
価
値
が
低
い
）
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、

二
都
市
賎
民
制
の
特
質

１
役
設
定
の
時
期

明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
皮
田
町
の
役
の
設
定
が
織

田
、
豊
臣
、
初
期
徳
川
の
い
ず
れ
の
時
期
に
な
さ
れ
た
か
を
問
題
に

し
た
い
。

中
世
自
治
都
市
の
典
型
と
さ
れ
る
堺
は
、
永
禄
一
二
年
（
一
五
六

九
）
信
長
の
矢
銭
要
求
に
屈
し
、
つ
い
で
代
官
を
配
置
さ
れ
た
。
し

か
し
、
堺
の
支
配
が
確
定
し
、
近
世
的
編
成
を
う
け
る
の
は
豊
臣
期

に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
て
塩
穴
皮
田
町
が
、
下
級
行

刑
役
を
課
せ
ら
れ
た
こ
と
が
史
料
的
に
確
認
さ
れ
る
の
は
文
禄
四
年

二
五
九
五
）
で
あ
る
。

除
地
之
分

一
弐
反
弐
畝
弐
拾
歩
詑
罐
耐

え
た
屋
敷

（
マ
マ
）

是
ハ
文
録
四
年
石
田
杢
之
介
検
地
二
も
除
来
侯
二
付
、
往
古
之

（
１
）
 

通
除
之

さ
て
こ
の
除
地
と
下
級
行
刑
は
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
。
先
に
も

引
用
し
た
「
御
手
鑑
』
は
こ
の
除
地
が
役
儀
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
、
そ
の
後
皮
田
町
の
逼
塞
で
、
願
い
に
よ
り
役
は
免
ぜ
ら

（
３
）
 

れ
て
四
カ
所
非
人
が
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
一
二
》
保
八

、
、
、

年
か
ら
再
び
皮
田
町
の
役
務
に
な
り
、
仕
置
者
が
一
の
る
時
「
近
国
之

、

通
古
格
ヲ
以
」
（
傍
点
引
用
者
）
て
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
ろ
。

大
坂
は
豊
臣
政
権
に
よ
っ
て
、
周
辺
市
町
の
一
定
の
経
済
発
展
を

本
稿
で
は
渡
辺
村
の
断
罪
役
賦
課
を
豊
臣
期
と
し
て
お
き
た
い
。

次
に
京
都
を
見
よ
う
。
こ
こ
で
は
一
つ
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
問
題
が
あ
る
。
が
そ
れ
を
後
に
ま
わ
し
て
結
論
か
ら
述
べ
れ
ば

天
正
期
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
ず
「
天
部
村
由
緒
ノ
事
」
（
『
雑
色
要

録
」
）
に
は
天
正
一
五
年
（
一
五
一
八
七
）
よ
り
屋
敷
地
を
与
え
ら
れ

て
「
御
成
敗
御
用
一
式
、
二
条
御
城
内
御
掃
除
役
且
禁
裏
御
庭
御

掃
除
小
法
師
役
等
」
を
改
め
て
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
れ
ら
は
残

さ
れ
た
文
書
（
天
文
一
一
一
一
１
慶
長
二
年
ま
で
の
八
通
）
に
よ
っ
て

ほ
ぼ
裏
付
け
ら
れ
る
。
一
で
述
べ
た
よ
う
に
一
定
の
地
所
を
有
し
な

が
ら
村
高
二
石
余
と
い
わ
れ
る
の
は
、
全
体
に
除
地
・
免
除
地
部
分

が
大
き
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

天
部
と
な
ら
ん
で
下
級
行
刑
役
を
勤
め
た
と
思
わ
れ
る
六
条
村
の

場
合
も
、
直
接
的
史
料
を
欠
く
が
、
や
は
り
同
じ
時
期
で
は
な
い
か

と
見
ら
れ
る
。
天
正
一
八
年
の
前
田
玄
以
の
墨
付
が
、
天
部
。
六
条

「
両
郷
の
者
中
」
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
点
や
、
寛
文
三
年
（
一
六
六

三
）
の
六
条
河
原
へ
の
移
転
で
「
御
給
田
地
」
を
与
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
「
切
懸
け
番
等
其
外
、
御
役
儀
相
勤
申
」
（
「
諸
式
留
帳
」

六
頁
）
絵
田
地
で
あ
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
替
地
で
は
な
か
っ
た
か
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
中
央
都
市
に
あ
っ
て
は
、
皮
田
町
は

豊
臣
政
権
期
に
、
近
世
的
編
成
を
う
け
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
中

世
河
原
者
と
行
刑
と
の
関
わ
り
は
深
く
、
天
正
六
年
一
二
月
、
摂
津

雲
参
・
蕊
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な
ぜ
こ
の
よ
う
な
区
別
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
、
皮
多

と
非
人
と
の
関
係
は
、
②
の
江
戸
を
基
準
に
し
た
た
め
当
然
と
さ

れ
、
両
者
の
関
係
を
改
め
て
分
析
し
た
研
究
は
な
か
っ
た
が
、
近
年

に
な
っ
て
い
く
つ
か
の
立
入
っ
た
検
討
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
江
っ

（
９
）
 

て
い
る
。
皮
多
頭
に
よ
る
非
人
支
配
に
は
い
く
つ
か
の
型
が
見
ら
れ

る
が
、
一
般
に
、

穣
多
頭
Ｉ
非
人
頭
ｌ
小
頭
ｌ
非
人
（
小
屋
非
人
）

非
人
頭
を
通
し
て
の
統
制
で
あ
っ
た
。
そ
の
統
制
を
可
能
に
し
え
た

の
は
、
非
人
は
乞
食
の
み
を
生
業
と
す
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
乞
食
の
縄
張
り
は
、
皮
田
の
「
勧
進
場
」
で
あ
り
、
権
利

に
属
し
て
い
た
た
め
に
、
こ
の
権
利
を
軸
に
統
制
（
生
殺
与
奪
の
権

利
）
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
京
や
大
坂
・
大
和
な
ど
の
畿
内
で
は
、
社

会
的
分
業
の
一
定
度
の
進
展
で
勧
進
権
は
旦
那
場
権
と
分
離
し
て
非

人
長
吏
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
①
②
の
区
別
を

制
生
じ
さ
せ
た
根
本
の
原
因
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
主
に
①
の
地
帯
で

雛
は
、
非
人
統
制
を
に
な
う
非
人
頭
や
長
吏
が
「
中
世
来
の
由
緒
正
し

と
き
非
人
」
で
あ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
京
都
悲
田
院
に
あ
っ
て

雛
は
、
そ
の
よ
う
な
系
譜
・
伝
統
（
あ
る
い
は
長
吏
権
限
）
を
有
す
る

祁
者
と
し
て
「
与
次
郎
」
が
措
定
さ
れ
た
。
そ
も
そ
も
長
吏
と
い
う
語

螂
自
体
が
中
世
非
人
集
団
の
長
の
名
称
で
あ
っ
た
。
い
ま
だ
権
利
は
人

近
格
と
不
可
分
難
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

乃
諸
賎
民
中
世
非
人
の
分
化
の
過
程
が
皮
田
と
諸
賎
民
と
の
関
係

有
岡
城
の
荒
木
村
重
の
妻
子
ら
の
六
条
河
原
で
の
処
刑
に
河
原
者
・

青
屋
数
百
人
が
使
わ
れ
て
い
る
例
を
は
じ
め
、
そ
の
事
例
は
多
い
。（６
）
 

塀
、
西
盲
自
で
も
穣
多
は
牢
番
、
処
刑
役
に
使
役
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
ら
が
、
除
地
等
の
一
定
の
保
護
を
受
け
、
人
別
改
め
の
上
で
役

負
担
を
課
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

地
方
都
市
に
目
を
移
そ
う
。
そ
こ
で
は
、
き
わ
め
て
大
き
な
偏
差

を
も
っ
た
。
こ
れ
ら
地
方
の
都
市
政
策
の
本
格
的
展
開
は
、
徳
川
期

に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
早
い
例
と
し
て
は
、
慶
長

五
年
（
一
六
○
○
）
福
島
正
則
が
団
左
衛
門
を
宮
島
市
の
「
盗
賊
召

捕
」
・
番
役
を
命
じ
た
例
が
伝
承
と
し
て
あ
る
が
、
ま
ず
畿
内
周
辺

か
ら
見
よ
う
。

紀
州
岡
島
村
は
、
役
人
村
と
し
て
天
正
一
三
年
（
’
五
八
五
）
羽

柴
秀
吉
か
ら
当
七
郡
（
実
際
は
ロ
ー
郡
）
の
あ
お
や
の
頭
を
命
ぜ
ら

れ
、
｜
町
五
反
の
屋
敷
地
を
宛
行
わ
れ
て
、
牢
番
役
等
を
負
っ
た
。

そ
れ
以
外
で
は
畿
内
近
国
で
近
世
初
頭
の
実
態
を
示
す
史
料
は
得
ら

れ
な
い
。
摂
津
風
呂
谷
の
場
合
除
地
で
は
な
か
っ
た
が
売
買
を
禁

止
、
あ
る
い
は
強
く
規
制
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
元
禄
期
ま
で
住
人
の

す
べ
て
が
屋
敷
所
持
で
あ
っ
た
。
中
期
に
借
家
層
の
な
い
こ
と
は
不

自
然
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
か
ら
お
そ
ら
く
近
世
初
頭
に
権
力
的
に
屋

敷
地
を
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

地
方
領
国
都
市
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
備
前
、
芸
州
、
信
州
の

（
８
）
 

例
が
あ
る
。
そ
れ
ら
も
早
く
は
埠
二
臣
期
の
も
の
で
あ
る
。

皮
田
町
を
都
市
治
安
の
一
環
と
し
て
設
定
す
る
な
ら
、
次
に
改
め

て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
賎
民
制
の
構
造
と
の
関
わ

り
、
す
な
わ
ち
、
皮
田
町
に
よ
る
領
内
皮
田
・
皮
田
村
の
支
配
が
ど

う
な
っ
て
い
た
の
か
、
さ
ら
に
主
と
し
て
都
市
に
滞
留
し
た
諸
賎
民

ｌ
夙
、
青
屋
、
非
人
、
地
方
的
な
藤
内
、
茶
笑
、
さ
さ
ら
ｌ
に
対
し

て
、
町
皮
田
が
統
制
を
加
え
た
の
か
否
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
は
単
純
で
は
な
く
、
と
く
に
地

域
的
差
異
が
大
き
か
っ
た
。

ま
ず
後
者
か
ら
検
討
し
よ
う
。

非
人
①
町
皮
田
、
あ
る
い
は
そ
の
長
で
あ
る
稔
多
頭
の
下
に
統

制
さ
れ
な
い
で
、
ま
っ
た
く
別
系
列
の
支
配
を
町
奉
行
所
等
か
ら
う

け
た
地
帯
１
京
、
大
坂
、
塀
の
中
央
都
市
や
周
辺
の
平
野
、
兵
庫
津

な
ど
。

②
町
皮
田
や
頭
の
支
配
・
統
制
の
下
に
置
か
れ
た
地
帯
Ｉ
江
戸
の

中
央
都
市
と
史
料
で
確
認
さ
れ
る
限
り
で
は
紀
州
、
備
前
、
広
島
、

長
州
、
信
濃
、
東
北
諸
藩
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
皮
田
町
の
設
定
と
、
下
級
行
刑
・

末
端
警
察
役
賦
課
の
基
本
は
豊
臣
期
に
都
市
政
策
の
一
環
と
し
て
成

立
を
み
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
の
点
で
も
徳
川
政
権
は
豊
臣
期
の

賎
民
政
策
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
る
。

の
一
面
を
規
定
し
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
単
純
化
す
れ
ば
、
非
人

の
分
化
は
貴
賎
ｌ
不
浄
の
両
極
と
、
権
力
支
配
か
ら
の
距
離
の
二
つ

を
基
準
に
進
行
し
た
。
つ
ま
り
不
浄
の
極
に
穣
多
。
河
原
者
（
こ
の

対
極
に
散
所
・
唱
門
師
）
が
位
置
し
、
彼
ら
は
諸
権
利
と
結
び
つ
き

を
強
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
い
権
力
支
配
を
う
け
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
彼
ら
は
、
他
賎
民
の
支
配
を
も
行
な
っ
て
い
た
。
河

原
者
た
ち
か
ら
の
諸
賎
民
の
離
脱
の
動
き
が
長
く
続
い
て
い
く
の
で

あ
る
。
両
者
の
関
係
は
、
一
部
は
近
世
に
ま
で
も
ち
込
ま
れ
た
。

兵
庫
津
、
大
和
、
播
磨
に
見
ら
れ
た
皮
田
支
配
の
夙
、
雑
芸
能
人

に
対
す
る
皮
田
あ
る
い
は
非
人
の
支
配
（
特
殊
に
は
金
沢
の
藤
内
に

よ
る
非
人
支
配
）
な
ど
も
右
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
一
定
の
説
明

を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
地
域
や
藩
領
の
特

殊
性
を
も
ち
な
が
ら
も
、
町
皮
田
に
よ
る
領
内
諸
賎
民
の
支
配
・
統

制
は
原
理
上
必
要
と
さ
れ
、
可
能
な
限
り
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

領
内
皮
多
次
に
町
皮
田
に
よ
る
領
内
皮
田
の
支
配
に
つ
い
て
検

討
し
よ
う
。
領
内
に
頭
が
置
か
れ
た
藩
領
で
は
そ
の
支
配
の
強
弱
を

問
わ
な
い
と
す
れ
ば
、
領
内
皮
田
支
配
は
役
負
担
を
通
し
て
な
さ
れ

（
、
）

て
い
ろ
。
二
」
の
内
実
の
解
明
は
、
弾
左
衛
門
以
外
ま
っ
た
く
な
さ
れ

て
い
ず
、
頭
の
支
配
内
容
や
収
支
は
わ
か
ら
な
い
が
、
頭
支
配
が
皮

革
上
納
（
前
章
３
節
）
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
皮
革
業
の

独
占
が
な
さ
れ
て
、
い
わ
ば
頭
に
よ
る
領
内
皮
田
の
経
済
的
収
奪
が

生
じ
て
い
た
こ
と
は
知
り
う
る
。
信
州
で
は
文
政
期
に
上
田
藩
、
松

２
領
内
皮
田
支
配
と
諸
賎
民
統
制
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近
世
後
期
に
、
各
地
で
下
級
行
刑
役
負
担
拒
否
、
あ
る
い
は
、
負

担
軽
減
、
さ
ら
に
役
撤
廃
の
要
求
や
運
動
が
起
こ
っ
て
く
る
が
、

そ
こ
に
彼
ら
皮
田
の
意
識
の
成
長
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と

同
時
に
こ
の
負
担
は
実
際
に
過
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
表
１
は
宝
永

五
年
以
前
下
村
家
が
、
各
村
に
課
し
た
二
条
城
掃
除
役
の
負
担
一
覧

で
あ
る
が
、
｜
ヵ
年
の
総
人
足
数
は
三
八
七
○
人
、
一
人
一
匁
五
分

の
賃
負
担
と
し
て
お
よ
そ
一
○
○
両
の
役
負
担
に
の
ぼ
っ
た
。
宝
永

七
年
か
ら
は
五
ヵ
村
の
下
で
牢
屋
外
番
が
課
せ
ら
れ
る
が
、
昼
夜
番

一
○
人
で
一
一
一
六
○
○
人
役
、
こ
の
昼
夜
番
を
一
一
一
人
役
と
す
れ
ば
実
に

一
万
八
○
○
人
役
の
負
担
と
な
り
、
そ
の
他
に
断
罪
、
獄
門
番
な
ど

の
諸
役
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
負
担
は
は
か
り
が
た
い
も
の

で
あ
っ
た
。

頭
地
帯
で
は
、
頭
へ
の
抵
抗
、
頭
制
撤
廃
運
動
と
し
て
起
こ
っ
て

（
、
）

く
る
。
上
田
領
の
文
化
一
二
年
の
「
覚
」
に
よ
る
と
、
牢
番
だ
け
で
通

い
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
を
は
じ
め
と
し
た
諸
国
で
は
、

そ
う
し
た
方
式
が
原
理
的
に
採
用
さ
れ
た
。
畿
内
で
は
、
非
人
に
対

し
て
は
非
人
頭
に
よ
る
、
皮
田
に
対
し
て
は
近
隣
一
般
村
に
よ
る
支

配
体
制
が
基
本
的
人
身
支
配
の
方
式
と
し
て
採
ら
れ
た
。
皮
田
の
場

合
、
共
同
体
か
ら
独
立
し
つ
つ
あ
る
者
達
へ
の
有
効
な
権
力
的
対
応

は
、
そ
れ
以
外
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。

本
藩
で
皮
革
取
引
の
自
由
を
要
求
す
る
頭
へ
の
運
動
が
起
こ
っ
て
い

る
か
ら
で
、
そ
の
よ
う
な
例
は
紀
州
で
も
報
告
さ
れ
て
い
ろ
。
牢
番

役
な
ど
の
窓
意
的
賦
課
も
含
め
て
、
役
を
テ
コ
に
し
た
支
配
・
収
奪

は
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
支
配
を
支
え
て
い
た
も
の
は
弾

な
ど
の
頭
が
領
内
皮
多
に
割
り
ふ
っ
た
旦
那
場
支
配
権
限
で
あ
っ

た
。
旦
那
場
権
の
分
与
権
こ
そ
は
村
皮
田
、
諸
賎
民
、
非
人
層
へ
の

頭
の
支
配
根
拠
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
幕
藩
賎
民
制
の
支
配
原

理
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
は
、
頭
支
配
を
と
っ
て
い
な
い
畿
内
近
国
で
も
、
基
本
的

に
は
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ろ
。
た
だ
こ
の
地
帯
で
は
詠
各
皮
多

村
の
自
律
性
が
強
く
、
直
接
的
、
悪
意
的
な
支
配
・
収
奪
は
困
難
で

あ
っ
た
と
見
う
る
が
、
原
理
上
は
可
能
な
し
く
み
が
成
立
し
て
い

た
。
ま
ず
町
皮
田
の
高
い
経
済
力
で
あ
り
、
二
つ
に
は
町
皮
田
が
領

内
皮
田
に
割
り
ふ
っ
た
役
負
担
や
負
担
金
に
よ
っ
て
て
あ
る
。
京
都

で
の
負
担
金
（
代
銀
納
）
は
見
た
通
り
で
あ
る
が
、
領
内
皮
田
に
負

担
役
や
、
負
担
金
を
割
り
ふ
る
動
向
は
、
中
後
期
に
一
般
的
に
な
っ

て
い
ろ
。
肥
後
藩
で
は
、
宝
暦
四
年
に
一
電
に
付
五
匁
宛
の
出
銀
が

は
か
ら
れ
る
し
、
篠
山
藩
で
も
享
保
一
七
年
草
場
持
ち
の
皮
多
に
下

級
行
刑
負
担
が
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

畿
内
の
よ
う
に
中
世
末
に
、
一
定
度
の
分
業
の
発
展
が
み
ら
れ
、

賎
民
身
分
制
の
展
開
が
な
さ
れ
た
地
帯
で
は
、
町
皮
田
に
よ
る
領
内

諸
賎
民
、
皮
田
層
へ
の
行
政
的
、
司
法
的
支
配
は
貫
徹
し
た
と
は
い

３
役
負
担
と
地
子
免
除

二条城掃除負担村々（年不詳）表１表２弾左衛門役所の収入 (金：両）

常
一
一
人
で
こ
夜
、
牢
人
が
あ
る
場
合
、
加
番
、
夜
番
で
四
人
、
獄
門

番
一
四
人
、
そ
の
他
御
用
が
あ
り
一
カ
年
の
実
際
の
人
数
は
明
ら
か

で
な
い
が
、
そ
の
負
担
増
で
文
化
年
間
小
前
層
の
闘
い
が
起
こ
る
こ

と
を
思
え
ば
、
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
よ
う
。
こ
の
よ

う
な
例
は
い
く
ら
で
も
挙
げ
え
よ
う
。

こ
う
し
た
役
負
担
に
対
す
る
代
償
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
一
方
的
な
負
担
二
種
の
貢
租
）
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

下
村
家
の
二
条
城
掃
除
役
で
は
、
下
村
家
は
一
○
九
石
の
田
地
の
知

行
を
う
け
た
が
、
表
１
の
村
々
は
、
ま
っ
た
く
の
負
担
で
あ
っ
た
と

戸数人数考負担村名 人足数 備
家別役銀（１軒２匁５ 分，． 職場年貢450 

天部村
六条村
川崎村
蓮台野
北小路
九条
野ロ
南内
かき上げ
中野
小島村
西代村
あかい村
瀧ケロ村
柳内村
北川原
東浦
西浦
摂津13か村
江近１３か村

山城８か村
青星

138 

180 

必

４６ 

２０ 

０
９
３
３
６
 

９
８
３
２
１
 

５
７
２
１
１
 

狐
刎
狐
側
伽
伽
側
皿
伽
剛
伽
、
訪
弱
６
６
加
狐
仙
如
必
Ⅱ
０
 

１
 

寛文４年から、延宝から18人増

六条村枝郷
六条村枝郷
六条村枝郷
蓮台野支配（宝永５）

安房上総、職場運上2５ 

在方上り場、皮代4262 

鯵 囲内草屋運上、馬爪運上1７ 

1４５８ 囲内草荷物、口銭42.12 

liIlJ 
囲内結髪床、水扱、湯屋、猿飼、

地代・上代

１
一
一
○
７
－
７
｛
○

７
０
（
。
？
】
１
《

７
８
７
２
２
 

１
 5４ 

計 (およその集計弘化年間）6３０．３２ 

山科
山科見

ら
れ
ろ
。
下
村

家
か
ら
手
当
て
が

な
さ
れ
た
形
跡
は

な
い
。
多
く
の
村

が
屋
敷
地
除
地
に

さ
れ
て
い
る
云
々

と
い
う
文
一
一
一
一
百
が
あ

が
る
、
こ
の
場
合

屋
敷
地
除
地
が
引

当
て
に
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
も

っ
と
も
摂
津
木
津

皮
田
村
の
場
合
、 （諸式留帳21頁）

註１．戸数人数は正徳５年
註２．北小路までを京都５力村九条を入れて６力村と呼んでいる
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お
そ
ら
く
文
禄
期
か
ら
除
地
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
か
ら
、
二
条

城
負
担
の
た
め
に
新
た
に
除
地
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
後
か
ら
つ

け
た
理
屈
と
し
か
思
え
な
い
が
、
屋
敷
地
除
地
の
代
償
に
役
を
勤
め

ろ
と
い
う
観
念
は
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

五
力
村
に
課
せ
ら
れ
た
断
罪
役
は
、
役
田
地
を
所
持
す
る
者
が
役

を
負
い
、
そ
こ
に
小
屋
掛
け
す
る
者
が
出
役
す
る
と
い
う
形
を
と
っ

て
い
た
。
こ
れ
ら
の
住
人
の
地
子
負
担
の
有
無
は
不
明
だ
が
、
役
負

担
に
み
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

塀
の
場
合
も
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
屋
敷
地
除
地
と
役
が
一
体
で

あ
っ
た
。
大
坂
渡
辺
村
の
場
合
も
屋
敷
地
除
地
と
役
が
不
可
分
江
も

の
と
し
て
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
「
由
来
書
」
で
は
慶
長
前
期
の
断

罪
御
用
は
年
寄
に
苗
字
、
帯
刀
を
許
し
三
人
扶
持
御
免
で
勤
め
さ
せ
、

免
地
は
元
和
六
’
七
年
の
大
坂
の
再
ス
タ
ー
ト
の
時
と
い
う
の
で
検

討
の
余
地
は
あ
る
も
の
の
、
お
そ
ら
く
慶
長
期
に
あ
っ
て
も
役
地
が

あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
ろ
。
こ
こ
で
も
「
首
討
役
人
…
を
右
の
除

地
に
差
置
遣
」
（
役
人
村
文
書
一
一
一
一
版
三
七
○
頁
）
す
と
い
う
方
法

が
と
ら
れ
て
い
た
。
特
殊
な
地
域
で
あ
る
東
ノ
坂
町
で
も
「
慶
長
十

八
年
癸
丑
年
御
公
儀
様
よ
り
右
地
子
米
御
免
許
」
（
文
政
一
二
年
「

内
々
就
御
尋
申
上
候
」
）
と
あ
っ
て
、
屋
敷
除
地
を
う
け
て
い
る
。

紀
州
岡
島
の
場
合
も
、
一
町
五
反
の
役
地
が
与
え
ら
れ
た
。
大
和

東
之
坂
の
「
か
わ
た
」
役
は
、
興
福
寺
と
の
関
係
で
下
級
行
刑
で
は

（
、
）

な
か
っ
た
が
、
「
か
わ
た
」
役
と
屋
敷
地
と
は
一
体
で
｝
の
っ
た
。

っ
て
も
引
き
つ
が
れ
、
下
級
行
刑
、
皮
革
統
制
、
郡
中
皮
田
、
非
人

（
皿
）

支
配
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
や
は
り
こ
こ
で
も
知
行
と
辻
〈
に
屋
敷
地
が
宛

行
わ
れ
て
い
る
の
を
知
る
。

長
州
藩
で
は
謹
慎
を
解
か
れ
、
慶
長
九
年
山
□
の
町
に
仮
寓
し
た

毛
利
輝
元
は
、
皮
屋
一
八
軒
を
屋
敷
、
畑
地
を
与
え
て
移
転
し
郷
中

夜
廻
り
を
命
じ
た
。

今
度
於
山
口
垣
之
内
二
御
断
申
屋
敷
井
皇
代
四
拾
壱
枚
已
来
共
一
一

御
除
被
遣
御
公
儀
郷
中
夜
廻
役
馳
走
可
仕
所
如
件（
軍
）

相
嶋
作
右
衛
門
書
判

慶
長
九
年

三
月
一
一
一
日

長
州
藩
は
正
保
二
年
（
’
六
四
五
）
こ
の
山
ロ
垣
之
内
の
吉
左
衛

門
に
「
御
両
国
（
防
長
二
国
）
長
吏
皮
屋
役
」
を
命
じ
て
、
皮
革
統

制
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
す
で
に
こ
の
時
に
は
萩
城
下
に
は
藏
多
頭

が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
長
州
藩
で
は
、
稔
多
頭
と
皮
革
役
を
た
ば
ね

る
役
と
が
別
個
で
あ
っ
た
。

信
濃
松
本
藩
で
も
、
か
わ
た
棟
梁
ら
は
享
保
一
一
年
「
口
上
一
一
一
ｍ

申
渡
覚
」
に
よ
る
と
、
そ
の
役
は
①
掃
除
②
革
役
③
龍
屋
番

仕
置
④
火
事
火
消
し
⑤
町
在
廻
り
で
あ
っ
た
ｐ
そ
し
て
彼
ら

は
由
緒
書
に
よ
る
と
「
長
吏
共
江
少
々
宛
除
地
田
畑
等
被
為
下
置
侯

（
お
）

様
二
取
成
侯
而
則
五
畝
歩
宛
頂
戴
い
た
し
」
と
い
う
。
伊
賀
矢
川

で
は
、
牢
番
役
の
代
償
と
し
て
、
高
に
し
て
凡
そ
四
石
半
の
畑
地
が

「
公
役
地
」
と
史
料
に
あ
る
。
江
戸
弾
左
衛
門
役
所
の
広
大
な
地
所

が
除
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
配
下
の
皮
田

村
は
弾
左
衛
門
役
所
へ
の
種
々
の
負
担
の
代
償
に
何
か
得
る
と
こ
ろ

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
旦
那
場
権
利
が
そ
れ
に
相
当

す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
江
戸
の
下
級
行
刑
、

末
端
警
察
役
に
つ
い
て
は
非
人
層
が
実
際
の
人
足
を
出
し
て
い
た
。

地
方
城
下
町
に
目
を
転
じ
よ
う
。
備
前
国
守
の
稔
多
頭
又
兵
衛

は
、
一
定
の
屋
敷
、
畑
地
を
除
地
と
し
て
宛
行
わ
れ
て
い
た
。
藩
は

こ
の
土
地
に
も
年
貢
を
掛
け
よ
う
と
し
た
た
め
、
子
孫
の
大
左
衛
門

は
蔵
多
頭
の
由
緒
を
述
べ
て
宝
永
五
年
（
一
七
○
一
八
）
従
来
通
り
の

（
垣
）

免
除
を
願
い
出
て
い
ろ
。

広
島
藩
で
は
、
城
下
の
東
西
に
皮
田
町
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

稔
多
頭
が
置
か
れ
た
。
東
は
嘉
右
衛
門
を
頭
に
し
て
お
り
、
そ
の
由

緒
に
よ
る
と
天
正
一
九
年
広
島
築
城
の
手
伝
い
を
し
、
小
屋
地
を
与

え
ら
れ
三
○
○
石
の
知
行
を
毛
利
よ
り
う
け
て
い
た
。
そ
の
後
浅
野

の
代
で
も
一
○
石
三
人
扶
持
を
宛
行
わ
れ
た
が
温
知
村
か
ら
尾
長
村

に
移
さ
れ
て
い
る
。
西
は
平
三
郎
に
ひ
き
い
ら
れ
た
。
彼
の
祖
は
由

緒
書
に
よ
る
と
伍
家
孫
左
衛
門
に
あ
た
り
、
安
芸
守
護
武
田
氏
よ
り

一
○
○
石
の
知
行
を
う
け
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
毛
利
に
つ
か
え
や

は
り
一
○
○
石
を
う
け
て
広
島
築
城
の
手
伝
い
を
な
し
て
小
屋
地
を

与
え
ら
れ
た
。
彼
も
ま
た
沼
田
郡
楠
木
村
か
ら
同
川
田
村
へ
の
移
動

を
さ
れ
た
。
東
西
両
皮
田
町
は
、
慶
長
五
年
に
入
部
し
た
福
島
に
よ

「
御
給
米
代
」
と
し
て
先
年
よ
り
下
さ
れ
て
い
ろ
と
「
雑
集
」
に
あ

る
。巌
密
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
除
地
が
穣
多
頭
と
い
う
地

位
、
役
務
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
場
合
と
、
京
都
に
見
ら
れ
た
よ
う

に
除
地
に
居
住
す
る
者
が
行
刑
役
を
負
担
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
場

合
と
は
区
別
し
て
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
行
刑
役

を
含
む
「
か
わ
た
役
」
が
頭
制
の
下
で
領
内
皮
田
村
に
も
負
担
を
課

し
た
場
合
、
弾
左
衛
門
下
の
関
東
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う

な
役
賦
課
の
あ
り
様
の
下
で
の
各
々
の
皮
田
村
の
負
担
と
代
償
の
有

無
は
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
追
求
、
解
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

し
か
し
今
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
史
料
を
得
な
い
。

皮
田
町
が
基
本
的
に
屋
敷
地
を
宛
行
わ
れ
、
屋
敷
地
子
を
免
除
さ

れ
た
こ
と
は
諸
町
に
共
通
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
皮
田
村
が
皮
田
役

の
代
償
に
百
姓
役
と
し
て
の
夫
役
、
夫
銭
を
免
除
さ
れ
た
こ
と
に
対

（
近
）

応
し
た
措
置
で
←
の
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
「
か
わ
た
」
役
が
そ
れ
以
上
の
代
償
（
諸
特
権
の
結
び

つ
き
を
強
め
た
り
、
拡
大
し
た
り
す
る
こ
と
を
含
む
）
を
含
む
場
合

の
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
紀
州
で
牢
番
頭
を
糸
若
と
争
っ
た
甚

（
泊
）

四
郎
が
大
坂
城
の
掃
除
役
｛
と
買
っ
て
出
た
り
、
宝
永
六
年
、
下
村
文

六
の
死
後
牢
屋
外
番
を
願
っ
た
五
ヵ
村
、
あ
る
い
は
後
の
こ
と
に
な

る
が
文
六
の
手
代
で
あ
っ
た
丸
屋
小
兵
衛
が
享
保
七
年
（
一
七
二

（
羽
）

一
一
）
一
一
条
城
内
掃
除
を
願
い
出
た
事
実
は
、
「
か
わ
た
」
役
が
何
ら

iiｉｉ 
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7８ 

７９近世都市の構造と賎民制

か
の
得
分
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
が
あ
る
。

４
町
自
治
と
下
級
行
刑
役

近
世
権
力
に
よ
っ
て
、
中
世
郷
村
の
自
治
体
制
が
否
定
さ
れ
た
と

同
様
に
、
都
市
自
治
も
否
定
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
換
骨
奪
胎

と
評
さ
れ
る
よ
う
に
単
純
な
否
定
で
は
な
か
っ
た
。
ギ
ル
ド
の
町
政

掌
握
や
自
衛
組
織
の
存
在
、
あ
る
い
は
領
国
裁
判
管
轄
な
ど
は
当
然

の
こ
と
と
し
て
否
定
さ
れ
た
が
、
民
政
の
多
く
は
自
治
に
ゆ
だ
ね
ら

れ
た
。
①
屋
敷
所
持
の
確
認
②
民
事
裁
判
③
都
市
公
共
部
分
の

（
、
）

営
繕
な
ど
町
政
の
主
要
部
分
が
町
民
の
自
治
に
す
｛
か
せ
ら
れ
て
い

た
。
町
の
治
安
維
持
も
そ
の
一
部
が
町
「
自
治
」
の
責
任
に
帰
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
、
中
世
来
の
都
市
自
治

の
伝
統
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
近
世
権
力
は
自
検
断
権
を
否
定
し

な
が
ら
、
検
断
費
用
を
町
に
転
嫁
し
た
の
で
あ
る
。

⑪
中
世
都
市
の
否
定
の
上
に
創
出
さ
れ
た
近
世
都
市
の
場
合
、
中

央
都
市
と
も
い
う
べ
き
京
都
、
大
和
、
そ
の
周
辺
都
市
で
は
皮

田
以
外
の
賎
民
が
下
級
行
刑
、
警
察
役
の
一
部
を
に
な
っ
て
い

ろ
。
京
都
で
は
、
町
々
が
呰
人
の
縄
取
り
や
警
固
に
当
っ
て
い

た
し
、
牢
番
は
「
丁
々
髪
結
」
（
大
阪
編
年
史
４
巻
）
が
勤
め

た
。
と
同
時
に
、
牢
屋
番
や
断
罪
御
用
は
青
屋
が
負
っ
て
い

た
。
下
村
文
六
死
去
の
後
、
賎
民
役
務
の
再
編
が
行
な
わ
れ
た

が
、
そ
の
際
青
屋
は
代
銀
納
と
は
言
え
、
牢
屋
外
番
負
担
は
最

う
な
諸
都
市
に
お
け
る
賎
民
の
刑
吏
業
務
は
歴
史
的
淵
源
を
そ
こ
に

求
め
う
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
近
世
都
市
の
特
質
か
ら
、
治
安
・
刑
吏
の
負
担
の
一

部
が
都
市
民
に
課
せ
ら
れ
る
構
造
が
成
立
す
る
。
畿
内
の
非
人
制

を
経
済
レ
ベ
ル
で
見
れ
ば
町
抱
え
で
あ
っ
た
こ
と
は
内
田
の
研
究
で

明
ら
か
で
あ
る
が
（
と
い
っ
て
も
内
田
の
場
合
は
無
限
定
で
あ
る

が
）
、
他
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

兵
庫
崖
に
命
じ
ら
れ
た
夙
へ
の
「
扶
持
」
は
次
の
通
り
で
あ
っ

た
。

従
兵
庫
夙
之
者
二
為
扶
持
可
遣
覚

⑩
一
、
田
皇
不
寄
大
小
二
壱
ケ
所
一
一
壱
把
宛
に
一
李
二
如
先
規
可
遣

之
事

②
｜
、
兵
庫
町
中
よ
り
料
足
七
月
二
弐
貢
文
節
一
季
一
一
一
一
一
貫
文
合
五

貫
文
可
遣
事

③
｜
、
湯
屋
中
よ
り
料
足
二
季
に
弐
百
文
可
遣
事

四
一
、
風
呂
屋
中
右
同
前
之
事

⑤
｜
、
傾
城
屋
中
右
同
事

⑥
｜
、
祝
一
一
一
二
又
無
祝
言
之
時
ハ
上
之
家
□
□
弐
百
文
宛
と
ら
せ
可

申
□
□
□
下
之
い
ゑ
ハ
遣
間
敷
事

、
一
科
人
か
ら
め
捕
候
□
ハ
其
科
人
之
身
二
付
着
物
可
遣
候

刀
わ
き
さ
し
其
外
雑
物
等
人
公
儀
へ
上
ケ
可
申
事

右
之
表
於
相
背
者
何
時
も
此
方
へ
可
申
上
侯
不
届
方
急
度

も
多
く
、
か
つ
切
掛
役
は
直
接
負
担
し
た
（
後
六
力
村
）
。
こ

れ
ら
の
経
過
は
、
青
屋
が
中
世
来
刑
吏
役
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
和
に
つ
い
て
は
、
少
な
く

と
も
東
之
坂
は
行
刑
役
に
つ
か
ず
、
夙
の
系
統
で
あ
る
北
山
非

人
が
負
っ
た
。
周
辺
で
は
、
紀
州
で
は
「
あ
お
や
」
（
後
に
皮

田
身
分
に
な
る
が
）
、
兵
庫
津
で
も
夙
Ⅱ
非
人
で
あ
っ
た
。

②
新
た
に
設
定
さ
れ
た
地
方
城
下
町
で
も
、
賎
民
の
分
化
が
充
分

で
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
地
帯
で
、
一
部
他
賎
民
の
刑
吏
業
務

が
見
ら
れ
る
。
金
沢
で
は
、
町
中
が
牢
番
を
勤
め
る
と
共
に
、

元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
か
ら
囚
人
縄
取
り
、
牢
番
、
刑
執
行

に
藤
内
頭
の
下
で
藤
内
身
分
の
者
が
従
事
し
て
い
る
し
（
藤
本

「
前
掲
論
文
」
）
、
出
雲
で
は
鉢
屋
が
公
儀
役
を
分
担
し
た
。

（
、
）

伊
勢
で
は
、
さ
さ
ら
が
刑
吏
役
一
亡
負
っ
て
い
ろ
。

③
新
た
に
設
定
さ
れ
た
中
央
都
市
の
場
合
、
大
坂
で
は
市
中
床
髪

結
仲
間
が
牢
番
役
を
勤
め
た
。

単
純
化
し
て
言
う
な
ら
ば
、
中
世
自
治
都
市
で
は
、
町
が
治
安
維

持
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
や
が
て
は
町
の
一
部
や
職
種
の
一
部
に
分

担
さ
れ
、
つ
い
で
賎
民
が
雇
い
入
れ
ら
れ
て
そ
の
負
担
を
町
中
が
行

な
う
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ろ
。
し
か
し
、
多
く
は
刑
吏
の
採

用
は
領
主
権
力
の
意
向
が
働
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
大
和
で

も
薬
師
寺
門
前
町
の
自
検
断
の
動
き
に
対
立
し
て
、
薬
師
寺
は
夙
、

（
ｍ
）
 

非
人
一
亡
下
級
行
刑
、
警
察
業
務
に
つ
か
せ
て
い
る
が
、
右
に
み
た
よ

曲
事
一
一
可
申
付
候
也

慶
長
一
七
年
拾
目
十
八
日

片
市
正旦
元
（
花
押
）
（
空
）

兵
庫
町
中

こ
こ
で
も
や
は
り
経
済
的
に
町
抱
え
と
い
っ
て
よ
い
姿
が
見
ら
れ

る
。
こ
の
史
料
で
は
⑪
と
②
’
㈹
、
、
と
が
分
か
れ
ろ
。
ｍ
は
、
夙

の
業
務
の
一
端
が
知
れ
る
部
分
で
あ
る
が
、
⑩
と
②
以
下
と
は
同
じ

よ
う
な
扶
持
の
規
定
で
あ
り
な
が
ら
、
「
麺
先
規
」
と
い
う
文
一
一
一
一
百
や
、

、

②
以
下
が
町
の
業
種
に
宛
て
ら
れ
な
が
ら
凹
は
「
田
皇
」
と
）
の
る
よ

う
に
、
い
わ
ば
町
外
の
村
に
こ
そ
あ
て
は
ま
り
そ
う
な
内
容
に
な
っ

て
い
る
点
で
も
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
中
世
で
は
、

都
市
と
い
っ
て
も
兵
庫
津
で
は
農
村
も
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
ら
も
負

担
を
負
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
り
、
同
時
に
慶
長
一
七
年
の

時
点
で
夙
の
町
抱
え
、
町
中
の
負
担
義
務
づ
け
が
法
制
的
に
定
ま
っ

た
と
み
う
る
。

信
州
小
諸
、
上
田
、
松
本
、
岩
村
田
藩
な
ど
の
諸
藩
で
は
、
広
く

一
把
稲
の
制
が
敦
か
れ
（
と
い
っ
て
も
元
来
は
慣
習
的
権
利
Ⅱ
旦
那

権
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
近
世
に
入
っ
て
法
制
化
さ
れ
た
）
、
そ
れ
は

（
餌
）

「
御
牢
番
に
付
い
て
廻
り
侯
」
、
も
の
で
←
の
る
こ
と
は
牢
番
役
が
領
内

百
姓
負
担
で
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
丹
波
篠

山
藩
で
も
享
保
年
間
新
た
に
下
級
行
刑
役
が
課
せ
ら
れ
た
際
、
そ
の

負
担
を
領
内
草
場
持
ち
の
者
が
負
わ
さ
れ
た
よ
う
に
、
旦
那
場
権
利

： 
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の
こ
と
で
あ
る
そ
の
端
緒
は
鈴
が
（
木
あ
き
ら
、
村
崎
信
夫
『
近
世

部
落
史
の
研
究
」
上
巻
所
収
論
文
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ

が
）
、
今
こ
の
点
を
全
面
的
に
展
開
す
る
予
定
に
な
い
。
論
脈
に
限

定
し
て
い
う
な
ら
ば
い
っ
た
い
蕊
牛
馬
処
理
役
は
㈹
の
皮
役
の
一
環

な
の
か
、
そ
れ
と
も
回
の
掃
除
役
な
の
か
で
あ
る
。
こ
の
問
い
を
発

す
る
だ
け
で
三
類
型
が
実
態
把
握
の
一
方
法
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
分

明
と
な
ろ
う
。
そ
の
見
地
か
ら
は
処
理
制
の
全
体
像
は
浮
き
ぼ
り
さ

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
二
で
は
先
に
皮
田
町
の
基
本
的
負
担
を
下
級
行
刑
役
と
規
定

し
、
そ
れ
を
理
論
的
仮
説
と
し
て
、
そ
の
役
を
当
該
都
市
、
町
共
同

体
の
中
に
置
い
て
都
市
賎
民
制
の
特
質
を
見
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
ま

で
来
て
、
あ
ま
り
よ
く
整
理
さ
れ
た
節
の
設
定
、
論
の
は
こ
び
で
は

な
か
っ
た
こ
と
が
痛
感
さ
れ
る
が
、
筆
者
の
率
直
な
問
題
意
識
は
右

の
如
く
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
役
問
題
を
深
め
る
た
め
に
は
、
第
一
に
身

分
社
会
で
は
負
担
は
特
権
で
あ
り
、
義
務
は
権
利
で
あ
る
訳
だ
か
ら

役
は
ま
た
同
時
に
身
分
特
権
で
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し
て
、
役
と
不

可
分
で
あ
っ
た
独
自
の
領
主
保
護
を
除
地
・
免
地
に
あ
る
と
し
て
追

及
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
役
設
定
の
時
期
を
も
明
ら
か

、
、

に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
一
一
に
役
負
担
で
あ
る
以
上
そ
れ
を
誰
が

ど
の
よ
う
な
形
態
で
負
う
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

点
を
こ
こ
で
は
対
領
主
・
対
町
・
皮
田
町
内
部
に
分
け
て
検
討
し
た
。

第
三
に
役
と
い
う
も
の
を
当
該
町
の
構
造
の
中
に
置
い
て
み
て
こ
そ

と
下
級
行
刑
は
連
動
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
町
の
場
合
、
旦
那
場
範
囲
が
ほ
ぼ
町
中
で
あ
っ
た
ろ

う
か
ら
、
い
わ
ば
町
負
担
で
下
級
行
刑
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
も
言

え
よ
》
っ
。

文
化
二
年
、
風
呂
谷
村
内
で
蕊
牛
馬
処
理
の
権
利
を
も
つ
株
持
と

村
中
と
が
対
立
し
た
が
、
そ
の
時
の
内
容
は
、
「
当
津
御
用
」
と
旦

那
場
と
を
一
体
の
も
の
と
前
提
し
て
、
掃
除
役
を
勤
め
る
村
中
に
株

を
再
配
分
す
る
か
、
掃
除
を
含
む
御
用
を
株
待
の
も
の
に
命
じ
る
か

（
歯
）

の
対
立
で
あ
っ
た
。
や
は
り
こ
こ
で
も
、
下
級
行
刑
を
含
む
役
と
曰
｜

郡
権
利
と
が
連
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
中
後
期
の
、
す
で
に
蕊
牛
馬
処
理
権
が
、
か
な
り
の
利

益
を
生
み
は
じ
め
た
時
期
の
例
で
あ
る
が
、
近
世
初
頭
に
つ
い
て
は

今
一
つ
明
ら
か
で
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
賎
民
に
よ
っ
て
町
民
を
監
視
し
、
行
刑
役
を
課

し
、
断
罪
役
を
命
じ
る
こ
と
は
、
領
主
権
力
が
都
市
に
打
ち
込
ん
だ

一
つ
の
ク
サ
ビ
で
あ
り
、
民
衆
と
賎
民
を
た
く
み
に
分
断
し
支
配
す

る
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
の
生
計
の
一
部
は
町
民
、
領
民

か
ら
支
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
機
構
が
都
市
民
の
強
い

反
発
と
、
賎
民
へ
の
蔑
視
を
生
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。

か
く
し
て
都
市
賎
民
制
が
成
立
し
た
。

従
来
の
役
負
担
問
題
を
の
り
こ
え
る
視
点
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
考
え
か
ら
町
自
治
と
の
関
係
、
町
皮
田
と
領
内
皮
多
村
と

の
関
係
を
見
て
き
た
。

領
主
権
力
は
下
級
行
刑
役
を
軸
に
皮
多
身
分
の
一
部
を
編
成
し
、

彼
ら
に
対
し
て
は
実
態
的
に
は
都
市
賎
民
と
し
て
の
扱
い
を
行
な
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は

町
と
の
関
係
で
あ
る
。
畿
内
の
一
般
的
な
状
況
と
し
て
は
町
と
賎
民

の
結
び
つ
き
は
中
世
以
来
の
も
の
で
あ
っ
た
と
見
う
る
。
町
の
賎
民

と
い
う
実
態
が
な
け
れ
ば
町
抱
え
と
も
見
ら
れ
る
体
制
は
生
じ
よ
う

が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
多
く
の
場
合
掃
除
役
で
あ

っ
た
。
兵
庫
津
で
も
大
坂
で
も
市
中
の
掃
除
（
整
牛
処
理
も
含
む
）
が

な
さ
れ
て
い
る
し
、
京
都
で
も
二
条
城
の
掃
除
か
ら
市
中
蝿
牛
処
理

が
な
さ
れ
て
い
た
。
土
佐
藩
稔
多
頭
覚
右
衛
門
が
町
へ
の
出
入
自
由

を
願
い
出
た
文
化
六
年
五
月
一
一
三
日
の
「
乍
恐
奉
願
□
上
覚
」
に
は

「
御
門
之
内
穣
多
共
無
給
を
以
相
勤
来
り
申
侯
、
先
例
よ
り
御
免
之

訳
を
以
相
勤
来
申
侯
」
と
「
御
門
内
所
々
掃
除
」
を
古
来
は
行
な
っ

て
い
た
と
書
上
げ
て
い
ろ
。
つ
ま
り
多
く
の
場
合
皮
田
町
は
下
級
行

刑
役
と
共
に
整
獣
処
理
も
含
む
掃
除
役
を
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
す
る
な
ら
ば
役
負
担
と
い
う
も
の
の
理
論
的
整
理
が
必
要
な
こ

と
は
疑
う
余
地
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
お
も
い
き
っ
て
一
一
一
一
口
っ
て

し
ま
え
ば
領
主
役
と
共
同
体
的
役
に
区
別
し
て
へ
領
主
役
は
共
同
体

役
を
基
礎
に
し
て
そ
れ
の
一
定
の
ｌ
つ
ま
り
近
世
的
ｌ
編
成
を

周
知
の
通
り
近
世
皮
多
村
の
役
負
担
と
し
て
は
大
き
く
分
類
し
て

三
つ
の
も
の
が
あ
っ
た
。
㈹
皮
役
回
掃
除
役
、
下
級
行
刑
役

（
あ
る
い
は
警
察
役
）
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
史
料
で
得
ら
れ

た
諸
負
担
を
出
来
上
っ
た
も
の
と
し
て
類
型
を
試
み
た
も
の
で
あ
っ

て
、
七
○
年
代
に
お
い
て
は
実
態
解
明
の
導
き
と
な
っ
た
パ
タ
ー
ン

化
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
今
日
の
研
究
水
準
か
ら
再
検
討
を
加
え
る

べ
き
地
点
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば

蕊
牛
馬
処
理
役
で
あ
る
が
、
従
来
こ
れ
を
特
権
と
い
う
側
面
か
ら

、
、

分
析
し
た
研
究
が
圧
倒
的
で
、
処
理
を
身
分
特
権
、
身
分
と
不
可
分

な
役
務
と
し
て
検
討
す
る
場
合
で
も
、
そ
の
規
定
か
ら
今
一
歩
ふ
み

込
ん
だ
理
論
的
展
開
、
あ
る
い
は
具
体
分
析
が
見
ら
れ
な
い
の
が
普

通
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
本
問
題
に
関
す
る
史
料
を
広
く
、
か
つ
精

力
的
に
収
集
し
、
全
面
的
に
整
牛
処
理
の
解
明
に
努
め
て
き
た
前
圭

一
の
い
く
つ
か
の
論
文
を
年
代
的
に
並
べ
て
読
ん
で
み
る
だ
け
で
も

明
ら
か
で
、
『
近
世
部
落
史
の
研
究
』
論
文
と
、
今
回
の
「
部
落
史

の
研
究
』
所
収
の
も
の
と
の
間
に
は
ほ
と
ん
ど
理
論
上
の
進
展
・
反

省
は
見
ら
れ
な
い
。

筆
者
が
こ
こ
で
含
意
し
て
い
る
の
は
整
牛
の
量
的
検
討
（
こ
の
点

で
は
す
で
に
検
討
ず
み
）
の
こ
と
で
は
な
く
、
蕊
牛
馬
処
理
制
を
も

包
み
込
ん
で
い
る
旦
那
場
制
と
い
う
も
の
の
制
度
的
・
社
会
的
検
討

聯隊捌尹：擬勢へ■雷

５
小
括
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行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
く
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
は
領
主
役

が
基
本
的
に
共
同
体
的
関
係
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
相
対
的
に
独
自
な

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ひ
と
た
び
領
主
役
が
設
定
さ
れ
る
な
ら

ば
共
同
体
的
役
の
性
格
の
変
化
を
作
り
出
す
、
つ
ま
り
規
定
し
返
す

と
い
う
関
係
が
成
立
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
｜
｜
で
は
こ
の
こ
と
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
と
て
も
成
功
し
た
と
は
い
え
な

い
。
京
都
の
場
合
、
下
村
家
が
掃
除
役
（
二
条
城
）
を
テ
コ
に
近
江
・

山
城
・
摂
津
に
ま
た
が
る
広
域
に
そ
の
負
担
を
課
し
て
い
た
こ
と
、

紀
州
の
場
合
も
牢
番
頭
は
領
内
に
掃
除
役
負
担
を
強
い
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
掃
除
役
は
同
時
に
頭
制
と
も
連
動
す
る
構
造
に
な
っ
て
い

た
も
の
と
見
う
る
。
す
で
に
行
論
で
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
旦

那
場
制
の
分
与
と
い
う
シ
ス
テ
ム
原
理
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
れ
ば
頭

支
配
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
形
態
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
点
も
含
め
て
整
序
す
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
ｕ
）
万
羽
正
朋
「
上
田
領
に
お
け
る
『
え
た
』
訴
訟
事
件
Ｈ
」
『
信
濃
」

一
七
巻
二
号
二
頁

（
、
）
乍
恐
奉
申
上
侯
東
之
坂
町
文
書
『
奈
良
県
同
和
事
業
史
』
四
五
六

（
週
）
撮
要
録
人
見
彰
彦
氏
の
提
供
を
う
け
た
。

（
ｕ
）
『
知
新
集
』
（
一
八
二
二
年
成
立
）
所
収
由
緒
書
『
新
修
広
島
市
史
』

第
６
巻
所
収
橋
本
散
「
芸
備
の
被
差
別
部
落
」
『
史
的
研
究
」
下
巻

を
参
照
し
た

（
巧
）
『
防
長
風
土
注
進
案
』

（
坊
）
万
羽
正
朋
「
松
本
藩
『
え
た
』
関
係
史
料
に
つ
い
て
」
『
信
濃
』
第

ｎ
巻
２
号
所
収
の
横
内
家
文
書

（
Ⅳ
）
夫
役
・
夫
米
の
免
除
に
つ
い
て
は
『
兵
庫
の
部
落
史
」
二
一
一
一
頁
以

下
を
参
照

（
＄
）
藤
本
情
二
郎
「
前
掲
論
文
」

（
、
）
「
諸
式
留
帳
」
（
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
Ⅲ
）
六
○
頁

（
別
）
脇
田
修
「
近
世
都
市
の
建
設
と
豪
商
」
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
」
９

巻
。
都
市
論
に
つ
い
て
は
多
く
脇
田
論
文
（
本
論
以
外
で
は
『
近
世
封

建
制
成
立
史
論
』
な
ど
）
を
参
照
し
た
。

（
皿
）
三
重
部
落
史
研
究
会
「
地
域
に
お
け
る
部
落
史
研
究
の
課
題
」
『
部

落
問
題
研
究
』
叱
帥

（
皿
）
三
浦
圭
一
「
中
世
後
期
の
賎
民
の
存
在
形
態
」
『
研
究
』
一
○
二
頁

以
下

（
羽
）
『
岡
方
文
書
』
第
一
巻
一
号
神
戸
市
教
育
委
員
会
刊
頭
の
番
号
は

引
用
者
が
付
し
た
も
の

（
１
）
森
杉
夫
『
前
掲
書
』
出
典

（
２
）
役
儀
免
除
の
時
期
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
早
い
と
こ
ろ
寛
文
期
以
降

に
は
役
負
担
の
身
分
制
度
上
の
意
義
は
変
容
し
は
じ
め
る
た
め
、
こ
の

よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
た
。
諸
例
や
分
析
は
『
兵
庫
の
部
落
史
』
四
四

八
頁
以
下
参
照

（
３
）
藤
木
喜
一
郎
「
大
阪
町
奉
行
管
下
に
於
け
る
司
法
警
察
制
度
に
つ
い

て
」
『
創
立
七
○
周
年
関
西
学
院
大
学
文
学
部
記
念
論
文
集
』
の
ち

頁

垂
）
「
口
上
書
」
弘
化
三
年
上
田
市
田
中
家
文
書
万
羽
正
朋
論
文
『
信

濃
』
ｎ
巻
７
号
五
四
頁

（
路
）
「
乍
恐
口
上
」
浄
福
寺
文
書

同
氏
「
江
戸
時
代
史
論
』
二
九
六
○
平
安
書
院
）
所
収

（
４
）
「
明
治
十
二
年
調
大
阪
市
南
区
寺
院
明
細
帳
』
中
西
義
雄
「
前
掲

論
文
」
二
章
註
２
）
重
引

（
５
）
『
立
入
左
京
亮
宗
継
入
道
陸
佐
記
』
前
掲
『
兵
庫
の
部
落
史
』
一
三

七
頁
以
下
参
照

（
６
）
フ
ロ
イ
ス
『
日
本
史
』
中
央
公
論
社
版
四
巻
『
兵
庫
の
部
落
史
』

一
二
八
頁
以
下

（
７
）
由
緒
写
『
廿
日
市
町
史
・
資
料
編
Ⅱ
』
『
広
島
県
史
・
古
代
中
世
編

Ⅲ
』
藤
本
清
二
郎
「
幕
藩
制
と
部
落
差
別
」
『
講
座
日
本
近
世
史
・
３
』

有
斐
閣
重
引
本
論
文
は
近
世
賎
民
制
の
確
立
過
程
に
都
市
論
を
導
入

し
た
唯
一
の
論
文
と
い
っ
て
よ
い
。

（
８
）
出
典
や
詳
細
が
不
明
な
も
の
も
含
め
て
『
部
落
の
歴
史
と
解
放
運

動
』
（
部
落
問
題
研
究
所
）
に
は
戦
国
以
来
の
城
下
町
と
し
て
駿
河
、

会
津
若
松
、
米
沢
、
そ
の
他
高
岡
、
名
古
屋
な
ど
の
例
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
八
○
頁
以
下

（
９
）
峯
岸
賢
太
郎
「
江
戸
に
お
け
る
『
非
人
』
支
配
の
確
立
」
『
人
文
学

報
』
叱
川
内
田
九
州
男
「
近
世
非
人
論
」
前
掲
『
研
究
』
布
引
敏

雄
「
長
州
藩
部
落
解
放
史
研
究
』
（
三
一
書
一
房
）
一
一
一
四
頁
以
下
、
近

世
非
人
論
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
、
）
町
皮
田
あ
る
い
は
頭
に
よ
る
諸
賎
民
・
皮
田
統
制
は
歴
史
的
に
は
後

退
の
方
向
に
む
か
う
の
で
あ
っ
て
、
頭
制
を
敷
か
れ
た
備
前
で
も
元
禄

期
に
は
目
明
し
支
配
に
か
わ
る
し
、
京
都
で
は
宝
永
五
年
下
村
家
は
断

絶
す
る
。
非
人
の
支
配
離
脱
も
一
般
的
と
な
り
、
夙
も
同
様
で
あ
る
。
こ

こ
で
述
べ
て
い
る
の
は
近
世
初
頭
の
原
理
で
あ
り
、
政
策
基
調
で
あ
る

虞

週j＄藻
」
鑿

)iii 

垂
五

ノ

もくじ

へ

■ 

、

■ 

Ｕ 

● 

■ 

別
￣ 

￣ 

Ｂ６判172頁定価700円
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二
章
に
わ
た
っ
て
皮
多
村
と
異
な
る
、
あ
る
い
は
対
置
し
う
る
皮

田
町
と
い
う
概
念
を
構
成
す
る
た
め
に
、
ま
ず
若
干
の
仮
説
的
指
標

を
現
実
の
皮
多
集
落
と
そ
の
史
料
の
矛
盾
に
分
け
入
っ
て
析
出
し
、

ひ
と
た
び
得
ら
れ
た
指
標
を
軸
に
皮
田
町
を
副
出
す
る
と
い
う
作
業

か
ら
出
発
し
た
。
け
れ
ど
も
仮
説
も
検
証
も
良
質
の
ま
と
ま
っ
た
史

料
の
不
足
と
い
う
決
定
的
制
約
と
筆
者
の
理
論
能
力
ゆ
え
に
説
得
力

の
あ
る
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
そ
れ
ろ
。
あ
る

い
は
新
た
な
問
題
提
起
を
浮
き
ぼ
り
に
す
る
た
め
に
多
様
な
歴
史
的

現
実
を
単
直
か
つ
一
面
的
に
再
構
成
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
も
思
わ
れ
ろ
。
が
そ
れ
は
今
は
措
こ
う
。

前
の
二
章
で
明
ら
か
に
し
た
事
柄
は
な
お
仮
説
の
域
を
出
な
い
も

の
で
あ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
概
念
規
定
も
歴
史
的
現
実
を
豊
か
に
、

事
実
に
即
し
て
見
て
み
る
こ
と
を
可
能
た
ら
し
め
る
分
析
装
置
で
あ

る
訳
だ
か
ら
、
皮
田
町
と
い
う
概
念
区
分
を
皮
多
村
と
の
対
比
で
し

て
み
る
こ
と
の
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
こ
で
三
で
は
皮
多
村
と
対
置
さ
れ
る
皮
田
町
の
独
自
性
を

共
同
体
の
役
職
、
人
□
、
住
民
構
成
に
わ
け
て
考
察
す
る
。
こ
れ
ら

三
点
が
指
標
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は
も
っ
ぱ
ら
史
料
的
制
約
に
よ
る

の
で
あ
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
権
力
論
と
し
て
の
支
配
体
系
、
社
会
関

係
と
し
て
の
旦
那
場
制
、
な
ら
び
に
経
済
シ
ス
テ
ム
（
収
取
形
態
か

の
直
接
支
配
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。

（
豊
後
）

大
坂
渡
辺
村
の
年
寄
は
一
一
名
で
、
代
々
ふ
ん
こ
屋
一
晉
左
衛
門
、
さ

（
讃
岐
）

ぬ
き
屋
仁
兵
衛
が
勤
め
て
い
ろ
。
、
も
っ
と
も
安
永
一
二
年
の
小
便
た
ご

一
件
の
際
の
渡
辺
村
年
寄
二
名
の
願
状
に
は
、
「
先
年
」
は
村
方
丁

数
六
丁
で
一
二
人
の
年
寄
が
あ
っ
た
が
困
窮
の
た
め
退
役
し
て
、
今

（
１
）
 

に
一
一
人
と
な
っ
た
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
信
ず
る
と
す
れ
ば
和
漢
皮

問
屋
の
免
許
を
許
さ
れ
た
一
二
人
の
問
屋
が
年
寄
役
で
あ
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
ろ
。
文
政
五
年
二
七
八
五
）
「
御
用
繁
多
」
で
願
い
出

て
増
員
が
認
め
ら
れ
、
各
町
一
人
で
六
名
の
年
寄
支
配
と
な
っ
た

（
「
由
来
書
」
）
。

京
都
の
場
合
、
寛
政
元
年
の
史
料
で
は
、
表
３
の
年
寄
数
が
い

た
。
京
都
市
中
五
力
村
（
後
九
条
も
含
ん
で
六
力
村
）
の
場
合
、
組

合
町
と
も
言
え
る
合
議
制
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
蓮
台
野
、
北
小

路
、
九
条
が
六
条
村
の
枝
郷
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
年
寄
役
が

一
名
に
な
っ
て
い
ろ
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
川
崎
村
年
寄
次
右
衛
門

一
徳
が
慶
安
元
年
（
’
六
四
八
）
に
死
亡
し
た
時
、
や
は
り
同
名
で

次
右
衛
門
順
西
が
跡
を
襲
っ
て
い
る
よ
う
に
（
「
諸
式
留
帳
」
七
頁
）

一
人
で
あ
っ
て
も
世
襲
制
で
あ
っ
た
。
明
治
二
○
年
か
ら
起
筆
さ
れ

（
２
）
 

た
旧
六
条
村
な
ど
の
沿
革
一
七
調
査
し
た
『
町
村
沿
革
取
調
書
草
稿
』

の
五
条
「
村
役
人
撰
任
」
の
項
に
は
、

｜
、
七
條
（
六
条
）
、
七
條
裏
（
水
車
）
、
八
條
上
（
元
銭
座
跡

村
）
、
小
稲
荷
（
六
条
大
西
組
）
等
ハ
、
特
別
ノ
地
一
一
シ
テ
撰
任

一
二
皮
田
町
の
内
部
構
成

ら
職
能
構
造
ま
で
）
の
諸
レ
ベ
ル
で
検
討
を
う
け
る
べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
。
近
日
に
も
こ
の
点
で
の
新
史
料
を
発
掘
し
整
序
を
試
み
る
こ

と
を
約
し
て
お
き
た
い
。

が
、
し
か
し
役
職
問
題
は
支
配
体
系
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る

し
、
人
口
こ
そ
は
す
べ
て
の
出
発
点
で
あ
り
到
達
点
で
も
あ
る
と
い

う
大
文
字
の
社
会
問
題
と
い
う
だ
け
で
な
く
狭
義
の
社
会
関
係
の
一

問
題
で
も
あ
っ
た
し
、
住
民
構
成
の
問
題
は
主
要
に
経
済
と
密
接
に

関
連
し
て
い
ろ
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
が
一
構
成
部
分
と
い
う
限

り
で
は
不
充
分
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
皮
田
町
の
、
皮
多
村
と
異

な
る
特
質
を
浮
き
ほ
り
に
す
る
に
は
以
下
に
論
述
す
る
如
く
好
個
な

も
の
な
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
皮
田
町
の
役
人
は
世
襲
制
で
、
複
数
の
年

寄
役
に
よ
る
支
配
を
原
理
と
し
た
。
枝
郷
支
配
を
基
本
に
す
る
皮
田

村
で
も
、
通
常
、
庄
屋
役
を
欠
き
年
寄
、
組
頭
支
配
が
な
さ
れ
て
い

る
が
、
年
寄
は
お
お
む
ね
一
人
で
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
世
襲
で
は
な

か
っ
た
。
皮
田
村
が
基
本
的
に
庄
屋
職
を
欠
く
枝
郷
支
配
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
皮
田
町
の
場
合
も
役
職
制
に
町
人
身
分
と
異
な
る
特
質
が

見
ら
れ
た
。
大
坂
を
例
に
と
れ
ば
世
襲
の
惣
年
寄
の
下
に
各
町
ご
と

に
一
名
づ
つ
町
で
選
任
さ
れ
た
町
年
寄
が
位
置
づ
い
て
い
た
が
、
皮

多
村
は
世
襲
の
複
数
町
年
寄
が
あ
り
、
そ
れ
は
原
則
的
に
は
町
奉
行

表３京都五力村役人

、
っ
て
変
動
が
見
ら
れ
ろ
。
け
れ
ど

も
天
部
の
儀
兵
衛
、
伝
兵
衛
、
六
条
の
嘉
兵
衛
、
九
左
衛
門
（
三
右

衛
門
）
は
替
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

大
和
東
之
坂
町
で
は
年
寄
役
は
、
元
禄
一
五
年
で
三
名
、
勘
兵

衛
、
甚
右
衛
門
、
彦
兵
衛
で
、
当
主
の
名
に
変
更
は
あ
る
も
の
の
、

こ
の
三
家
が
代
々
の
年
寄
役
を
勤
め
て
い
ろ
。
因
み
に
天
保
五
年
の

（
松
屋
）

（
丸
屋
）
（
松
屋
）

年
寄
は
甚
右
衛
門
、
善
兵
衛
、
徳
兵
衛
で
←
の
っ
た
。
兵
庫
津
風
呂
谷

で
は
年
寄
は
－
－
１
’
一
一
人
で
内
新
兵
衛
と
三
右
衛
門
は
、
代
々
の
年
寄

役
で
あ
っ
た
（
浄
福
寺
文
書
）
。
兵
庫
津
の
今
一
つ
の
皮
田
集
落
で

あ
っ
た
糸
木
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
史
料
が
な
く
、
町
と
し
て
よ

い
か
不
明
で
あ
る
が
、
寛
政
五
年
の
史
料
で
は
風
呂
谷
と
同
様
に
、

半
右
衛
門
、
長
右
衛
門
の
二
名
が
「
肝
煮
」
（
こ
の
史
料
で
は
風
呂

(寛政１）

１
皮
田
町
の
役
職
制

年寄｜手下’備考

天部

六条

川崎

蓮台野

北小路

４
３
１
１
１
 

５
０
９
４
６
 

５
６
２
１
１
 

六条枝郷支配

六条枝郷支配

ナ
シ←
の
ろ
い
は
、
四
条
に
「
右
年
寄

ハ
家
格
ニ
シ
テ
年
期
ナ
シ
」

と
、
そ
の
事
情
が
記
さ
れ
て
い
ろ
。

こ
れ
ら
の
皮
田
町
の
年
寄
数
は

『
諸
式
留
帳
」
に
拠
る
限
り
、
と

く
に
頭
村
と
も
言
え
る
天
部
諭
六

条
村
の
年
寄
数
に
は
「
往
古
よ
り

…
年
寄
三
人
と
し
て
」
（
一
五
五

頁
）
と
あ
る
も
の
の
、
年
代
に
よ

繊顯一腿鮒野嚇誇蝋靜髪》》〈

薑
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船
谷
村
年
寄
も
肝
煎
と
書
か
れ
て
い
ろ
）
と
し
て
署
名
し
て
い
る
の（
３
）
 

で
、
お
そ
ら
く
皮
田
町
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
息
．
わ
れ
ろ
。

堺
塩
穴
村
の
年
寄
は
、
宝
暦
二
年
（
’
七
六
一
）
で
長
左
衛
門
と

政
治
郎
の
二
人
、
そ
の
後
は
一
人
年
寄
の
下
に
稔
多
小
頭
が
置
か
れ

て
い
ろ
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
世
襲
複
数
年
寄
制
は
、
い
つ
頃
に
設
け
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
大
坂
渡
辺
村
年
寄
達
の
願
状
で
は
「
寛
永
年
中
」

と
言
う
。
京
都
六
条
村
で
は
、
当
初
は
支
配
人
藤
重
郎
に
率
い
ら
れ

て
、
そ
の
下
で
行
刑
役
を
負
う
て
い
た
。
彼
は
「
六
条
村
御
役
田
地

支
配
人
」
（
「
諸
式
留
帳
」
六
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
と
年

寄
役
と
の
関
係
は
明
瞭
で
な
い
。
六
条
村
年
寄
嘉
兵
衛
が
名
を
み
せ

る
の
は
、
六
条
河
原
に
移
っ
た
寛
文
三
年
、
役
田
地
が
北
半
分
を
こ

の
嘉
兵
衛
、
南
半
分
が
天
部
与
兵
衛
、
大
坂
渡
辺
村
手
代
七
兵
衛
両

名
の
支
配
に
な
っ
た
替
地
の
際
で
、
藤
重
郎
は
元
の
稲
荷
町
か
ら
動

か
な
か
っ
た
。
が
彼
は
、
こ
の
辺
の
実
力
者
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
九

条
の
役
田
地
の
請
人
（
寛
文
九
年
）
に
な
っ
た
り
し
て
い
ろ
。
こ
の

こ
と
は
、
当
時
の
年
寄
達
が
一
定
の
財
と
実
力
を
持
つ
者
で
構
成
さ

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
さ
せ
る
。
六
条
年
寄
達
は
自
ら
を

「
断
罪
役
年
寄
」
（
’
○
頁
）
と
言
っ
て
お
り
、
こ
の
断
罪
役
と
御
役

田
地
が
一
体
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
村
の
年
寄
役
は
寛
文
三
年
の
移
転
に
設
定
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
。

次
に
六
条
と
並
ぶ
天
部
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
す
で
に
元
和
ｌ
寛
永

三
人
扶
持
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
が
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
分
ら

な
い
。
享
保
一
六
年
（
一
七
一
一
二
）
か
ら
は
市
中
辻
々
に
小
便
た
ご

を
設
置
し
、
そ
の
尿
の
売
却
で
年
寄
役
の
助
成
に
あ
て
た
。
当
初
は

木
津
村
に
貸
家
を
作
り
、
そ
の
家
賃
を
助
成
に
あ
て
る
計
画
が
た
て

ら
れ
た
が
、
木
津
村
の
家
主
の
反
対
で
遂
に
実
現
せ
ず
、
小
便
た
ご

の
設
置
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
利
は
大
き
く
、
利
権
と

差
別
が
か
ら
ん
で
、
度
々
の
争
い
が
生
起
し
て
い
る
。
安
永
五
年
、

江
戸
町
人
が
往
来
諸
々
の
小
便
た
ご
設
置
を
願
い
出
、
こ
れ
に
渡
辺

村
が
反
対
し
た
際
の
文
書
に
よ
る
と
、
最
近
五
カ
年
間
の
平
均
は
、

年
一
七
貢
二
○
○
目
の
銀
高
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
控
目
な
報
告
と
見

る
な
ら
、
実
態
は
い
よ
い
よ
大
き
な
益
金
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

助
成
の
根
拠
を
渡
辺
村
年
寄
は
「
私
共
儀
は
三
郷
町
年
寄
と
は
違
候

て
居
丁
掛
り
用
斗
に
て
は
無
御
座
数
ケ
条
の
御
役
相
勤
候
私
共
儀

故
」
（
三
一
版
一
一
一
七
九
頁
）
と
し
て
い
た
。
な
お
京
都
で
は
「
市
中

辻
小
路
一
一
小
便
桶
ヲ
置
」
（
「
京
都
府
史
料
」
）
い
て
そ
の
利
益
を

得
て
い
た
の
は
悲
田
院
で
あ
っ
た
。

皮
田
村
は
、
枝
郷
支
配
に
よ
っ
て
本
村
庄
屋
の
兼
帯
支
配
と
い
う

形
態
を
基
本
と
し
た
が
、
皮
田
町
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
渡

辺
村
や
、
六
条
、
天
部
に
つ
い
て
は
他
町
同
様
の
役
人
が
あ
り
、
そ

の
限
り
で
は
自
律
性
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
京
都
の
蓮
台
野
、

北
小
路
、
九
条
は
六
条
村
の
枝
郷
と
し
て
、
年
寄
役
の
交
替
で
も
、

例
え
ば
享
保
八
年
（
’
七
二
一
一
一
）
北
小
路
村
の
新
年
寄
新
五
郎
は
、

「
惣
中
相
談
之
上
、
其
元
親
郷
へ
願
申
年
寄
一
一
相
立
申
侯
」
と
六
条

村
に
お
も
む
い
て
い
ろ
。
六
条
の
認
知
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

風
呂
谷
の
場
合
、
宇
治
野
村
庄
屋
の
、
い
わ
ば
兼
帯
支
配
を
う
け
て

い
た
。
糸
木
の
場
合
も
長
田
村
支
配
で
あ
っ
た
。
堺
塩
穴
の
場
合

も
、
近
世
後
期
に
は
本
村
の
兼
帯
支
配
に
属
し
て
い
た
ら
し
い
。
伊

賀
矢
川
の
同
様
の
例
は
す
で
に
紹
介
し
た
。
し
か
し
東
之
坂
町
の
場

合
は
、
渡
辺
村
同
様
、
同
村
の
年
寄
支
配
が
続
い
て
ろ
。
大
坂
平
野

の
場
合
、
初
頭
の
状
況
は
不
明
だ
が
皮
田
頭
支
配
の
方
式
か
ら
安
政

期
に
は
「
穂
多
年
寄
共
」
と
い
う
複
数
年
寄
支
配
の
方
式
に
な
っ
て

い
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
場
合
で
も
、
六
条
村
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
本
村
支
配
を
受
け
て
い
ろ
。

以
上
問
題
を
専
ら
七
○
年
代
に
解
明
の
進
ん
だ
（
と
い
っ
て
も
皮

多
村
の
村
役
職
制
に
つ
い
て
そ
れ
を
正
面
か
ら
姐
上
に
の
ぼ
せ
た
論

考
が
あ
る
訳
で
も
な
く
、
な
お
部
分
的
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
が
）
皮
多
村
の
役
職
制
と
異
な
る
点
を
中
心
に
諸
事
実
を
拾
っ

て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
皮
田
町
を
当
該
都
市

社
会
の
構
造
の
下
に
置
い
て
考
察
す
る
と
い
う
視
角
が
稀
薄
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
こ
の
点
を
改
め
て
ほ
り
下
げ
る
に
は
準
備
も

な
く
、
何
よ
り
も
史
料
を
欠
く
。
課
題
と
し
て
お
く
他
な
い
。
た
だ

一
点
の
み
指
摘
し
て
お
け
ば
、
皮
田
町
役
人
へ
の
手
当
の
形
態
が
旦

那
場
制
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
京
都
「
柳
原
町
史
」

の
い
う
「
持
場
町
」
（
七
条
裏
）
「
勧
進
収
入
」
（
小
稲
荷
）
、
大

表４役人に対する手当

（
４
）
 

期
に
一
一
名
の
年
寄
役
が
定
ま
っ
て
い
ろ
。

次
に
、
こ
れ
ら
の
年
寄
に
対
し
て
は
、
か
な
り
の
手
当
が
役
所
か

ら
支
出
さ
れ
て
い
ろ
。
表
４
は
、
「
柳
原
町
史
」
か
ら
書
抜
い
て
一

覧
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
総
額
は
知
り
え
な
い
も
の
の
、
相
当
の
も

の
で
あ
っ
た
と
見
う
る
。
渡
辺
村
の
場
合
、
当
初
は
苗
字
、
帯
刀
、

の内訳村名 手 当

本郷|篝=鰯こより玄米6石200合s‘
居住人の地料を以て渡す（年寄役に対してか？）

市中雪駄直しの者から「箱代銭」（『留帳』107頁）

組頭自己の地料を給料の代り

地頭妙法院宮より１カ年玄米２斗

持場町より１カ月３貫文（勧進か？）

東本願寺境内64町より若干これら小屋頭の手当

支配人地料１坪に付１升４台づつ集め領主には

定規貢米（30石）を納め残り給料

地所家屋売買：結婚村入など収入組頭手当

住居人の尿を以てあてる

地所家屋売買、結婚村入などの収入支配人の手当

勧進（能、芝居、相撲）収入年寄得益

七条

七条裏

麓

八条上

小稲荷

出典『柳原町史」他
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記
坂
渡
辺
村
の
市
中
辻
々
の
小
便
た
ご
な
ど
の
収
入
形
態
は
旦
那
場
制

の
現
実
化
し
た
姿
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
旦
那
場
制
は

昨
今
は
や
り
の
社
会
史
風
に
い
う
な
ら
皮
田
町
構
成
員
と
当
該
都
市

民
と
の
「
つ
き
あ
り
の
形
」
を
規
定
し
て
い
る
〃
場
〃
で
あ
り
社
会

シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
興
行
支
配
で
あ
る
。
渡
辺
村
は
寛
延
四
年
（
’
七
五
一
）

三
月
大
蔵
太
夫
能
札
を
渡
し
て
く
れ
な
い
と
町
奉
行
所
に
訴
え
出
て

い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
私
共
往
古
よ
り
勧
進
能
弁
狂
言
尽
有
之
候
節

毎
日
札
拾
弐
枚
宛
請
取
来
候
」
（
「
役
人
村
文
書
」
一
一
一
一
版
一
一
一
六
九

頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ろ
。
京
都
で
も
興
行
の
際
に
は
十
分
一
銭
と

呼
ば
れ
る
櫓
銭
が
徴
収
さ
れ
て
い
ろ
。
た
と
え
ば
寛
保
一
一
年
正
月
の

芝
居
で
は
一
貫
二
○
○
文
の
銭
が
と
ら
れ
て
い
ろ
。
洛
中
洛
外
で
は

皮
田
町
五
カ
町
が
地
域
割
で
取
っ
て
い
た
ら
し
く
右
の
場
合
は
、

此
割
六
○
○
文
天
部
、
川
崎
へ
相
渡
…
…
銭
一
一
一
○
○
文
千
本
与

次
兵
衛
（
蓮
台
野
年
寄
）
方
へ
…
…
同
一
一
一
○
○
文
は
六
条
村
年

寄
一
一
一
人
内
百
五
○
文
与
三
兵
衛
分
九
問
丁
重
郎
兵
衛
へ
わ
た

し
侯

と
分
割
し
て
い
る
（
『
留
帳
』
一
一
二
版
一
五
六
頁
）
。
こ
の
よ
う
な

旦
那
場
制
を
通
じ
て
皮
田
町
と
町
人
と
の
日
常
的
交
流
が
実
現
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

四
千
人
に
な
り
、

さ
ら
に
落
込
ん

で
い
ろ
。

次
に
史
料
が

得
ら
れ
る
の
は

堺
塩
穴
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
一
貫

し
た
増
加
と
い

っ
て
よ
く
、
’

八
世
紀
末
に
な

っ
て
か
ら
の
増

加
率
が
著
し
い
。

そ
の
他
の
皮
田
町
に
つ
い
て
は
、
系
統
的
な
史
料
を
得
な
い
が
、
断

片
的
な
史
料
を
つ
な
い
で
一
覧
し
た
の
が
表
７
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

断
片
的
で
あ
る
と
共
に
、
性
格
の
異
な
る
史
料
か
ら
の
引
用
も
あ
っ

て
正
確
を
期
し
が
た
い
の
で
あ
る
が
、
先
の
大
坂
、
堺
の
場
合
と
違

っ
た
傾
向
が
感
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

京
都
六
条
村
に
つ
い
て
は
一
八
世
紀
前
半
の
、
し
か
も
若
干
史
料

的
性
格
の
異
な
る
数
値
し
か
判
明
し
な
い
。
京
都
の
場
合
、
年
寄
が

役
地
を
受
け
、
そ
こ
に
住
居
す
る
者
を
手
下
と
し
て
役
を
負
っ
た
の

で
、
人
数
の
把
握
も
、
時
に
は
役
田
地
別
の
、
あ
る
時
は
丁
の
、
ま

た
は
役
負
担
者
の
数
値
に
な
っ
て
い
ろ
な
ど
、
表
わ
さ
れ
る
数
値
に

２
皮
田
町
の
人
口
動
態

表６堺塩穴村人ロ

戸数｜人□｜指標

1695（元禄８）

1701(元禄14）

1717（享保２）

1728（享保13）

1747（延享４）

1757（宝暦７）

1781（天明１）

1790（寛政２）

1813（文化10）

天保期

加
泌
孤
銘
始
印
他
帥
Ⅳ
Ⅱ
１
 

185 

如
蛆
臼
町
朗
船

216 

285 

354 

425 

459 

132 572 

135 547 

182 798 

909 237 

天保を１００とした人□の指数

今
日
、
皮
田
村
の
人
口
増
が
、
基
本
的
に
自
然
増
で
あ
っ
た
こ
と

（
５
）
 

は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
で
は
皮
田
村
と
対
比
し
て
み
た
場
合
の

皮
田
町
の
人
口
動
態
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
概
略
の
動
向
か
ら

見
て
い
こ
う
。

比
較
的
長
期
間
の
人
口
動
態
を
知
り
う
る
の
は
渡
辺
村
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
人
口
は
、
江
戸
時
代
移
転
に
つ
ぐ
移
転
の
後
定
着
し
た

時
点
Ｉ
元
禄
一
一
年
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
表
５
に
す
る
限
り
で

は
、
天
保
一
一
一
年
を
ピ
ー
ク
に
、
そ
れ
以
前
は
一
貫
し
た
増
加
に
な
っ

て
い
ろ
。
宝
歴
六
年
以
後
は
「
大
阪
市
史
』
に
よ
っ
て
毎
年
の
人
口

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
ほ
と
ん
ど
毎
年
の
増

で
、
寛
政
四
年
か
ら
四
千
人
台
、
文
政
一
二
年
か
ら
四
五
○
○
人
台

に
な
り
、
天
保
七
年
ま
で
で
五
千
に
六
人
不
足
、
し
か
し
八
年
か
ら

は
四
二
○
○
人
台
に
お
ち
込
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
は
安
政
五
年
に
は

変
動
が
あ
っ
た
。
京
都
山
城
に
つ
い
て
は
、
洛
北
ニ
ヵ
村
の
場

合
、
表
８
の
史
料
が
得
ら
れ
ろ
。
こ
の
三
時
点
の
人
数
が
同
一
の
対

象
に
よ
る
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
同
一
と
見
る
な
ら
増

（
６
）
 

加
が
確
認
さ
れ
ろ
。
町
中
の
五
、
一
の
ろ
い
は
一
ハ
ヵ
村
の
人
数
の
推
移

を
知
る
史
料
は
得
ら
れ
な
い
。

奈
良
東
之
坂
の
場
合
、
性
格
の
異
な
る
史
料
を
つ
な
い
だ
た
め
で

も
あ
る
が
不
可
解
な
数
値
が
得
ら
れ
ろ
。
ま
ず
寛
永
二
年
（
一
六

三
四
）
に
つ
い
て
「
松
操
録
』
（
大
正
四
年
編
纂
史
料
集
全
四
巻
）

に
次
の
よ
う
な
筆
写
文
書
が
収
め
ら
れ
て
い
ろ
。

御
公
役
地
御
改
之
覚

一
、
役
家
五
軒

坂
上
村

此
米
三
石
八
斗
八
升
九
合

右
屋
敷
地
子
米
御
免
許
也

一
、
八
反
八
畝
弐
拾
四
歩
弐
厘

一
、
役
家
五
軒

一
、
竃
数
六
拾
五
軒

家
持
一
一
一
十
六
軒

内
削
糊
壯
燗
軒

番
小
屋
壱
軒

寛
永
拾
壱
甲
戌
年

甚
右
衛
門

七
月
改

表５大坂渡辺村人ロ

1692（元禄５）

1713（正徳３）

1750（寛延３）

1756（宝暦６）

1766（明和２）

1780（安永９）

1790（寛政２）

1800（寛政12）

1815（文化12）

1830（天保１）

1832（天保３）

1845（弘化２）

1859（安政６）

〈
ｂ
Ｐ
Ｏ
ｑ
Ｌ
－
Ｏ
ｎ
Ｕ
１
｛
毎
Ｊ
〈
ｂ
Ｑ
〉
【
Ｊ
〈
Ｕ

『
人
４
《
〈
Ｏ
〈
ｂ
７
戸
Ｉ
７
（
ろ
父
）
。
〉
ｎ
Ｖ１
《

840 

2,341 

3,158 

3.370 

3.590 

3,686 

3.978 

4,423 

４，５６２ 

4,980 

5,122 

朋
泊

鮒
天保３年5,122を100として指標

を作成。出典『大阪市史」

趨鶏蕊
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皮
多
役
を
負
う
本
家
が
五
軒
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
一
八
反
八
畝
余
歩

あ
り
屋
敷
地
子
免
除
地
で
あ
っ
た
こ
と
（
他
の
史
料
か
ら
慶
長
一
一
八

年
と
思
わ
れ
ろ
）
、
家
数
は
六
五
軒
、
う
ち
明
屋
が
七
軒
あ
っ
た
の

で
五
八
軒
が
実
数
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
知
り
う
る
。
次
に
寛
永

二
○
年
の
「
五
人
組
」
書
上
げ
に
な
る
と
甚
右
衛
門
他
年
寄
三
家
を

含
め
て
一
八
軒
の
記
載
が
あ
る
の
み
で
こ
れ
を
文
字
通
り
信
ず
る
と

表７皮田町の人口推移

無
差
別
西
在
迄
自
由
一
一
稼
仕
」
（
天
保
五
「
乍
恐
願
上
奉
候
」
旧
東

之
坂
町
文
書
）
ろ
西
之
坂
と
い
う
皮
田
町
が
存
在
し
た
が
人
口
も
含

め
て
ほ
と
ん
ど
史
料
を
得
な
い
。

風
呂
谷
・
糸
木
・
岡
島
の
場
合
、
戸
数
、
人
数
共
に
増
加
し
て
い

ろ
。
風
呂
谷
の
場
合
、
明
治
四
年
の
も
の
は
職
業
を
有
す
る
者
の
数

で
あ
る
か
ら
、
人
数
が
そ
れ
以
上
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
７
）
，
 

一
貫
し
た
増
加
と
一
一
一
一
口
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

地
方
城
下
町
で
は
高
田
城
下
の
も
の
が
知
ら
れ
る
が
こ
こ
で
も
人

口
は
増
加
の
傾
向
を
た
ど
っ
て
い
ろ
。

．
次
に
こ
れ
ら
の
皮
田
町
の
人
口
動

訳
〃
川
〃
鰭
態
と
、
そ
の
町
全
体
の
動
向
と
の
関

内
男
馴
馴
糊
る
わ
り
を
見
て
み
よ
う
。
大
坂
三
郷
の

》附加轌綱雛鯏繍鮮溌繍蝿灘
鰄
の
①
⑤
蹴
鯛
の
変
以
後
も
続
い
た
建
築
ブ
ー
ム
に

京
詠
疏
報
灘
臆
よ
る
労
働
力
集
中
に
よ
っ
て
四
○
万

劃
肌
川
肌
鮒
就
を
超
え
て
い
た
。
そ
れ
が
一
七
世
紀

Ⅳ
Ⅳ
Ⅳ
宝
享
中
葉
に
は
激
減
し
、
後
期
か
ら
一
八

世
紀
中
期
ま
で
、
ほ
ぼ
一
貫
し
た
増

に
転
じ
る
が
、
一
七
六
五
年
を
ピ
ー
ク
（
四
二
万
弱
）
に
下
降
し
は

じ
め
、
幕
末
に
は
三
○
万
に
ま
で
お
ち
込
ん
で
い
ろ
。
堺
の
場
合

戸数 人数

岡島村 1782（天明２）

1802（享和２）

1803（享和３）

1839（天保10）

188 

1,446 

1,521（８才以上）

2.324 537 

Ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
Ｊ
 

１
５
６
７
１
 

１
 

永
徳
保
保
一
己
子

宝
正
享
享
延

く
く
く
く
く

剛
茄
皿
伽
叫

１
１
１
１
１
 

六条村 728 

789 

168 

526 

636 

959 

1691（元禄４）

1701（元禄14）

1799（寛政11）

[871（明治４）

風呂谷 217 

肥
妬
弱
剛

280 

糸木村 1691（元禄４）

1701（元禄14）

1769（明和６）

1868（明治１）

ｎ
通
羽
閲

７０ 

１０４ 

Ｊ
Ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
 

１
０
２
８
９
５
２
６
８
 

１
２
 

１
 

永
永
禄
禄
保
明
政
保
保

寛
寛
元
元
享
天
文
天
天

く
く
く
く
く
く
く
く
く

捌
棚
棚
棚
剛
筋
卿
嚇
脚

１
１
１
１
１
１
１
１
１
 

東之坂

に
と
ど
、
ま
る
。

こ
れ
ら
の
数
値
全
体
を
信
ず
る
と
す
る
な
ら
ば
こ
れ
を
ど
の
よ
う

に
矛
盾
な
く
説
明
す
る
か
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
今
は
事
実

の
提
示
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
一
八
世
紀
中
期
以
後
の

人
口
増
は
史
料
で
も
確
認
さ
れ
ろ
。
な
お
奈
良
市
中
に
は
東
之
坂
町

と
並
ん
で
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
東
之
坂
よ
り
も
「
奈
良
町
中
南
北

筋
珀
阻
、
Ⅳ
坊
弘
船
舶

は
、
一
七
世
紀
中
期
に
最
大
の
人
口
（
七
万
弱
）
を
示
す
が
、
以
後

は
下
降
し
、
元
禄
期
に
若
干
増
加
す
る
も
の
の
、
以
後
は
下
降
に
む

か
っ
て
い
て
、
安
政
六
年
で
は
四
万
を
割
っ
て
い
ろ
。
京
都
で
は
寛

永
二
年
に
四
一
万
の
洛
中
人
口
が
あ
り
、
そ
れ
は
一
七
世
紀
後
期

に
や
は
り
激
減
し
、
天
和
三
年
で
一
一
七
万
に
な
っ
て
い
ろ
。

諸
都
市
の
人
ロ
動
向
と
皮
田
町
の
動
向
と
を
比
較
す
る
な
ら
、
大

耐仏刑而側疏町Ⅷ弍削脚肺馴加麺辨淵燗抓岫破畑
Ｊ
 

皮
’
１
１
１
ｋ
冊
と
京
都
で
は
都
市
人
口
の
停
滞
と
皮
田
町
の

下
ｊ
Ｊ
ｊ

醐
刷
刷
撒
停
滞
と
は
対
応
し
て
い
る
こ
と
、
越
後
高
田

一
局
境
俵
傾
で
は
、
延
宝
八
年
一
一
万
一
○
○
○
で
あ
っ
た

劃加川朏刑肪紬知剛一三噸隆貯解一一一両壯川即卿い
な
か
っ
た
よ
う
に
停
滞
的
で
あ
り
、
皮
田
町

の
場
合
も
こ
れ
と
同
様
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
明
治
初
年
に
は
皮
田

町
の
人
口
増
を
見
て
い
る
こ
と
、
等
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

を
要
す
る
に
、
農
村
の
皮
田
村
が
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
る
限
り
一
貫
し

た
増
加
を
と
げ
て
い
る
の
に
比
し
て
、
皮
田
町
の
人
口
動
向
に
は
当

該
都
市
の
経
済
動
向
や
当
該
地
域
の
情
況
に
規
定
さ
れ
て
多
様
さ
が

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

右
に
見
た
こ
と
は
、
皮
田
町
の
人
口
動
態
が
、
都
市
経
済
の
伸
長

と
直
接
的
関
連
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ろ
。
皮
田
村
の

７８ 

５４ 

２６７（難渋人数書上げ）

す
れ
ば
一
○
年
ほ
ど
の
間
に
四

○
軒
ほ
ど
が
消
滅
し
て
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ

が
別
の
史
料
で
は
「
寛
永
弐
拾

年
ニ
ハ
戸
数
七
拾
戸
也
」
（
「
松

操
録
」
）
と
あ
り
、
こ
れ
ま
た

大
き
く
矛
盾
を
き
た
す
の
で
あ

る
。
以
後
表
７
で
示
し
た
よ
う

に
「
五
人
組
」
書
上
げ
系
統
の

史
料
が
続
き
よ
う
や
く
享
保
九

年
に
な
っ
て
「
宗
門
改
帳
」
が

得
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
こ
れ

も
数
値
は
「
五
人
組
」
帳
の
書

上
げ
に
等
し
く
、
｜
軒
ご
と
の

詳
細
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
一

七
軒
（
内
借
家
六
軒
）
七
八
人

義
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東
之
坂
町
民
が
隣
村
川
上
領
に
年
貢
地
を
得
て
、
居
住
す
る
と
い

う
事
態
が
広
が
っ
た
時
、
住
居
の
取
り
こ
わ
し
を
川
上
村
役
人
で
は

な
く
、
そ
れ
と
無
関
係
な
西
之
坂
町
役
人
が
訴
え
出
た
の
は
次
の
よ

う
な
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
先
に
引
い
た
文
政
一
二
年

（
一
八
二
九
）
の
「
覚
」
は
、
続
い
て
「
履
物
商
直
職
之
者
多
く
相

成
西
之
坂
支
障
に
相
成
候
」
と
述
べ
て
い
て
、
移
入
し
た
者
達
が
、

最
も
簡
単
で
手
近
か
な
履
物
商
、
直
職
に
従
事
し
、
そ
れ
が
従
来
か

ら
奈
良
町
で
同
職
を
営
む
者
の
多
い
西
之
坂
を
圧
迫
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
い
わ
ば
「
棒
手
振
」
層
に
比
定
さ
れ
る
者
達
で
、
多
く
は

借
家
人
で
あ
っ
た
。
農
村
に
あ
っ
て
高
持
と
無
高
、
水
呑
が
基
本
的

に
区
別
さ
れ
た
よ
う
に
、
都
市
で
は
家
持
と
借
家
人
が
住
民
構
成
上

の
基
本
的
区
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
皮
田
村
で
も
皮
田
町
で
も
基

本
的
に
同
様
の
意
味
を
も
っ
た
。
農
村
に
あ
っ
て
皮
多
村
が
持
高
に

対
す
る
も
の
と
し
て
の
百
姓
公
役
た
る
夫
役
、
夫
米
を
免
除
あ
る
い

は
賦
課
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
都
市
に
あ
っ
て
は
皮
田
町
は
屋
敷
、

以
上
見
て
き
た
如
く
、
皮
田
町
の
人
□
動
態
を
規
定
し
て
い
た
一

つ
の
大
き
な
要
因
は
、
流
入
、
移
出
で
あ
り
、
こ
の
点
で
皮
田
村
の

人
□
動
態
と
基
本
的
に
異
な
っ
て
い
た
。

人
口
動
態
に
あ
っ
て
も
社
会
的
要
因
が
作
動
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
だ
が
、
直
接
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
問
に
は
い
く
つ
か
の
要

因
が
媒
介
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
皮
田
町
の
人
口
動
向
は
、
流
入
、

移
出
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
な
の
で
あ
り
、
皮
田
村
で
は
社
会
的
規
制

も
あ
っ
て
、
ほ
ぼ
自
然
性
的
な
、
分
家
、
絶
家
命
出
生
、
死
亡
に
よ

る
動
向
が
主
た
る
面
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

享
保
一
六
年
（
’
七
一
一
一
一
）
’
一
月
、
天
部
村
源
左
衛
門
、
六
条

村
与
三
兵
衛
の
両
年
寄
は
奉
行
所
に
対
し
て
、
銭
座
跡
に
村
を
つ
く

り
た
い
と
願
い
出
た
。
そ
の
地
は
銭
座
跡
で
、
銅
気
が
多
く
て
作
物

も
で
き
ず
、
六
条
村
な
ど
が
近
く
に
あ
る
た
め
に
、
誰
も
開
発
を
願

い
出
る
も
の
ち
な
い
地
で
あ
っ
た
。
即
刻
許
さ
れ
、
住
宅
地
と
し
て

七
○
三
六
坪
余
、
年
貢
高
玄
米
一
一
一
○
石
分
を
相
場
で
銀
納
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
北
半
分
が
天
部
村
領
、
南
が
六
条
村
分
、
こ
の
時
に
は

持
家
四
○
余
戸
、
借
家
八
○
戸
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
人
口

は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
天
明
二
年
（
’
七
八
一
一
）
に
は
持
家
一

五
○
、
借
家
一
五
○
余
戸
と
、
三
倍
近
く
に
ま
で
ふ
く
れ
あ
が
り
、

そ
の
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
牢
屋
敷
外
番
役
人
夫
の
割
付
け
を
め
ぐ
っ

て
、
他
四
ヵ
村
と
争
論
に
な
っ
て
い
ろ
。
そ
の
際
に
、
四
力
村
が
西

役
所
に
願
い
出
た
「
口
上
書
」
（
「
柳
原
町
史
』
二
九
七
頁
）
に
よ

る
と
、
こ
の
間
の
人
ロ
増
は

夫
よ
り
以
来
追
々
家
数
一
家
増
一
一
遠
国
近
国
ノ
稔
多
百
姓
入

込
住
居
仕
当
時
五
百
軒
会
モ
有
之

３
住
民
構
成
の
特
質

０
卍
８
個

と
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
流
入
に
よ
る
増
加
と
述
べ
て
い
ろ
。

奈
良
東
之
坂
の
場
合
に
も
、
事
情
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
文
政
九
年

（
一
八
一
一
六
）
七
月
、
西
之
坂
町
役
人
は
、
東
之
坂
町
の
者
共
が
川

上
村
年
貢
地
を
借
り
う
け
た
り
、
買
っ
た
り
し
て
家
を
建
て
て
い
る

と
し
て
、
そ
の
取
り
こ
わ
し
を
訴
え
出
た
。
そ
の
際
の
関
係
文
書
に

よ
る
と
、
川
上
村
に
家
を
持
ち
居
住
し
て
い
る
者
は
七
名
で
あ
る

が
、
こ
の
よ
う
に
除
地
以
外
の
地
に
居
住
地
が
広
が
る
の
は
人
口
増

の
た
め
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、

是
迄
所
々
方
々
よ
り
引
越
来
侯
者
数
多
有
之
川
上
領
年
貢
地

（
８
）
 

借
一
調
家
建
致
自
然
人
数
相
増
候

と
あ
る
よ
う
に
、
や
は
り
流
入
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
表
７
所
収
の
東
之
坂
町
の
人
ロ
は
、
享
保
ま
で
ほ
と

ん
ど
増
加
が
な
か
っ
た
が
、
右
と
同
じ
性
格
の
事
件
は
、
享
保
一
○

年
（
’
七
二
五
）
に
も
起
こ
っ
て
お
り
、
そ
の
際
の
「
覚
」
に
は
、

「
其
上
御
年
貢
地
一
一
立
物
立
置
候
者
庄
右
衛
門
壱
人
な
ら
て
ハ
無
御

座
候
二
付
」
（
『
奈
良
県
同
和
事
業
史
』
四
三
七
頁
）
と
あ
る
。
こ

の
「
覚
」
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
表
７
に
示
さ
れ
た
数
値
が
嘘
で
あ
る

か
、
享
保
九
年
以
後
に
急
激
な
人
口
増
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
な
ろ

う
。
大
坂
渡
辺
村
の
場
合
、
新
町
が
流
入
に
よ
る
増
加
で
あ
っ
た
こ

と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
岡
島
村
に
つ
い
て
は
渡
辺
は
流
入
増
と
す

る
。
風
呂
谷
の
明
治
四
年
戸
籍
で
も
寛
政
期
か
ら
急
速
な
流
入
が
始

ま
っ
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
。

本
と
し
た
。
そ
こ
で
皮
田
町
の
住
民
構
成
を
ま
ず
家
持
、
借
家
の
別

か
ら
見
て
い
こ
う
。

表
加
は
、
今
日
ま
で
に
明
ら
か
に
し
う
る
一
覧
で
あ
る
が
、
渡
辺

村
の
そ
れ
を
知
り
得
な
い
が
、
｜
股
に
借
家
層
の
比
率
は
高
い
。
渡

辺
村
で
も
八
軒
町
、
七
瀬
新
田
に
は
流
入
者
の
借
家
が
ひ
し
め
き
、

そ
れ
で
も
不
足
し
て
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
に
は
七
瀬
新
田
に
三

○
戸
一
棟
の
借
家
が
公
儀
の
手
で
建
て
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
か

ら
、
や
は
り
借
家
層
の
比
率
が
高
か
っ
た
こ
と
を
推
測
し
う
る
。
表

、
中
、
同
一
皮
田
町
で
比
率
の
推
移
を
知
り
う
る
の
は
六
条
、
銭
座

跡
村
、
塩
穴
、
東
之
坂
で
あ
る
が
、
こ
の
内
六
条
は
同
一
性
格
の
史

料
で
は
な
い
の
で
除
外
す
る
と
、
塩
穴
、
東
之
坂
の
い
ず
れ
と
も
借

家
人
の
比
率
は
高
く
な
り
、
銭
座
跡
村
で
は
若
干
低
く
な
っ
て
い

ろ
。
跡
村
で
も
、
借
家
そ
の
も
の
は
半
世
紀
で
、
約
倍
に
な
っ
て
い

（
９
）
 

ろ
。町
自
治
は
、
わ
け
て
も
近
世
初
頭
１
前
期
で
は
持
家
層
に
よ
っ
て

運
営
さ
れ
て
い
て
、
借
家
層
は
除
外
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
基
本
的

に
皮
田
町
で
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。
あ
る
い
は
先
に
見
た
東
之
坂

町
の
不
可
解
な
数
値
は
こ
の
こ
と
と
関
連
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
皮
多
村
が
農
村
に
あ
り
、
実
態
的

に
百
姓
村
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
ら
は
百
姓
身
分
で
な
か
っ
た
よ
う

に
、
皮
田
町
住
民
も
都
市
構
造
の
一
部
を
事
実
と
し
て
構
成
し
な
が

’’一
』
や
は
ｈ
感
収
夛
ら
、
も
甜
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え
な
い
。
こ
の
点
で
は
ま
ず
曰
稼
、
日
雇
層
と
皮
革
、
皮
革
関
連
業

（
と
く
に
雪
駄
売
り
、
直
し
）
の
職
業
比
率
が
き
わ
め
て
高
い
点
を

挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
皮
田
町
の
初
頭
１
前
期
の
職
業
構
成
を

知
り
う
る
も
の
は
な
く
、
東
之
坂
の
享
保
九
年
「
宗
門
改
帳
」
が
ご

く
早
い
時
期
に
属
す
る
と
い
え
よ
う
。
借
家
層
の
職
業
が
記
さ
れ
て

い
な
い
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
一
七
軒
の
内
、
家
持
ち
が
二
軒
で
、

皮
屋
四
（
下
人
三
、
借
家
人
一
一
一
軒
九
人
）
、
草
履
屋
一
一
一
（
下
人
な

し
）
、
青
屋
二
（
下
人
六
、
借
家
人
一
軒
四
人
）
、
太
鼓
屋
（
下
人

一
一
、
借
家
一
軒
三
人
）
、
雪
踏
屋
一
（
下
人
な
し
）
と
、
青
屋
二
軒

を
除
く
九
軒
が
い
ず
れ
も
皮
革
、
皮
革
関
連
業
者
で
あ
っ
た
。

大
坂
渡
辺
村
の
皮
問
屋
が
諸
国
に
前
貸
資
本
を
投
入
し
て
い
た
こ

と
、
全
国
の
皮
革
事
業
が
領
国
で
の
革
需
要
に
応
え
る
面
と
同
時
に

渡
辺
村
へ
の
求
心
的
構
造
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ

（
、
）

ろ
。
原
皮
集
積
の
優
位
ざ
（
後
期
に
は
一
○
万
枚
）
だ
け
で
な
く
、

Ｉ
皮
加
工
Ⅱ
諜
職
に
つ
い
て
も
播
磨
高
木
、
摂
津
火
打
な
ど
の
高
い
技

餓
術
を
ほ
ぼ
独
占
し
て
い
た
。
渡
辺
村
の
職
業
構
成
は
不
明
だ
が
、
皮

噸
問
屋
は
近
世
初
頭
に
は
一
一
一
軒
の
大
問
屋
が
あ
っ
た
他
は
、
正
確
な

瀧
数
は
分
か
ら
な
い
。
天
明
で
百
余
名
、
天
保
年
間
で
一
一
百
名
の
専
業

制
者
と
い
う
（
『
西
浜
町
の
沿
革
と
産
業
』
）
。
そ
れ
に
比
し
て
加
工

螂
業
の
方
は
、
元
文
一
一
一
年
（
一
七
一
一
一
八
）
で
四
○
余
人
の
革
細
工
問
屋

（
画
）

近
の
下
に
細
工
職
人
が
四
○
○
人
あ
っ
た
こ
と
が
史
料
に
見
え
ろ
。
彼

閉
ら
は
定
め
ら
れ
た
年
二
回
に
市
中
の
公
儀
橋
九
カ
所
の
橋
台
で
雪

と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
身
分
制
の
矛
盾
は
胚
胎
し
て
い
た
。
実
態
と

し
て
同
一
と
い
っ
て
も
、
し
か
し
、
や
は
り
特
質
は
あ
っ
た
。
何
よ

表１０皮田町の家持、借家区分

考備家持｜借家（％)|年代

手下役人家々借家人
'澱:;)|蕊：六条

釣
型

瀞|,詔鯛|霧'2銭座跡村

32(69.6） 蓮台 郷 1４ 

5(25） 北小路 1５ 

２６(54.2） 
５６(62.9） 
108(45.6） 

元禄１４
延享４
天保年間

塩穴 ２２ 

３３ 

１２９ 

討議
28(4３ 
６(35 
29(4３ 

東之坂

６
１
７
 

３
１
３
 

家持の内15は借地160(59.5） 明治４風呂谷村’１０９

111(38.5）｜天明８岡島村’１７７

家持の内53は借地54(39.の 明治５伊賀矢川村 8３ 

り
も
旦
那
場
制
を
媒
介
に
し
た
支
配
、
生
業
構
造
に
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
の
点
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
の
は
奈
良
東
之
坂
の
場

合
で
あ
る
。

東
之
坂
で
は
、
五
名
の
座
衆
と
、
そ
れ
以
外
の
非
衆
と
い
う
階
層

構
成
が
あ
っ
た
。
座
衆
は
①
奈
良
町
相
手
の
綱
貫
（
皮
革
の
浅
沓
）

売
場
の
権
利
②
非
人
上
米
の
徴
収
、
つ
ま
り
非
人
支
配
権
限
③

「
皮
浄
め
の
義
ハ
我
等
進
退
に
て
御
座
侯
」
（
東
之
坂
文
書
「
奈
良

県
同
和
事
業
史
」
四
二
六
頁
）
と
い
う
よ
う
に
死
鹿
処
理
権
④
惣

道
場
の
運
営
⑤
座
衆
で
な
け
れ
ば
年
寄
役
に
は
な
れ
な
い
し
、
座

衆
が
年
寄
役
を
差
配
す
る
と
い
う
町
政
上
、
経
済
上
の
絶
大
の
権
限

（
、
）

が
付
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
延
宝
の
一
件
は
、
こ
の
よ
う
な
閉
鎖

的
な
座
支
配
に
対
し
て
下
か
ら
の
つ
き
あ
げ
が
あ
っ
た
こ
と
を
示

（
誰
）

し
、
「
先
年
座
衆
之
改
」
が
あ
っ
た
こ
と
、
「
村
々
内
た
連
二
一
ｍ
も

座
入
ヲ
致
」
す
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
座
に
よ
る
村

中
の
支
配
が
中
世
来
か
ら
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
の
皮
田
町
に
つ
い
て
は
、
東
之
坂
ほ
ど
の
ま
と
ま
っ
た
史
料
を

（
ｕ
）
 

得
な
い
が
紀
州
で
の
座
中
と
平
の
区
別
、
｜
泉
都
五
ヵ
村
の
年
寄
合
議

支
配
に
も
旦
那
場
権
と
の
関
わ
り
が
存
し
た
。
風
呂
谷
村
で
も
治
右

衛
門
、
新
兵
衛
の
両
一
門
が
村
政
を
に
ぎ
っ
て
い
た
が
、
彼
ら
は
ま

た
蕊
牛
馬
処
理
、
皮
革
業
の
特
権
を
も
有
し
て
い
た
。

次
に
、
皮
田
町
の
住
民
構
成
上
の
特
徴
を
立
入
っ
て
見
よ
う
と
す

れ
ば
職
業
構
成
の
特
徴
を
析
出
す
る
と
い
う
方
向
に
む
か
わ
ざ
ろ
を

踏
、
こ
ん
こ
う
、
綱
貫
の
販
売
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
市
中
問

屋
に
納
め
る
他
は
こ
の
二
回
の
販
売
の
た
め
に
一
年
間
細
工
に
勤
め

た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
雪
踏
直
し
の
者
は
こ
の
他
に
相
当
数
い
て

日
々
市
中
に
出
て
い
た
。

堺
塩
穴
の
職
業
構
成
の
史
料
も
得
な
い
が
、
安
永
四
年
二
七
七（型
）

五
）
塩
穴
と
南
王
子
村
の
雪
踏
直
し
同
士
が
大
津
村
で
二
ず
つ
た
事
件

か
ら
塩
穴
で
も
雪
踏
業
・
直
し
業
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
を
知
る
。

京
都
で
の
皮
革
業
に
つ
い
て
は
六
条
の
移
転
の
際
に
皮
張
場
や
晒

場
が
定
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
当
初
は
、
か
な
り
の
加
工
業
を
営
ん

で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
滝
沢
馬
琴
の
『
覇
旅
漫
録
」
の
大
坂
市
中
の

総
評
に
、

ヤ
タ
イ

壼
三
踏
を
う
る
ち
の
は
議
多
に
て
橋
詰
に
祇
店
あ
り
素
人
の

店
に
雪
踏
な
し
（
中
略
）
京
も
こ
れ
に
同
じ

と
あ
っ
て
京
都
で
も
雪
踏
が
町
皮
田
の
手
で
細
工
、
商
い
さ
れ
て

い
た
。

少
し
長
く
な
る
が
「
京
都
柳
原
町
史
」
を
引
用
す
る
。

七
条
裏

一
、
非
人
小
屋
ナ
レ
ハ
職
業
ナ
シ
、
袖
乞
等
ニ
テ
棲
息
ス

八
条
、
七
条
郷
、
小
稲
荷

一
、
七
条
郷
ハ
天
正
以
後
・
八
条
上
ハ
享
保
年
間
・
小
稲
荷
ハ
天

保
年
間
以
後
旧
穣
職
ヲ
以
テ
生
活
ス
（
中
略
）

（
旧
草
稿
）
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小
稲
荷

一
、
本
村
ハ
天
保
時
代
開
発
以
来
皮
革
一
問
及
、
上
雪
踏
・
下
駄
・

沓
・
履
物
表
等
ヲ
以
テ
生
活
ス
。
特
有
物
産
山
猟
・
小
猟
・
船

乗
等
無
之
（
中
略
）

七
条
郷

角
ナ
雪
踏
ア
リ
竹
皮
草
履
二
条
御
城
蕃
掃
除
人
夫
其
隙
一
一
之
ヲ
作
ル

と
あ
る
。
彼
ら
の
多
く
は
履
物
売
り
、
直
し
で
渡
世
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
天
明
一
一
年
の
史
料
に
も
「
私
共
五
箇
村
手
下
ノ
モ
ノ
共
四

足
革
商
売
雪
踏
屋
井
下
職
雪
踏
直
仕
侯
モ
ノ
共
斗
ニ
テ
身
貧
二
渡
世

仕
居
候
」
（
『
柳
原
町
史
』
’
一
一
一
版
二
九
一
八
頁
）
と
あ
っ
た
。
寛
保

二
年
（
’
七
四
一
一
）
’
’
一
月
一
一
四
日
夜
四
シ
す
ぎ
大
宮
通
り
で
銭
座

与
兵
衛
は
酒
に
よ
い
つ
ぶ
れ
て
い
て
町
か
ら
六
条
年
寄
に
引
取
り
方

を
命
じ
た
。
彼
は
「
京
廻
り
の
稜
多
」
（
『
諸
式
留
帳
」
三
一
版
一

六
五
頁
）
雪
踏
売
り
で
あ
っ
た
。
ま
た
延
享
四
年
大
晦
日
（
一
七
四

（
店
）

七
）
堀
川
ざ
、
わ
ら
木
町
で
見
世
出
し
の
雪
踏
売
り
で
あ
る
北
小
路
の

者
が
武
士
に
乱
暴
を
う
け
て
い
ろ
。
享
保
八
年
（
一
七
一
一
一
一
一
）
二

月
に
は
五
条
東
橋
詰
で
七
月
・
’
二
月
に
雪
踏
を
完
見
世
で
販
売
し

て
よ
い
こ
と
に
な
っ
た
（
『
留
帳
」
七
三
’
四
頁
）
。

畿
内
周
辺
、
地
方
領
国
都
市
で
も
皮
革
事
業
、
皮
革
関
連
業
の
比

率
、
及
び
下
職
、
日
雇
、
日
稼
層
の
比
率
は
高
い
。
幕
末
の
史
料
と

さ
れ
る
年
不
詳
の
紀
州
岡
島
村
の
職
業
構
成
は
、
皮
類
職
が
三
○
余

人
、
雪
踏
細
工
人
が
五
○
○
余
人
、
農
日
雇
一
五
○
、
農
業
六
○
余

皮
田
町
の
内
部
構
成
を
皮
多
村
と
の
対
比
で
明
ら
か
に
す
る
と
い

う
本
章
の
課
題
設
定
は
役
職
制
の
と
こ
ろ
で
も
指
摘
し
た
こ
と
で
あ

る
が
、
始
め
か
ら
一
面
性
を
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
皮

田
町
の
内
部
構
成
の
特
質
は
何
よ
り
も
当
該
都
市
と
の
対
比
の
上
で

こ
そ
検
討
が
試
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
当
初
か
ら
そ
の
視
角
は
捨
象
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
問
題
を

正
面
か
ら
分
析
す
る
た
め
の
論
理
や
方
法
論
、
さ
ら
に
は
史
料
を
持

ち
合
わ
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
全
体
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
こ

こ
で
も
皮
田
町
の
概
念
形
成
の
た
め
に
あ
れ
こ
れ
の
筆
者
な
り
の
論

点
整
理
を
こ
こ
ろ
が
け
た
の
で
あ
っ
た
。

表１１

伊賀矢川村職業構成（明治5）

の
で
あ
る
。

４
小
括

職業区分｜戸数１％

農 61’３９．９ 

雪
皮
履

踏
革
物

羽
２
妬 |剛

韻
戟
工
結
湯
雇
他
の

馬
力
牛
人
大
髪
洗
日
そ

５
７
１
２
２
７
２
 

１
 

計 153 

（
西
）

人
と
い
う
内
訳
で
あ
っ
た
。
「
岡
島
村
の
穣
多
は
田
ア
子
は
木
履
雪
踏

直
し
を
職
と
し
日
々
市
中
を
巡
」
（
『
南
紀
紀
川
史
」
）
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

風
呂
谷
村
明
治
四
年
戸
籍
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
圭
一
の
紹
介

（
垢
）

が
あ
り
、
ま
た
近
曰
に
は
田
中
真
次
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
発
表
さ

れ
ろ
と
聞
く
の
で
、
そ
れ
に
ゆ
ず
る
が
、
持
家
層
の
内
比
率
の
高
い

の
は
下
職
四
七
、
花
屋
一
六
、
牛
馬
扱
い
二
皮
革
関
連
業
一
○
、

の
順
で
、
借
家
層
で
は
、
や
は
り
下
職
八
八
、
つ
い
で
花
屋
一
五
、

日
雇
一
一
と
な
る
。
戸
籍
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
下
職
の
多
く
は
皮

革
細
工
職
で
あ
る
。
両
者
合
わ
せ
て
全
体
二
六
九
名
、
そ
の
比
率
で

は
単
純
労
働
の
曰
稼
層
が
一
七
四
で
六
四
・
八
％
を
占
め
ろ
。
こ
の

内
の
一
三
五
が
下
職
で
、
彼
ら
を
皮
革
関
連
職
人
と
見
れ
ば
、
皮
革

関
連
業
は
一
六
一
人
で
約
六
○
％
に
な
る
。

（
”
）
 

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
伊
賀
矢
川
で
塁
も
同
様
で
あ
る
。
明
治
五
年

の
職
業
構
成
の
内
、
皮
革
関
連
業
は
一
一
一
六
・
六
％
を
占
め
ろ
。
表
、

で
は
日
雇
層
の
比
率
は
低
い
が
、
戸
籍
上
の
ほ
と
ん
ど
が
兼
農
、
兼

雑
業
で
あ
っ
た
か
ら
、
い
わ
ば
日
雇
的
な
層
は
相
当
の
比
率
で
存
在

し
た
と
見
う
る
。

本
節
の
始
め
で
見
た
よ
う
に
、
下
職
や
直
し
は
、
す
ぐ
に
も
職
と

す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
一
定
の
利
益
を
生
ん
だ
。
す
く
な
く
と
も

農
村
に
比
す
れ
ば
都
市
は
貧
民
に
く
ら
し
よ
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
領
主
的
規
制
に
も
か
か
わ
ら
ず
都
市
へ
の
流
入
は
起
っ
た

そ
の
範
囲
で
ひ
と
ま
ず
本
章
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
検
討
対
象
と

し
た
役
職
制
、
人
口
、
住
民
構
成
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
皮
多
村
と

は
同
一
に
扱
え
な
い
特
質
の
存
す
る
こ
と
は
も
は
や
再
言
す
る
ま
で

も
な
い
で
あ
ろ
う
。
住
民
構
成
や
職
業
構
成
に
つ
い
て
は
皮
多
村
に

つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
先
行
研
究
が
え
ら
れ
な
い
た
め
今
後
の
解
明
に

待
つ
と
こ
ろ
が
少
く
な
い
が
、
旦
那
場
制
と
い
う
見
地
か
ら
考
察
す

れ
ば
在
村
皮
多
集
落
と
対
比
し
う
る
独
自
の
内
容
の
あ
っ
た
こ
と
は

疑
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
ろ
。
役
職
制
の
場
合
に
は
彼
ら
へ
の
助
成

・
手
当
の
形
態
、
根
拠
も
旦
那
場
制
に
基
づ
い
て
い
た
し
、
住
民
構

成
の
特
質
も
旦
那
場
制
の
規
定
を
う
け
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
は
人

口
動
態
に
独
自
の
波
長
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
本
章
も
含
め
て
ま
と
め
て
言
及
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
都

市
構
造
と
の
対
比
で
皮
田
町
の
特
質
を
一
一
’
三
の
史
料
で
見
て
お
く

こ
と
に
し
よ
う
。
整
理
さ
れ
た
も
の
で
な
い
。
今
後
の
課
題
の
足
が

か
り
で
あ
る
。

１
享
和
一
一
一
年
（
一
八
○
一
一
一
）
目
安
方
の
下
問
に
答
え
た
渡
辺
村

年
寄
の
「
乍
恐
口
上
」
に
よ
る
と
家
持
ち
が
身
代
限
り
に
あ
つ

（
建
家
）

た
場
合
、
「
家
財
諸
色
家
立
の
類
は
町
方
願
人
へ
引
取
候
莚
〈
村

方
に
て
完
払
侯
共
勝
手
次
第
」
で
あ
る
が
「
屋
敷
地
の
儀
は
願

人
と
相
対
の
上
直
段
の
高
下
に
不
拘
村
方
の
者
引
請
代
銀
に
て

相
渡
可
申
侯
様
」
（
「
摂
津
役
人
村
文
書
」
三
一
版
「
庶
民
生

活
史
料
集
成
』
一
四
巻
所
収
三
九
五
頁
）
に
定
ま
っ
て
い
ろ
と

亀
霞
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し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
政
治
的
意
味
は
皮
田
町
の
借
家
層
の
場
合
と
は
異

な
っ
て
い
る
。

（
⑩
）
「
書
物
之
事
」
延
宝
九
年
七
月
、
「
｜
札
之
事
」
享
保
三
年
一
一
月

な
ど
い
ず
れ
も
『
奈
良
県
同
和
事
業
史
』
所
収
、
な
お
藤
本
清
二
郎
前

掲
論
文
（
こ
の
註
７
）
二
四
一
頁
参
照

（
ｕ
）
渡
辺
広
『
未
解
放
部
落
の
史
的
研
究
』
二
六
頁
こ
れ
は
皮
多
村
の

例
で
は
あ
る
。

（
、
）
と
は
い
え
、
皮
革
業
に
関
す
る
本
格
的
研
究
と
言
え
る
論
文
は
、
播

磨
西
部
に
関
す
る
一
連
の
研
究
（
「
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
『
差
別
事

件
』
の
展
開
」
『
近
世
部
落
史
の
研
究
』
上
巻
所
収
『
揖
竜
の
部
落
史
』

第
六
章
「
明
和
・
天
明
期
の
皮
革
業
の
一
端
」
『
新
し
い
部
落
史
像
を

め
ざ
し
て
』
第
二
集
所
収
）
以
外
に
は
な
く
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ

る
。
別
稿
を
用
意
し
た
い
。
｜
点
の
み
指
摘
し
て
お
け
ば
、
各
藩
の
専

売
制
下
で
も
渡
辺
村
扱
い
の
皮
は
無
課
税
、
あ
る
い
は
優
先
扱
い
を
う

け
て
い
る
。
（
と
り
あ
え
ず
『
揖
竜
の
部
落
史
』
第
一
巻
参
照
）

（
週
）
『
摂
津
役
人
村
文
書
』
前
掲
一
一
一
一
版
三
五
九
頁

（
Ⅲ
）
『
奥
田
家
文
書
』
文
書
番
号
三
八
九

（
巧
）
渡
辺
広
『
未
解
放
部
落
の
史
的
研
究
』
二
九
八
頁

（
ご
『
摂
津
風
呂
谷
皮
田
村
の
歴
史
』
「
近
世
中
後
期
に
お
け
る
『
か
わ

た
』
の
経
済
生
活
」
前
掲
『
研
究
』
所
収

（
Ⅳ
）
矢
川
に
つ
い
て
は
『
都
市
部
落
』
（
部
落
問
題
研
究
所
一
九
五
九
年

刊
）
を
参
照
、
山
口
羽
坂
の
場
合
も
皮
革
業
の
比
率
は
高
い
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
別
稿
「
蝿
牛
馬
処
理
権
を
め
ぐ
る
一
一
・
三
の
問
題
」
（
『
部

落
問
題
研
究
』
門
）
参
照

し
て
い
る
。
つ
ま
り
土
地
は
渡
辺
皮
田
町
内
外
の
身
分
の
者
に

移
ら
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
「
口
上
」

は
逆
の
場
合
、
す
な
わ
ち
町
人
が
破
産
し
て
皮
多
が
願
立
の
場

合
に
は
そ
の
土
地
を
請
取
れ
る
と
し
て
い
ろ
。
た
し
か
に
寛
政

二
年
（
一
七
九
九
）
の
京
都
町
奉
行
所
か
ら
の
江
戸
へ
の
取

計
方
の
尋
ね
に
よ
る
と
、
身
分
を
い
つ
わ
っ
て
稔
多
が
平
人
と

な
っ
て
家
屋
買
受
け
て
摘
発
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
土
地
を
ど
う

す
る
か
に
つ
い
て
従
来
定
め
が
な
か
っ
た
と
い
う
か
ら
こ
の
よ

う
な
こ
と
が
あ
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
右
の
京
都
町
奉
行
の

尋
で
の
評
定
所
一
座
の
裁
定
は
そ
の
土
地
が
町
の
も
の
な
ら
ば

平
人
が
買
受
け
、
家
作
、
家
財
は
藏
多
頭
へ
買
わ
せ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ろ
。
つ
ま
り
町
地
は
ど
の
よ
う
に
せ
よ
皮
田
の
手
に

移
り
え
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ろ
。
そ
し
て
そ
れ
は
幕
藩
制

支
配
の
原
理
で
あ
っ
た
ろ
う
。

２
京
都
に
あ
っ
て
は
家
作
に
独
自
の
規
制
が
加
え
ら
れ
た
。

「
往
古
ハ
半
間
妻
戸
ト
ー
云
上
、
間
口
一
一
一
問
ア
ル
モ
表
ノ
方
ニ
ハ

僅
二
問
半
ヨ
リ
明
ル
事
ヲ
得
ス
」
で
あ
っ
た
が
、
宝
永
五
年
下

村
文
六
死
去
漸
く
し
て
こ
の
制
が
廃
さ
れ
た
が
「
尚
正
面
破

風
、
三
階
、
路
次
門
等
ハ
禁
シ
テ
評
サ
ズ
」
（
「
柳
原
町
史
」
〉

こ
れ
は
七
条
郷
、
八
条
上
、
小
稲
荷
同
様
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
と
も
に
皮
田
町
に
個
有
な
身
分
規
制
で
あ
っ
た
。

（
１
）
「
摂
津
役
人
村
文
書
」
前
掲
一
一
一
一
書
房
版
三
七
九
頁

（
２
）
『
京
都
柳
原
町
史
」
一
一
一
一
書
房
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
」
Ⅲ
巻

所
収
二
七
九
頁
（
以
下
『
柳
原
町
史
」
と
し
、
同
書
か
ら
引
用
）

（
３
）
「
寛
政
五
癸
年
一
一
一
月
風
呂
谷
糸
木
両
村
之
穣
多
共
引
請
斗
方
一
件

日
記
抜
書
北
浜
惣
会
所
」
武
田
忠
孝
家
文
書

（
４
）
「
雑
色
要
録
」
所
収
天
部
村
文
書
年
不
詳
「
菫
て
言
上
仕
侯
」
一
一
一

三
九
頁
周
防
守
の
名
が
見
え
る
の
で
年
代
を
元
和
Ｉ
寛
永
と
し
た
。

（
５
）
高
市
光
男
「
近
世
部
雷
の
人
口
動
態
と
そ
の
背
景
」
「
近
世
部
落
史

の
研
究
」
下
巻
に
よ
っ
て
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
が
、
今
だ
に
社
会
増
を

云
々
す
る
説
が
み
ら
れ
る
。

（
６
）
菅
原
憲
二
「
近
世
京
都
の
非
人
」
『
日
本
史
研
究
』
叱
皿
の
表
６
よ

り
作
成

（
７
）
表
の
内
岡
島
は
渡
辺
広
「
岡
島
皮
田
村
ｌ
役
人
村
の
歴
史
」
『
未

解
放
部
落
の
史
的
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
昭
和
調
年
）
東
之
坂
は
『
奈

良
県
同
和
事
業
史
』
に
よ
っ
た
。

（
８
）
東
之
坂
町
文
書
「
覚
書
之
事
文
政
一
二
年
七
月
」
『
奈
良
県
同
和

事
業
史
』
四
五
五
頁
所
収
、
な
お
本
文
に
も
こ
の
一
件
に
つ
い
て
の
一
一
一
一
一
一

及
が
あ
る
。

（
９
）
借
家
層
が
一
定
の
比
率
で
存
在
し
た
点
は
、
畿
内
の
皮
田
村
で
は
一

般
的
に
と
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
皮
田
村
で
も
居
住
規
制
は
強
く
、
人
口

増
加
に
と
も
な
う
宅
地
が
拡
張
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
泉
州

南
王
子
村
で
は
一
七
九
八
年
一
一
一
軒
１
二
八
四
一
一
一
年
で
一
○
八
軒
に
も

な
っ
て
い
る
。
借
家
比
率
は
五
・
五
↓
三
四
・
五
で
あ
る
。
地
方
皮
田

村
の
史
料
を
得
な
い
が
、
南
王
子
よ
り
は
低
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
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本
稿
で
は
可
能
な
限
り
各
地
の
具
体
例
を
あ
げ
て
紹
介
す
る
こ
と

に
努
め
て
き
た
。
そ
れ
は
一
所
で
ふ
み
込
ん
だ
分
析
に
耐
え
ら
れ
る

史
料
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
で
も
あ
る
が
地
域
部
落
史
の
今
後
の

展
開
を
期
待
し
た
か
ら
で
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

論
理
の
骨
組
み
が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ

こ
で
若
干
の
整
理
を
し
て
私
達
が
新
た
に
提
起
し
た
問
題
や
解
明
し

た
諸
点
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

Ｈ
第
一
に
、
脇
田
修
に
よ
っ
て
改
め
て
「
身
分
に
と
も
な
う
職

業
、
居
住
地
の
制
約
が
近
世
身
分
制
一
般
の
特
質
」
（
『
研
究
」
’

全
国
的
に
も
貴
重
な
羽
坂
皮
田
町
の
経
済
表
な
ど
も
布
引
に
あ
っ
て

は
分
析
の
対
象
に
も
の
ぼ
っ
て
き
て
い
な
い
。
逆
に
前
圭
一
を
中
心

と
し
て
七
○
年
代
に
大
き
く
解
明
の
進
ん
だ
蕊
牛
馬
処
理
権
の
研
究

が
、
各
地
の
こ
の
種
の
史
料
の
位
置
づ
け
を
可
能
に
し
て
地
域
部
落

史
を
豊
か
に
し
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

筆
者
が
望
ん
で
い
る
の
は
後
者
の
そ
の
よ
う
な
方
向
で
あ
る
。
し

か
し
ひ
る
が
え
っ
て
本
稿
を
問
題
に
す
れ
ば
あ
ま
り
に
あ
ち
こ
ち
に

首
を
つ
っ
こ
み
す
ぎ
て
論
旨
の
不
明
確
さ
が
目
に
つ
く
。
こ
こ
で
は

こ
れ
以
上
の
新
し
い
展
開
を
や
め
に
し
て
こ
れ
ま
で
に
論
じ
て
き
た

こ
と
の
若
干
の
交
通
整
理
と
次
な
る
課
題
を
展
望
し
て
お
く
こ
と
に

し
た
い
。

関
東
弾
左
衛
門
支
配
に
つ
い
て
の
研
究
蓄
積
は
一
程
度
存
在
し
、

関
西
の
研
究
者
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
今
だ
関

西
と
関
東
と
の
部
落
史
研
究
は
う
ま
く
整
合
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
ろ

と
は
言
わ
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
日
本
史
全
体
に
共
通
す
る
こ
と
で

あ
る
か
ら
部
落
研
究
と
い
う
一
構
成
部
分
か
ら
改
め
て
指
摘
す
る
ま

で
も
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
ま
ま
で
よ
い
と
い
う

こ
と
で
な
い
以
上
、
部
落
史
研
究
の
分
野
に
お
い
て
も
克
服
の
努
力

は
な
さ
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
ま
た
部
落
史
研
究
の
内
部
で
は
皮
多

身
分
と
そ
れ
以
外
の
賎
民
身
分
に
つ
い
て
こ
れ
も
統
一
的
に
把
握
す

る
理
論
化
は
試
論
さ
え
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
研
究
の
進

ん
だ
非
人
論
を
「
研
究
」
「
史
的
研
究
」
所
収
の
内
田
・
岡
本
論
文

に
つ
い
て
検
し
て
も
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

研
究
の
進
歩
と
は
も
と
も
と
個
別
的
・
特
殊
的
検
討
か
ら
始
ま
る

も
の
だ
と
い
え
ば
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
対
象
に
沈
潜
し
な
い
総
合

化
な
ど
と
い
う
も
の
は
科
学
の
ダ
ン
ゴ
化
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て

そ
う
い
う
方
向
に
そ
っ
て
歴
史
学
は
細
分
化
の
一
途
を
た
ど
っ
た
の

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
七
○
年
代
も
後
半
に
入
っ
て
か
ら
細
分
化
と
は

異
な
る
研
究
動
向
が
生
ま
れ
実
を
結
び
始
め
た
よ
う
に
筆
者
に
は
思

わ
れ
ろ
。
社
会
史
と
い
う
新
し
い
研
究
方
法
が
そ
れ
で
あ
り
、
身
分

制
研
究
の
深
化
や
国
家
論
の
再
検
討
が
そ
れ
で
あ
る
。

１
本
稿
が
提
起
し
た
も
の

四
総
括
と
課
題
の
展
望

一
一
七
頁
）
と
さ
れ
た
〃
三
位
一
体
〃
問
題
で
あ
る
。
私
達
の
検
討
に

よ
れ
ば
原
理
と
し
て
皮
多
身
分
は
都
市
域
外
に
置
か
れ
る
の
を
空
間

的
理
想
と
し
た
し
、
事
実
都
市
の
外
に
移
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
元

禄
年
間
と
思
わ
れ
る
時
期
に
奈
良
東
之
坂
が
、
「
光
善
院
町
よ
り
新

道
之
願
被
申
侯
」
「
竹
島
の
地
立
退
の
義
」
（
「
松
操
録
」
）
の
動

き
が
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
実
現
し
な
い
場
合
も
入
れ
れ
ば
、
市

外
へ
の
移
動
は
都
市
の
空
間
上
の
原
理
と
い
え
た
が
、
し
か
し
こ
れ

を
実
態
、
機
能
の
点
か
ら
見
れ
ば
都
市
構
造
と
密
接
な
関
わ
り
を
も

ち
、
ま
た
領
主
役
負
担
も
皮
多
村
と
異
に
し
て
い
た
。
皮
多
身
分
内

の
〃
三
位
一
体
〃
に
原
理
的
に
も
実
態
的
に
も
意
外
に
深
い
分
裂
を

一
示
し
て
お
り
「
機
械
的
な
適
用
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
例
」
（
’
三

五
頁
）
と
い
う
レ
ベ
ル
で
処
理
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
し

て
京
都
六
条
、
伊
賀
矢
川
、
備
後
一
一
一
原
、
兵
庫
津
な
ど
で
見
た
人
と

土
地
の
分
離
支
配
の
現
実
な
ど
は
一
体
的
支
配
を
前
提
す
る
〃
三
位

一
体
論
〃
が
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
端
的
に
示
す

も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
雑
賎
民
と
さ
れ
る
層
に
つ
い
て
見
れ
ば

さ
ら
に
明
ら
か
で
あ
る
。
江
戸
乞
胸
は
身
分
は
町
人
・
職
能
の
み
非

人
支
配
、
ま
た
本
居
内
達
「
賎
者
考
」
で
は
木
戸
銭
を
と
る
業
は
そ

の
興
行
中
の
み
稔
多
支
配
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
つ
ま
り
そ
れ

ら
は
元
来
別
々
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
結
合
の
形
態
が
身
分

を
形
成
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
三
位
一
体
と
い
う
で
き
あ
が
っ
た
原

理
か
ら
身
分
制
を
説
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
結
合
の
実
態
、
さ
れ

そ
う
し
た
方
向
性
や
議
論
に
は
げ
ま
さ
れ
た
り
学
ん
だ
り
し
な
が

ら
、
筆
者
は
八
○
年
代
に
入
っ
て
一
連
の
新
ら
し
い
問
題
提
起
を
行

な
い
は
じ
め
て
い
ろ
。
本
稿
が
提
起
し
た
皮
田
町
の
定
義
も
そ
の
一

つ
だ
が
、
本
稿
が
意
図
し
た
こ
と
で
も
あ
る
が
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
東

西
の
研
究
の
問
に
あ
る
深
淵
を
埋
め
、
賎
民
制
全
体
の
理
論
仮
説
を

提
出
し
た
い
と
い
う
の
が
筆
者
の
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
目
的
で
あ

る
。
お
こ
る
誤
解
に
あ
ら
か
じ
め
答
え
て
お
け
ば
、
私
達
は
地
域
特

質
や
諸
賎
民
を
一
色
に
、
つ
ま
り
灰
色
に
そ
め
て
し
ま
お
う
と
し
て

い
る
の
で
は
な
い
。
多
様
な
も
の
を
さ
ら
に
多
様
に
見
る
た
め
に

は
、
そ
れ
が
共
通
な
部
分
の
理
論
的
抽
出
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
地
域
部
落
史
の
七
○
年
代
の
動
向

を
総
括
し
て
み
よ
う
と
す
れ
ば
た
だ
ち
に
肯
首
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
主
と
し
て
七
○
年
代
の
総
括
と
し
て
八
○
年
代
初
頭
に
相
つ
い

で
刊
行
さ
れ
た
布
引
、
安
達
の
二
箸
を
例
に
と
れ
ば
、
布
引
は
皮
多

身
分
は
原
則
と
し
て
田
地
所
持
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
と
そ
れ
を
い
き

な
り
一
般
化
し
て
い
る
し
、
安
達
は
但
馬
、
丹
波
に
見
ら
れ
る
若
干

の
部
落
そ
の
も
の
の
移
転
例
か
ら
そ
れ
を
指
標
に
し
て
部
落
成
立
論

と
い
う
す
ぐ
れ
て
理
論
的
レ
ベ
ル
に
属
す
る
結
論
を
導
い
て
い
た
。

つ
ま
り
そ
れ
ら
で
は
個
別
的
、
地
域
的
諸
事
象
を
い
っ
た
ん
部
落
史

と
い
う
特
殊
性
を
も
つ
論
理
に
ま
で
高
め
な
い
で
、
そ
の
ま
ま
普
遍

化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
二
著
共
都
市

賎
民
制
を
そ
れ
自
体
と
し
て
論
じ
た
論
考
も
視
角
も
な
い
。
た
め
に

夢

蕊
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は
こ
の
解
釈
を
措
い
て
い
る
が
（
「
史
的
研
究
」
上
注
ｕ
）
、
私
達

の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
お
そ
ら
く
北
小
路
は
西
京
村
の
支
配
を
も

う
け
た
は
ず
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
同
様
の
こ
と
は
蓮
台
野
村
に
つ
い

て
も
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
は
下
村
家
の
時
代
に
は
北
小
路
村
は
年
一

六
○
人
の
二
条
城
掃
除
人
足
を
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
北
小

路
村
か
ら
見
れ
ば
六
条
村
、
下
村
家
と
い
う
三
方
向
の
支
配
を
う
け

て
い
た
こ
と
に
な
る
訳
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
「
支
配
」
と
い
う
言
葉
を
内
容
的

に
吟
漠
然
と
し
た
包
括
的
用
語
に
よ
っ
て
は
研
究
が
進
展
し
え
な
い

の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
次
の
曰
の
役
の
整
序
と
共

に
新
た
な
概
念
装
置
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ろ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ロ
さ
て
こ
の
役
負
担
で
あ
る
が
、
皮
田
町
に
つ
い
て
も
蕊
牛
馬

処
理
役
が
課
せ
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
渡
辺
村
で
は
「
自
然
病

死
仕
候
牛
馬
の
儀
は
往
古
よ
り
取
候
者
共
私
共
村
方
に
御
座
候
然
れ

制
共
村
一
同
に
取
侯
儀
に
て
は
無
御
座
侯
、
村
方
に
六
七
人
斗
往
古
よ

鵬
り
取
場
所
相
定
有
之
儀
か
た
く
相
守
り
、
銘
々
定
の
場
所
の
外
は
狼

創
に
取
不
申
」
（
’
一
一
一
版
一
一
一
九
一
頁
）
と
な
っ
て
お
り
、
京
都
で
も
市

嗽
中
の
場
所
割
で
処
理
権
が
分
割
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
た
と
え
ば
西

歸一一「舶怖剰糊飛馴剛端聿一ハポ鯏坤博州帖醐鯛剛嬬棚Ⅸ鮒静舳
近
は
異
な
っ
て
い
ろ
・
在
村
な
ら
で
は
蕊
牛
馬
処
理
も
特
権
た
る
意
味

伽
を
も
つ
ほ
ど
利
益
を
あ
げ
え
た
が
、
町
で
は
一
般
的
に
い
っ
て
利
得

方
の
究
明
こ
そ
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
い

う
ま
で
も
な
く
こ
の
点
に
立
入
る
な
ら
ば
身
分
と
は
何
か
と
い
う
問

題
に
至
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
皮
田
町
の
概
念
構
成
が
成
立
す
る
理
論

的
前
提
と
し
て
筆
者
の
中
に
す
で
に
脇
田
身
分
論
へ
の
疑
問
が
あ
る

こ
と
、
こ
の
〃
三
位
一
体
〃
の
再
検
討
な
し
に
は
皮
田
町
が
概
念
と

し
て
成
立
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
三
位
一
体
論
で
は

封
建
社
会
の
支
配
上
、
体
制
上
の
根
本
対
立
た
る
都
市
と
農
村
の
問

題
が
す
く
な
く
と
も
皮
多
身
分
に
つ
い
て
言
う
限
り
一
一
次
的
な
も
の

と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ロ
第
二
に
、
皮
多
身
分
の
役
負
担
に
関
し
て
で
あ
る
。
皮
田
町

の
基
本
的
役
負
担
は
下
級
行
刑
役
で
あ
っ
た
。
七
○
年
代
の
研
究
で

は
「
蕊
牛
馬
処
理
権
こ
そ
が
、
え
た
Ｉ
か
わ
た
の
身
分
に
独
自
の
も

の
」
「
賎
民
身
分
と
し
て
の
把
握
は
…
…
皮
革
関
係
の
役
負
担
と
そ

れ
に
と
も
な
う
蕊
牛
馬
処
理
権
」
（
「
研
究
」
一
三
七
頁
）
に
あ
る

と
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
筆
者
も
同
意
し
て
き
た
。
し
か
し
把
握
の

論
理
は
異
な
る
。
脇
田
は
先
の
三
位
一
体
論
に
立
っ
て
主
張
し
て
い

る
の
だ
が
、
私
達
は
別
の
論
理
に
立
っ
て
い
ろ
。
日
本
近
世
社
会
も

そ
れ
が
封
建
権
力
の
身
分
支
配
で
あ
る
以
上
領
主
的
土
地
所
有
を
媒

介
し
て
の
支
配
の
体
系
が
存
在
し
た
。
そ
れ
を
身
分
的
所
有
と
い
う

こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
封
建
支
配
を
社
会
編
成
の
問
題
と
し
て

み
た
場
合
に
は
こ
れ
と
別
の
論
理
が
必
要
と
な
る
。
発
達
し
た
身
分

的
関
係
と
生
産
力
の
一
定
度
の
発
展
に
よ
っ
て
生
じ
た
社
会
的
分
業

の
領
主
的
掌
握
は
土
地
の
所
有
関
係
に
還
元
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ

（
１
）
 

ろ
。
そ
れ
は
国
役
の
至
輌
理
で
な
さ
れ
た
。
封
建
的
人
身
支
配
の
こ
の

よ
う
な
複
雑
な
あ
り
様
が
逆
に
土
地
所
有
関
係
に
も
反
作
用
を
及
ぼ

し
て
早
く
か
ら
在
地
で
の
本
年
貢
か
ら
の
小
物
成
の
分
離
と
い
う
現

象
を
生
み
出
し
た
し
、
「
人
高
両
方
の
支
配
」
（
篠
山
藩
寛
延
一
一
年

皮
多
村
中
の
訴
状
）
「
公
事
支
配
之
外
」
「
皮
多
高
公
事
支
配
被
為

遊
御
許
容
侯
」
（
赤
穂
藩
寛
政
一
一
一
一
年
皮
多
訴
状
）
「
高
…
支
配
」

「
身
分
、
職
場
…
支
配
」
（
江
戸
明
和
五
年
和
名
村
皮
多
請
状
）
な

ど
の
人
別
と
高
に
関
わ
る
複
雑
な
支
配
の
状
況
を
作
り
出
し
た
の
で

（
２
）
 

）
の
っ
た
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
京
都
の
五
力
村
で
あ
ろ
う
。
六
条
村
は
柳

原
荘
に
移
転
さ
せ
ら
れ
た
後
は
こ
れ
ま
で
の
「
天
部
郷
、
六
条
郷
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
近
世
初
頭
の
、
お
そ
ら
く
独
立
村
か
ら
柳
原
本
郷

の
枝
村
と
い
う
村
格
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
両
村
は
賀
茂
川
で
実

際
に
は
地
理
上
隔
離
さ
れ
て
い
な
が
ら
枝
郷
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

で
あ
り
な
が
ら
六
条
村
は
蓮
台
野
・
北
小
路
を
枝
郷
と
し
て
お
り
、

ま
こ
と
に
奇
妙
な
支
配
系
列
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
北
小
路
が
寛
文
一
○
年
（
’
六
七
○
）
に
西
京
村
内
の

三
条
通
り
に
移
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
こ
の
地
は
坪
数
一

○
一
八
五
坪
あ
っ
た
が
、
公
儀
御
役
田
地
は
三
反
七
畝
分
と
い
う
か

ら
、
お
そ
ら
く
残
り
は
年
貢
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
辻
ミ
チ
子

は
低
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
脇
田
は

前
圭
一
の
研
究
に
依
拠
し
て
「
畿
内
に
お
け
る
蕊
牛
馬
処
理
権
を
み

て
も
「
特
権
」
と
は
い
い
な
が
ら
生
計
に
占
め
る
比
重
は
低
い
」

（
「
研
究
』
一
四
五
頁
）
と
断
言
す
る
が
、
こ
の
決
め
つ
け
は
問
題

（
３
）
 

が
多
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
本
稿
で
は
こ
の
問
題
を
旦
那
場
制
と
い
う
、
蕊

牛
馬
処
理
制
（
特
権
は
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
一
側
面
か
ら
す
る
評
価
で

あ
っ
て
全
体
と
し
て
み
れ
ば
そ
れ
は
制
度
で
あ
っ
た
）
を
も
つ
つ
み

込
ん
で
い
る
シ
ス
テ
ム
原
遅
の
中
に
置
き
な
お
し
て
み
る
べ
き
だ
と

（
４
）
 

主
張
し
た
。
町
皮
田
年
寄
へ
の
助
成
形
態
か
ら
生
業
構
造
、
興
行
支

配
な
ど
ま
で
皮
田
町
の
生
活
の
万
般
を
規
定
し
て
い
る
の
は
旦
那
場

制
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
京
都
の
場
合
、
度
々
争
い
に
な
っ
て
い

る
十
分
一
銭
は
「
東
西
御
仕
置
者
御
座
侯
時
分
弁
に
牢
御
屋
敷
内
の

そ
う
じ
御
用
の
時
分
持
参
仕
候
御
用
に
遣
ひ
候
鍬
、
か
ま
、
ほ
う

き
、
鋸
、
槌
」
「
「
留
帳
」
一
二
一
版
一
一
一
一
九
頁
）
に
あ
て
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
ま
た
下
級
行
刑
と
も
連
動
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

回
こ
の
問
題
と
も
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
江
戸
弾
左
衛
門

に
見
ら
れ
る
広
域
支
配
、
一
般
に
頭
支
配
と
呼
ば
れ
て
い
る
賎
民
統

治
方
式
を
、
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
（
例
外
的
に
は
存
在
す
る
が
）
畿

内
の
賎
民
統
治
働
万
式
と
の
対
比
で
ど
う
考
え
る
か
で
あ
る
。
畑
中
は

こ
の
頭
支
配
と
本
村
付
支
配
（
私
達
が
従
来
枝
郷
支
配
と
呼
ん
で
き

覇慰
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た
ち
の
の
不
正
確
な
表
現
）
を
相
な
ら
ぶ
「
支
配
の
構
造
」
（
「
研
究
』

二
八
二
頁
）
と
見
て
い
る
。
こ
れ
は
前
圭
一
の
捉
え
方
に
従
っ
た
も

の
で
あ
り
、
今
日
の
一
般
的
な
見
方
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

だ
が
先
に
の
べ
た
「
人
高
両
方
の
支
配
」
と
い
う
幕
藩
賎
民
制
固
有

の
矛
盾
、
そ
れ
は
幕
藩
制
そ
の
も
の
の
解
決
で
き
な
い
矛
盾
な
の
で

あ
り
、
維
新
政
権
に
よ
る
徹
底
し
た
属
地
支
配
の
編
成
ま
で
続
く
の

だ
が
、
そ
の
矛
盾
に
着
目
す
る
な
ら
ば
畑
中
の
よ
う
な
捉
え
方
は
漠

然
と
し
た
賎
民
支
配
把
握
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は

レ
ベ
ル
を
異
に
す
る
支
配
内
容
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も

と
よ
り
頭
の
意
図
は
全
的
支
配
に
あ
る
。
ま
た
そ
れ
を
追
求
し
て
も

い
ろ
。
頭
の
願
望
と
支
配
と
い
う
政
治
原
理
レ
ベ
ル
の
問
題
と
を
混

同
す
べ
き
で
は
な
い
。

こ
こ
で
は
頭
支
配
の
根
拠
を
旦
那
場
権
の
分
与
と
い
う
論
理
で
処

理
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
に
は
領
主
的
役
負
担
の
分
与
（
押
し
つ
け

負
担
配
分
）
を
も
含
ん
で
い
ろ
。
京
都
下
村
家
、
紀
州
糸
若
な
ど
の

（
５
）
 

支
配
圏
拡
大
の
動
向
一
と
見
れ
ば
こ
の
こ
と
は
了
解
さ
れ
よ
う
。
（
そ

の
後
高
市
光
男
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
文
化
一
四
年
宇
和
島
藩
の
頭

支
配
離
脱
闘
争
の
史
料
は
こ
の
こ
と
を
証
し
て
く
れ
る
好
個
の
も
の

で
あ
る
。
頭
は
領
内
皮
多
支
配
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ろ
。
「
大

は
ハ
稔
多
頭
之
致
押
領
候
場
一
一
而
右
之
内
を
相
分
テ
手
下
之
穣
多
共

へ
宛
行
、
指
遣
」
（
『
部
落
問
題
研
究
」
船
一
一
二
頁
）
し
た
も
の

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
藩
も
こ
の
論
理
を
認
め
て
い
ろ
。
）
他
の
賎
民

元
禄
十
一
年
九
月
十
九
日

山
城
愛
宕
郡
断
罪
領

六
条
村
年
寄

一
暴
兵
衛

与
三
兵
衛

石
川
主
殿
頭
様
御
内

国
御
絵
図
御
奉
行
様

免
除
地
で
あ
る
か
ら
支
配
役
・
個
別
支
配
領
主
が
い
な
い
と
国
絵

図
作
成
に
あ
た
っ
て
回
答
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
先
の
複

雑
な
支
配
問
題
と
関
わ
ら
せ
て
敷
街
す
る
な
ら
ば
屋
敷
地
子
免
除
の

措
置
は
人
別
．
高
の
一
元
的
、
統
一
的
支
配
を
可
能
に
す
る
た
め
の

一
つ
の
現
実
的
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
も
皮
多

村
へ
の
除
地
措
置
と
同
一
に
扱
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
一
論
理
と

い
う
点
で
い
え
ば
、
皮
多
の
高
所
持
そ
の
も
の
の
否
定
が
こ
れ
に
対

応
し
て
い
る
皮
多
身
分
を
土
地
を
持
た
ざ
る
も
の
と
す
る
支
配
理
念

は
、
同
時
に
現
実
の
上
で
二
重
支
配
を
回
避
し
う
る
ち
の
と
も
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

課
題
と
い
う
か
残
さ
れ
た
問
題
と
い
え
ば
、
こ
こ
に
整
理
し
た
五

点
と
も
に
な
お
実
証
、
理
論
の
両
面
か
ら
詰
め
て
み
て
豊
か
に
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ
を
と

２
課
題

身
分
へ
の
皮
多
の
支
配
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
て
い
い
で
あ
ろ

う
。
東
之
坂
は
北
山
非
人
支
配
に
つ
い
て
自
分
た
ち
は
興
福
寺
の
役

を
負
い
、
非
人
も
又
興
福
寺
の
下
知
を
請
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
そ

こ
か
ら
非
人
が
自
分
た
ち
の
下
知
を
う
け
「
上
米
を
取
来
」
（
「
奈

良
県
同
和
事
業
史
」
四
二
七
頁
）
て
い
る
の
だ
と
い
う
論
理
を
展
開

し
て
い
る
。

国
皮
多
村
が
身
分
措
置
と
し
て
百
姓
身
分
に
掛
か
る
夫
役
、
夫

米
を
免
除
さ
れ
た
よ
う
に
、
皮
多
町
は
町
人
身
分
に
掛
か
る
地
子
、

町
並
役
を
免
除
さ
れ
た
。
た
し
か
に
そ
れ
は
「
役
負
担
を
勤
め
る
た

め
に
年
貢
免
除
地
に
な
っ
た
」
（
脇
田
「
研
究
』
二
一
一
五
頁
）
と
も

い
え
る
し
、
そ
う
し
た
具
体
的
レ
ベ
ル
で
は
「
都
市
部
落
で
の
免

租
地
の
性
格
は
農
村
部
落
で
も
南
王
子
村
な
ど
に
見
ら
れ
る
居
住
地

の
年
貢
免
除
の
理
由
に
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
」
（
同
右
）
の
だ

が
、
そ
こ
に
は
さ
ら
に
深
い
理
由
が
存
し
た
。
次
の
史
料
は
そ
れ
を

（
６
）
 

物
語
る
。

覚

一
、
今
度
御
殿
様
御
尋
被
為
成
侯
に
付
書
付
指
上
け
申
候
六
条

河
原
断
罪
領
皇
二
町
の
所
、
断
罪
御
役
に
付
、
天
餘
・
六
条
両

方
の
年
寄
往
古
よ
り
御
扶
持
皇
に
御
赦
免
被
為
下
候
故
、
地
頭

・
御
代
官
も
無
御
座
侯
則
六
条
村
の
御
扶
持
皇
一
町
の
所
家

を
建
御
公
儀
様
断
罪
御
役
相
勤
同
二
条
御
城
の
御
掃
除
毎
月
仕

候
巳
上

っ
て
も
や
っ
か
い
な
し
ろ
も
の
と
い
う
他
は
な
い
。
早
急
な
決
着
が

つ
き
そ
う
に
な
い
の
で
あ
る
。
議
論
と
批
判
の
起
こ
る
の
を
期
待
し

た
い
。

と
り
あ
え
ず
筆
者
の
能
力
範
囲
で
当
面
の
課
題
と
す
べ
き
事
柄
に

つ
い
て
述
べ
て
お
け
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ｈ
仮
説
は
あ
く
ま
で
仮
説
で
あ
り
、
皮
田
町
の
定
義
も
歴
史
的

現
実
を
豊
か
に
、
そ
れ
ゆ
え
に
正
確
に
見
る
た
め
の
分
析
装
置
で
あ

る
に
他
な
ら
な
い
。
皮
田
集
落
の
数
だ
け
事
実
が
あ
り
、
多
様
さ
が

存
在
し
よ
う
。
仮
説
や
定
義
の
有
効
性
は
具
体
的
事
実
の
分
析
を
深

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
検
証
さ
れ
よ
う
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
考

え
か
ら
比
較
的
史
料
の
整
っ
た
皮
田
集
落
を
対
象
に
し
て
、
そ
こ
に

沈
潜
し
て
内
在
す
る
論
理
を
つ
か
み
出
す
こ
と
に
努
め
る
べ
き
だ
と

考
え
て
い
ろ
。
そ
う
し
た
考
え
に
立
っ
て
す
で
に
兵
庫
崖
風
呂
谷
を

対
象
に
い
く
つ
か
の
論
考
を
ま
と
め
は
じ
め
て
も
い
ろ
。
史
料
的
制

約
の
大
き
い
分
野
だ
が
、
奈
良
東
之
坂
町
に
つ
い
て
は
幸
い
旧
松
村

家
文
書
が
天
理
図
書
館
に
大
量
に
所
蔵
さ
れ
て
あ
り
、
そ
の
一
部
を

使
っ
た
研
究
が
浅
野
安
隆
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
て
い
る
し
、
本
稿
で

（
７
）
 

も
東
之
坂
に
つ
い
て
は
多
く
そ
れ
に
依
拠
し
て
シ
さ
た
が
、
し
か
し
浅

野
に
皮
田
町
の
視
角
は
な
い
。
文
書
全
体
の
紹
介
も
な
さ
れ
て
い
な

補
注
３

い
。
何
と
か
共
同
研
究
の
体
制
が
組
め
な
い
も
の
で
｝
の
ろ
う
か
。

ロ
共
同
研
究
と
い
え
ば
や
は
り
京
都
、
大
阪
の
皮
田
町
に
つ

い
て
の
研
究
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
京
都
に
つ
い
て
は
す
で

１
１
１
１
１
 

篭
ョ
魁



106 107近世都市の構造の賎民制

に
「
諸
式
留
帳
』
と
い
う
年
代
的
、
内
容
的
に
も
限
定
さ
れ
た
も
の

で
は
あ
る
が
貴
重
な
史
料
が
翻
刻
さ
れ
て
お
り
、
部
落
問
題
研
究
所
、

京
都
部
落
史
研
究
所
と
い
う
二
つ
の
研
究
所
が
存
在
し
て
お
り
、
わ

け
て
も
部
落
史
研
究
所
は
全
一
○
巻
か
ら
の
京
都
部
落
史
を
公
刊
す

る
と
聞
く
。

と
こ
ろ
が
他
方
の
大
坂
渡
辺
村
に
つ
い
て
は
史
料
も
ま
と
ま
っ
た

も
の
と
し
て
は
『
摂
津
役
人
村
文
書
』
ぐ
ら
い
の
も
の
で
村
の
通
史

を
概
観
す
る
こ
と
さ
え
お
ぼ
つ
か
な
い
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

村
の
場
合
、
近
世
部
落
史
全
体
に
と
っ
て
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て

お
り
、
新
史
料
の
発
掘
も
含
め
た
共
同
研
究
が
ぜ
ひ
と
も
組
織
さ
れ

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
私
達
も
渡
辺
村
に
つ
い
て
は
関
連
史
料
の
カ
ー

ド
化
を
急
い
で
い
る
が
、
そ
の
程
度
の
研
究
体
制
で
は
現
状
の
抜
本

的
克
服
は
期
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

ロ
関
東
に
つ
い
て
は
本
稿
で
も
つ
ま
み
食
い
程
度
に
し
か
弾
左

衛
門
支
配
の
問
題
を
取
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
史
料
的
に

は
か
な
り
の
量
が
知
ら
れ
て
お
り
、
全
体
の
紹
介
は
な
い
が
助
左
衛

門
文
書
、
今
度
刊
行
さ
れ
た
「
鈴
木
家
文
書
」
な
ど
研
究
の
素
材
は

整
い
つ
つ
あ
る
。
が
し
か
し
－
、
こ
の
研
究
者
を
除
い
て
関
東
の
賎

民
研
究
は
手
薄
で
、
又
多
く
非
人
研
究
に
傾
い
て
い
ろ
。
『
研
究
』

所
収
論
文
で
は
研
究
史
に
ふ
れ
、
あ
ち
こ
ち
に
不
満
と
不
足
を
い
い

た
て
た
後
「
概
略
す
れ
ば
史
料
的
に
は
豊
富
さ
を
増
し
た
も
の
の
史

料
批
判
の
不
足
・
史
料
の
羅
列
的
傾
向
が
目
立
ち
、
実
証
的
な
確
実

付
候
か
わ
た
共
わ
ひ
事
申
」
（
明
暦
一
一
一
・
六
峯
岸
賢
太
郎
「
幕
藩
制

的
賎
民
身
分
の
成
立
」
『
歴
史
評
論
』
一
一
一
○
九
号
六
八
頁
重
引
榎
本

「
万
三
賞
』
）
と
あ
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
大
き
な
依
存
的
性
格
を

も
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
関
東
と
は
基
本
的
に
異
な
っ
て
畿
内
で

は
番
非
人
は
た
し
か
に
村
抱
え
で
あ
り
た
め
に
、
摂
河
播
の
「
国

訴
」
さ
え
起
こ
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
規
定

し
て
し
ま
え
ば
非
人
組
織
と
い
う
も
の
の
独
自
な
役
割
、
意
味
は
消

し
飛
ん
で
し
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
か
。
皮
田
の
旦
那
場
制
は
旦
那
場
村

々
と
の
間
に
依
存
的
、
従
属
的
経
済
関
係
を
措
定
し
て
い
た
か
ら
、

こ
れ
を
村
抱
え
と
も
表
現
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
重
要

な
こ
と
は
旦
那
場
範
囲
や
権
利
は
皮
多
身
分
間
の
取
決
め
で
定
ま

り
、
そ
れ
に
対
し
て
村
々
は
何
の
権
限
も
有
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

（
９
）
 

ろ
。
こ
の
こ
と
は
七
○
年
代
に
研
究
の
進
ん
だ
蕊
牛
処
理
制
研
究
の

成
果
を
み
れ
ば
明
ら
か
だ
ろ
う
。
同
様
の
こ
と
は
非
人
と
町
の
関
係

に
も
あ
っ
た
も
の
と
推
定
す
る
。
内
田
は
「
垣
外
と
丁
の
対
応
関
係

は
長
吏
の
側
に
は
決
定
権
限
の
全
く
な
い
」
「
上
か
ら
決
め
ら
れ

た
」
（
「
研
究
」
二
一
一
一
一
一
一
頁
）
も
の
と
す
る
が
「
道
頓
堀
非
人
関
係

文
書
」
の
同
じ
編
者
で
あ
る
岡
本
良
一
は
こ
れ
を
長
吏
権
限
と
考
え

て
い
る
（
「
史
的
研
究
』
上
二
五
九
頁
以
下
）
。
従
来
の
理
解
が
妥

当
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
今
後
の
検
討
を
待
ち
た
い
。

性
か
ら
い
っ
て
、
三
浦
・
幸
田
の
研
究
以
後
さ
ほ
ど
水
準
が
高
く
な

っ
た
と
い
え
な
い
の
が
現
状
」
二
八
八
頁
）
と
評
し
て
い
ろ
。
こ

れ
に
付
言
す
れ
ば
そ
の
評
価
は
「
研
究
」
所
収
の
成
沢
論
文
を
含
め

て
妥
当
す
る
。
そ
こ
に
は
個
別
的
事
実
を
集
積
し
て
特
殊
を
媒
介
し

つ
つ
ど
う
し
た
ら
普
遍
に
至
る
か
と
い
う
問
題
関
心
が
弱
い
の
で
あ

る
。関
東
の
賎
民
制
と
畿
内
の
賎
民
制
と
を
統
一
的
に
説
明
す
る
理
論

を
作
る
こ
と
が
当
初
か
ら
の
私
達
の
目
標
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
近
づ

く
た
め
に
も
関
東
の
賎
民
制
研
究
に
手
を
つ
け
て
み
る
こ
と
が
必
要

に
な
ろ
う
。

口
最
後
に
は
皮
田
身
分
の
み
な
ら
ず
、
非
人
そ
の
他
も
含
め
た

都
市
賎
民
制
全
体
の
統
一
的
理
解
を
こ
こ
ろ
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
当
面
、
七
○
年
代
に
一
定
の
研
究

の
進
ん
だ
非
人
論
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
ろ
。

「
研
究
」
て
は
町
非
人
を
町
抱
え
と
規
定
し
て
い
ろ
（
二
一
一
九
頁
以

下
）
。
経
済
的
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
非
人
は
「
一
切
の
所
有
か
ら
排
除

（
８
）
 

さ
れ
、
諸
人
の
喜
捨
に
よ
っ
て
生
活
す
る
存
在
」
（
一
一
一
五
頁
）
で

あ
る
か
ら
そ
の
よ
う
に
も
い
え
る
し
、
た
し
か
に
非
人
の
重
要
な
属

性
で
あ
っ
た
。
旦
那
場
制
を
考
え
に
入
れ
れ
ば
皮
田
町
も
非
人
と
一

括
し
て
そ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
武
州
川
越
城

下
の
皮
田
が
斬
罪
役
賦
課
を
拒
否
し
た
時
、
町
年
寄
の
と
っ
た
対
抗

策
は
経
済
封
鎖
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
「
市
の
あ
き
内
を
と
め
申

（
１
）
国
役
・
国
奉
行
制
の
研
究
は
近
年
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。
「
幕

藩
初
期
の
国
奉
行
制
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
四
三
一
）
薮
田

貫
「
近
世
畿
内
所
領
構
成
の
特
質
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ァ
』
七
三
）
な
ど
。

そ
こ
で
は
地
代
と
役
負
担
の
分
離
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

（
２
）
こ
の
点
筆
者
が
初
め
て
指
摘
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
幕
藩
制
個
有

の
矛
盾
、
解
決
し
え
な
い
矛
盾
と
し
て
把
握
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
た

い
。
そ
の
も
つ
重
要
性
に
つ
い
て
は
以
下
に
若
干
述
べ
る
。
こ
の
点
の

み
を
ま
と
め
て
別
稿
を
用
意
し
た
い
。
す
で
に
戦
前
小
早
川
欣
吾
は
「

近
世
の
裁
判
籍
は
．
…
：
管
轄
の
側
よ
り
此
を
観
察
す
れ
ば
地
域
的
管
轄

と
身
分
的
管
轄
と
が
並
存
し
て
い
る
」
（
「
近
世
の
裁
判
組
織
と
審
級

及
管
轄
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
（
『
法
学
的
論
叢
』
皿
巻
’
’
○
○

頁
）
と
指
摘
し
、
一
連
の
論
文
で
さ
ら
に
事
物
管
轄
と
い
う
分
析
概
念

を
加
え
て
い
た
。
し
か
し
彼
の
貴
重
な
指
摘
は
今
日
で
も
生
か
さ
れ
て

い
な
い
。
小
早
川
の
指
摘
は
領
主
支
配
が
地
域
に
よ
っ
て
、
身
分
に
よ

っ
て
、
事
柄
に
よ
っ
て
管
轄
を
異
に
し
、
制
約
を
う
け
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
ま
た
、
た
と
え
ば
身
分
の
も
つ

属
性
を
と
っ
て
み
れ
ば
、
身
分
内
に
領
主
権
力
は
原
則
と
し
て
立
入
れ

な
い
自
治
を
有
し
、
支
配
は
他
身
分
と
の
関
係
を
規
定
し
、
調
停
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
は
た
さ
れ
る
（
と
い
っ
て
も
出
入
筋
と
吟
味
筋
と
で
は

内
容
が
大
幅
に
異
な
る
の
で
あ
る
が
）
と
い
う
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
に
複

雑
さ
を
も
っ
た
。

（
３
）
拙
稿
「
蕊
牛
馬
処
理
権
を
め
ぐ
る
二
’
一
一
一
の
問
題
」
（
「
部
落
問

題
研
究
』
門
）
｜
参
照

（
４
）
従
来
蕊
牛
馬
処
理
権
が
旦
那
場
権
の
、
重
要
で
は
あ
る
が
そ
れ
に

虜

鞠
Ｆ
》
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芝
居
、
人
多
集
り
侯
所
へ
人
足
召
連
罷
出
悪
党
者
御
座
侯
へ
は
捕
侯

て
御
届
け
申
上
侯
事

と
、
権
力
の
暴
力
装
置
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
が
「
見
張
夜
廻
り
」

「
人
群
集
場
所
取
締
」
（
『
柳
原
町
史
』
二
九
四
頁
）
な
ど
は
同
時
に
町
民

に
と
っ
て
も
治
安
上
の
必
要
時
で
あ
っ
た
。

渡
辺
村
の
場
合
は
「
一
、
大
坂
三
郷
出
火
の
殉
火
消
人
足
差
出
申
侯
」

（
役
人
村
文
書
』
三
一
版
三
八
一
頁
）
と
享
保
九
年
（
’
七
一
一
四
）
の
大
火

の
際
か
ら
特
に
役
務
と
し
て
新
た
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

補
注
３
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
二
五
巻
に
旧
松
村
家
所
蔵
東
之
坂

文
書
中
の
「
松
操
録
」
全
四
巻
が
山
田
光
こ
の
手
で
誘
刻
さ
れ
た
。
山
田

は
解
題
で
「
き
わ
め
て
豊
富
な
生
活
資
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
」
と
す
る

が
、
そ
の
こ
と
は
疑
い
な
い
が
山
田
は
そ
こ
で
「
松
操
録
」
そ
の
も
の
の

性
格
や
他
の
旧
松
村
家
文
書
と
の
関
係
に
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い

の
は
解
さ
れ
な
い
。
「
松
操
録
」
は
松
村
家
、
つ
ま
り
近
世
史
料
で
い
う

甚
右
衛
門
家
に
関
わ
る
文
書
を
中
心
に
大
正
に
入
っ
て
筆
録
し
た
い
わ
ば

第
二
次
史
料
集
で
あ
っ
て
右
の
よ
う
な
山
田
の
評
価
は
結
果
と
し
て
出
て

く
る
も
の
で
は
あ
る
が
編
纂
者
の
意
図
は
一
種
の
自
家
系
譜
史
料
集
と
い

う
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
葬
式
や
遺
言
に
多
く
が
費
や
さ
れ
て
い

る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

天
理
図
書
館
に
は
「
松
操
録
」
の
他
に
二
千
点
を
超
え
る
か
と
思
わ
れ

る
文
書
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
生
活
資
料
の
宝
庫
と
も

い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
「
貴
重
な
生
活
資
料
」
部
落
史
の
「
空
白
を
充

分
に
埋
め
て
く
れ
る
も
の
」
（
山
田
「
解
題
」
五
頁
）
と
し
て
山
田
が
ど

う
し
て
こ
れ
ら
の
古
文
書
を
こ
そ
編
纂
し
な
か
っ
た
か
、
筆
者
は
大
き
に

含
ま
れ
る
一
部
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
前
に
よ
っ
て
も
そ
れ
ら
は
「
残
余
の
権
利
」
（
西
播
地
域
皮
多
村
文

書
研
究
会
『
近
世
部
落
史
の
研
究
』
上
巻
二
○
八
頁
以
下
）
と
し
て
一

定
の
検
討
が
な
さ
れ
て
も
い
る
。
ま
た
は
前
と
別
個
に
鈴
木
あ
き
ら
・

村
崎
信
夫
に
よ
っ
て
こ
こ
で
論
じ
る
旦
那
場
制
の
特
質
が
明
ら
か
に
も

さ
れ
て
い
る
（
同
右
『
近
世
部
落
史
の
研
究
」
上
巻
所
収
論
文
九
七
頁

以
下
）
。
こ
こ
で
の
提
起
が
そ
れ
ら
に
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
が
、
新
し
い
主
張
で
あ
る
こ
と
も
述
べ
る
ま
で
も
な
い

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
従
来
の
把
握
と
異
な
る
二
つ
の
重
要
な
点

が
前
提
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
｜
つ
は
権
利
Ⅱ
特
権
と
い
う
捉

え
方
を
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
原
理
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
幕
藩
賎
民
制
の

下
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
点
で
あ
り
、
二
つ
に
は
蕊
牛
馬
処
理
制
を

主
と
み
る
の
で
は
な
く
、
一
部
と
見
る
こ
と
、
位
置
づ
け
の
上
で
も
そ

れ
を
徹
底
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
別
稿
を
用
意
し

た
い
。

（
５
）
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
次
の
史
料
で
あ
る
（
『
諸
式
留
帳
」
三
一

版
二
四
頁
）
。頼
申
口
上
の
事

一
、
私
共
北
山
辺
に
罷
有
侯
皇
番
の
者
共
に
て
御
座
侯
然
処
に
私
共

（
讐
踏
直
し
）

渡
世
の
た
め
町
方
へ
罷
出
せ
っ
た
な
お
し
仕
候
へ
莚
〈
皮
田
役
の
年
寄

（
穂
）

無
御
座
に
付
、
町
か
せ
き
難
義
致
し
侯
故
、
蓮
〈
ロ
野
村
を
年
寄
方
に

頼
申
侯
得
は
、
則
蓮
台
野
村
よ
り
被
申
侯
様
は
当
村
は
六
条
村
の
枝

郷
に
て
有
之
候
間
、
頭
枝
の
六
条
村
相
頼
申
様
に
と
被
申
候
故
蓮
た

い
野
村
の
相
談
の
上
に
て
此
度
其
元
様
を
頼
存
侯
間
、
六
条
村
の
手

疑
問
を
も
つ
。
こ
れ
は
『
奈
良
県
同
和
事
業
史
』
の
史
料
篇
の
編
纂
に
つ

い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
東
之
坂
文
書
全
体
の
翻
刻
の
早
か
ら
ん

こ
と
を
希
望
し
て
お
き
た
い
。

む
す
び
に
か
え
て

私
達
は
地
域
部
落
史
こ
そ
部
落
史
研
究
の
出
発
点
で
あ
り
到
達
点

で
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
こ
う
し
た
考
え
に
立
っ
て
い
く
つ
か
の
論

考
を
も
の
し
て
も
き
た
。
と
同
時
に
そ
こ
で
は
必
ず
地
域
部
落
史
の

個
別
的
性
格
を
こ
え
た
普
遍
的
論
理
の
問
題
提
起
を
行
な
っ
て
き
た

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
た
と
え
ば
『
部
落
問
題
研
究
」
誌
上
で
の
毎

年
の
「
成
果
と
課
題
」
を
読
む
と
「
地
域
研
究
」
と
い
う
奇
妙
な
名

前
で
個
別
的
研
究
が
一
括
処
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
地

域
を
論
じ
な
い
一
般
部
落
史
と
い
う
論
考
な
ど
存
在
す
る
の
か
と
不

思
議
に
思
う
け
れ
ど
も
い
つ
こ
う
改
善
さ
れ
る
様
子
は
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
本
稿
で
も
実
証
も
論
理
も
と
欲
ば
つ
た
し
、
個

別
も
普
遍
も
追
い
求
め
た
。
そ
れ
と
同
時
に
こ
こ
で
は
最
後
に
理
論

的
ま
と
め
や
提
起
を
置
い
て
広
く
討
論
、
批
判
の
起
こ
る
こ
と
を
期

待
し
た
。

（
西
播
地
域
皮
多
文
書
研
究
会
）

〈
付
記
〉

今
と
な
っ
て
は
か
な
り
以
前
の
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
が
、
本
稿
の
作

成
に
あ
た
っ
て
は
天
理
大
学
図
書
館
、
関
西
学
院
大
学
前
田
教
室
そ
の
他
に

お
世
話
に
な
っ
た
。
補
注
な
ど
を
組
版
後
に
挿
入
す
る
な
ど
、
編
集
部
の
渡

辺
俊
雄
氏
に
は
多
大
の
御
迷
惑
を
お
か
げ
し
た
。
共
に
謝
し
た
い
。

下
に
被
成
御
支
配
被
成
可
被
下
侯
、
然
上
は
御
公
儀
様
よ
り
被
為
仰

出
侯
御
法
度
の
御
趣
堅
相
守
り
可
申
侯
為
其
頼
申
書
付
如
斯
御
座

侯
已
上

宝
永
七
年
寅
八
月

紙
屋
川
組

三
郎
兵
衛（
以
下
一
四
名
略
）

（
６
）
『
諸
式
留
帳
』
三
一
版
一
一
一
頁

（
７
）
奈
良
県
『
奈
良
県
同
和
事
業
史
』
浅
野
執
筆
分
な
ら
び
に
近
世
史
料

篇
、
「
近
世
大
和
の
部
落
」
（
『
部
落
問
題
研
究
』
弱
）

（
８
）
｜
切
の
所
有
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
直
接

的
生
産
関
係
の
埒
外
に
あ
る
こ
と
と
所
有
諸
関
係
か
ら
の
排
除
と
は
同

義
で
は
な
い
。

（
９
）
こ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
旦
都
場
権
限
が
何
ら
の
町
人
・
百
姓
の
同

意
、
合
意
な
し
に
行
使
さ
れ
た
、
さ
れ
え
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
い
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
旦
那
場
制
が
賎
民

と
平
人
の
「
つ
き
あ
い
」
を
規
定
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
町
人
に
と

っ
て
も
何
ら
か
の
利
益
・
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
の
一

つ
は
非
常
時
へ
の
動
員
で
あ
ろ
う
。
火
事
、
市
中
防
犯
な
ど
が
こ
れ
に

含
ま
れ
よ
う
。
京
都
で
は
古
来
よ
り
二
、
急
火
の
節
牢
御
屋
敷
へ
入

足
召
相
詰
侯
御
事
」
と
の
一
条
が
あ
っ
た
が
宝
永
五
年
（
一
七
○
八
）

よ
り

て
洛
中
洛
外
悪
党
者
排
個
仕
候
節
人
足
召
連
罷
出
捕
御
届
け
申
侯
事

井
四
条
川
原
涼
場
所
、
諸
社
の
御
神
事
、
諸
寺
の
法
会
、
開
帳
、
藷

Ｐ
ｂ
●
９
－
０
０
０
１
１
■
０
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日
Ⅱ
Ｉ
１
Ｉ
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■
１
０
■
Ｖ
ｌ
Ｊ
Ｄ
Ｄ
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０
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Ⅱ
Ⅱ
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Ⅱ
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０
０
■
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▽
■
曰
ｌ
Ⅱ
０
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□
Ｄ
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且
■
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Ⅱ
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■
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■
●
且
■
●
巳
。
■
●


